
JP 2019-188241 A 2019.10.31

10

(57)【要約】
【課題】遊技機の入れ替えを行う際に、その入れ替えに
要する工数を低減することができる遊技機を提供するこ
と。
【解決手段】外枠側連結部材１５に主部側連結部材３２
を連結させる共に、外枠側係合部材１６に主部側被軸支
部材３５を連結させることで、外枠１０に遊技機主部２
０を組み付けることができる。一方、これらの各連結を
それぞれ解除することで、外枠１０から遊技機主部２０
を取り外すことができる。これにより、外枠１０を島設
備に残したまま、遊技機主部２０を取り外すことができ
る。即ち、パチンコ機の入れ替えを行う際には、島設備
に残された外枠１０を利用して、別の遊技機主部２０を
設置することができる。その結果、傾斜角度の調整を不
要として、入れ替えに要する工数を低減することができ
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠と、その外枠に連結装置を介して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えた遊
技機において、
　前記連結装置は、
　前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、
　その主部側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部
材と、
　その主部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、
を少なくとも備えることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記連結装置は、前記外枠に配設される外枠側連結部材と、その外枠側連結部材に着脱
可能に連結されると共に連結時には前記外枠側連結部材に対して相対回動可能に形成され
前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と、を更に備えることを特徴とする請求項１
記載の遊技機。
【請求項３】
　前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と前記外枠に配設される外枠側連結部材と
が、直線方向への相対移動により連結可能に形成されると共に、前記遊技機主部に配設さ
れる主部側被軸支部材と前記外枠に配設される外枠側係合部材とが、直線方向への相対移
動により連結可能に形成され、それら両直線方向が平行とされることを特徴とする請求項
２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記直線方向は、前記外枠の枠面に対して垂直な方向であることを特徴とする請求項３
記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機のホールへの設置は、ホールの島に設けられた木枠に、釘を用いて固定する方法
が一般的である。具体的には、例えば、遊技機を入れ替える場合、古い遊技機を木枠から
取り外し、新しい遊技機を木枠の所定位置に配置し、傾斜角度を調整した後、その調整し
た傾斜角度を保持しつつ、遊技機の外枠の上板および下板を、木枠の上枠および下枠にそ
れぞれ釘で打ち付けて固定する（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２６００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、その入れ替えを行う際に、作業者による傾
斜角度の調整がその都度必要となり、また、傾斜角度の調整には熟練した技術が必要であ
るため、工数が嵩むという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技機の入れ
替えを行う際に、その入れ替えに要する工数を低減することができる遊技機を提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、外枠と、その外枠に連結装置を介
して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えるものであり、前記連結装置は、前記外
枠に配設される外枠側連結部材と、その外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連
結時には前記外枠側連結部材に対して相対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設され
る主部側連結部材と、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部側軸部材を
介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その主部側被軸
支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を備える。
【０００７】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、前記遊技機主部に配設され
る主部側連結部材と前記外枠に配設される外枠側連結部材とが、直線方向への相対移動に
より連結可能に形成されると共に、前記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と前記
外枠に配設される外枠側係合部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成され
、それら両直線方向が平行とされる。
【０００８】
　請求項３記載の遊技機は、請求項２記載の遊技機において、前記直線方向は、前記外枠
の枠面に対して垂直な方向である。
【０００９】
　請求項４記載の遊技機は、請求項１から３のいずれかに記載の遊技機において、前記主
部側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材は、前
記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形成されると共に前記遊技機主部の底面に平
行な平板形状に形成される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、遊技機の入れ替えを行う際に、その入れ替えに要する工数を低減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パチンコ機の斜視図である。
【図２】外枠と遊技機主部とに分解した状態を示すパチンコ機の分解斜視図である。
【図３】外枠および内枠の斜視図である。
【図４】外枠および内枠の斜視図である。
【図５】外枠および内枠の斜視図である。
【図６】内枠の斜視図である。
【図７】（ａ）は、外枠側連結部材の上面図であり、（ｂ）は、図７（ａ）の矢印ＶＩＩ
ｂ方向視における外枠側連結部材の側面図である。
【図８】（ａ）は、カバー部材の上面図であり、（ｂ）は、図８（ａ）のＶＩＩＩｂ－Ｖ
ＩＩＩｂ線におけるカバー部材の断面図であり、（ｃ）は、図８（ａ）の矢印ＶＩＩＩｃ
方向視におけるカバー部材の正面図である。
【図９】（ａ）は、抜け止め部材の上面図であり、（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ－ＩＸ
ｂ線における抜け止め部材の断面図である。
【図１０】（ａ）から（ｃ）は、連結動作時における外枠側連結部材および主部側連結部
材の上面図である。
【図１１】外枠側連結部材および主部側連結部材の上面図である。
【図１２】（ａ）は、外枠側係合装置および主部側被軸支部材の断面斜視図であり、（ｂ
）は、図１２（ａ）の矢印ＸＩＩｂ方向視における外枠側係合装置および主部側被軸支部
材の断面図である。
【図１３】（ａ）は、ケース体の背面図であり、（ｂ）は、ケース体の側面図である。
【図１４】突出部材およびコイルばねの正面図である。
【図１５】（ａ）は、規制板の上面図であり、（ｂ）は、図１５（ａ）のＸＶｂ－ＸＶｂ
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線における規制板の断面図である。
【図１６】（ａ）は、外壁形成部材の上面図であり、（ｂ）は、図１６（ａ）の矢印ＸＶ
Ｉｂ方向視における外壁形成部材の正面図である。
【図１７】（ａ）は、図１６（ｂ）のＸＶＩＩａ－ＸＶＩＩａ線における外壁形成部材の
断面図であり、（ｂ）は、図１６（ｂ）の矢印ＸＶＩＩｂ方向視における外壁形成部材の
側面図である。
【図１８】（ａ）は、主部側被軸支部材の上面図であり、（ｂ）は、図１８（ａ）の矢印
ＸＶＩＩＩｂ方向視における主部側被軸支部材の正面図である。
【図１９】図１８（ｂ）のＸＩＸ－ＸＩＸ線における主部側被軸支部材の断面図である。
【図２０】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２１】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２２】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２３】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２４】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２５】内枠の回動先端側における背面斜視図である。
【図２６】（ａ）は、第２実施の形態における主部側被軸支部材の上面図であり、（ｂ）
は、図２６（ａ）の矢印ＸＸＶＩｂ方向視における主部側被軸支部材の正面図である。
【図２７】図２６（ｂ）のＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ線における主部側被軸支部材の断面図
である。
【図２８】第３実施の形態における主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２９】外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図３０】第４実施の形態におけるパチンコ機を外枠と遊技機主部とに分解した状態を示
すパチンコ機の分解斜視図である。
【図３１】内枠および外枠の斜視図である。
【図３２】外枠と内枠の構成要素との斜視図である。
【図３３】（ａ）は、内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図であり、（
ｂ）は、内枠の構成要素が取り外された状態における外枠の斜視図である。
【図３４】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の斜視図である。
【図３５】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の斜視図である。
【図３６】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の斜視図である。
【図３７】第５実施の形態におけるパチンコ機を外枠と遊技機主部とに分解した状態を示
すパチンコ機の分解斜視図である。
【図３８】外枠および内枠の斜視図である。
【図３９】外枠と内枠の構成要素との斜視図である。
【図４０】内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図である。
【図４１】第６実施の形態における外枠と内枠の構成要素との分解斜視図である。
【図４２】外枠と内枠の構成要素との斜視図である。
【図４３】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の断面図である。
【図４４】遊技機の部分拡大側面図である。
【図４５】遊技機の部分拡大側面図である。
【図４６】遊技機の側面図である。
【図４７】遊技機の側面図である。
【図４８】内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図である。
【図４９】内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図である。
【図５０】第７実施の形態における外枠および内枠の斜視図である。
【図５１】外枠および内枠の斜視図である。
【図５２】外枠および内枠の斜視図である。
【図５３】外枠および内枠の斜視図である。
【図５４】内枠の分解斜視図である。
【図５５】外枠の分解斜視図である。
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【図５６】外枠の部分拡大斜視図である。
【図５７】外枠の部分拡大斜視図である。
【図５８】外枠および内枠の連結構造を構成する一要素の分解斜視図である。
【図５９】外枠および内枠の連結構造を構成する一要素の分解斜視図である。
【図６０】外枠および内枠の連結構造の部分拡大断面図である。
【図６１】外枠および内枠の連結構造の部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下「パチンコ機」と称す）の一実施の形
態について添付図面を参照して説明する。図１は、パチンコ機１の斜視図であり、図２は
、パチンコ機１を外枠１０と遊技機主部２０とに分解した状態を示すパチンコ機１の分解
斜視図である。なお、図１及び図２では、パチンコ機１の遊技領域ＰＥ内の構成の図示が
省略される。また、図１及び図２は、パチンコ機１（外枠１０及び遊技機主部２０）の前
面側が図示される。
【００１３】
　図１及び図２に示すように、パチンコ機１は、その外殻を形成する外枠１０と、この外
枠１０の前面側に取り付けられる遊技機主部２０とを備える。外枠１０は、４枚の板材（
上下に位置する上枠体１１及び下枠体１２並びにそれらを連結する左右の左枠体１３及び
右枠体１４）を四辺に連結することで、正面視矩形枠状に形成され、島設備の木枠に上枠
体１１及び下枠体１２を釘により打ち付けて、固定される。なお、本実施の形態では、上
枠体１１及び下枠体１２が木材から形成され、左枠体１３及び左枠体１４が金属製の押出
材から形成される。
【００１４】
　ここで、パチンコ機１は、図２に示すように、外枠１０と遊技機主部２０とが着脱可能
に連結され、外枠１０を島設備の木枠（図示せず）に残したまま、遊技機主部２０を取り
外すことができる。よって、パチンコ機１の入れ替え（例えば、古い機種を新しい機種と
する新台入れ替え）を行う際には、島設備の木枠に残された古い機種の外枠１０（即ち、
既に傾斜角度が調整された外枠１０）を利用して、新しい機種の遊技機主部２０を設置す
ることができる。その結果、パチンコ機１の傾斜角度の調整を不要として、その入れ替え
に要する工数を低減できる。
【００１５】
　また、外枠１０は、遊技機主部２０を開閉可能な状態で支持する（図３及び図４参照）
。図１に示すように、外枠１０に遊技機主部２０が連結され支持された状態では、外枠１
０の上枠体１１と左枠体１３との連結部分および下枠体１２と左枠体１３との連結部分に
より、遊技機主部２０が開閉可能に支持される。遊技機主部２０は、外枠１０に対し、パ
チンコ機１の正面視で、左側（図１左側）を回動基端側とすると共に右側（図１右側）を
回動先端側として、回動可能とされる。
【００１６】
　なお、外枠１０は、上枠体１１と左枠体１３との連結部分に配設される外枠側連結部材
１５と、下枠体１２の上面に配設される外枠側係合部材１６とを備える。これら外枠側連
結部材１５及び外枠側係合部材１６は、外枠１０と遊技機主部２０とを開閉可能かつ着脱
可能に連結する機構（連結構造）の一部をなす部材である。連結構造の詳細構成について
は、後述する。
【００１７】
　遊技機主部２０は、ベース体としての内枠３０（図３及び図４参照）と、その内枠３０
の前方に配置される前面扉４０と、内枠３０の後方（背面）に配置される裏パックユニッ
ト（図示せず）とを備える。なお、遊技機主部２０は、内枠３０が外枠１０に対して回動
可能に支持され、内枠３０には、前面扉４０が回動可能に支持される。
【００１８】
　この場合、前面扉４０は、内枠３０に対し、パチンコ機１の正面視で、左側（図１左側
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）を回動基端側とすると共に右側（図１右側）を回動先端側として、回動可能とされる。
また、裏パックユニットは、内枠３０に対し、パチンコ機１の正面視で、左側を回動基端
側とすると共に右側を回動先端側として、回動可能とされる。
【００１９】
　なお、これら前面扉４０及び裏パックユニットは、遊技機主部２０が外枠１０に連結さ
れた状態（図１参照）及び遊技機主部２０が外枠１０から取り外された状態（図２参照）
のいずれの状態においても、内枠３０に対して回動可能とされる。
【００２０】
　前面扉４０は、外形が外枠１０とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の枠体を主体として構
成され、内枠３０における前面側のほぼ全域を覆う。前面扉４０の枠体の中央部分には、
遊技領域ＰＥのほぼ全域を前方から視認することができるようにした略楕円状の窓部４１
が形成されており、その窓部４１は、ガラスパネル４２によって前面扉４０の背面側から
覆われる。
【００２１】
　前面扉４０における窓部４１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられる。例え
ば、窓部４１の縁部に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部４３が設けられる。電
飾部４３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点
滅が行われる。例えば、パチンコ機１の最上部には、所定のエラー時に点灯するエラー表
示ランプ部４３ａが設けられ、窓部４１の左右両側には、賞球払出中に点灯する賞球ラン
プ部４３ｂが設けられる。また、窓部４１の周囲には、遊技状態に応じた効果音などが出
力されるスピーカ部４４が複数設けられる。
【００２２】
　前面扉４０における窓部４１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部４５と下側膨出
部４６とが上下に並設される。上側膨出部４５の内側には上方に開口した上皿４５ａが、
下側膨出部４６の内側には上方に開口した下皿４６ａが、それぞれ設けられる。上皿４５
ａは、払出装置（図示せず）より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させなが
ら遊技球発射機構側（図示せず）へ導く機能を有する。また、下皿４６ａは、上皿４５ａ
内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００２３】
　なお、前面扉４０の背面には、通路形成ユニット（図示せず）が取り付けられる。通路
形成ユニットは、合成樹脂により成形され、その上側隅部には後方に突出し上方に開放さ
れた受口が形成される。受口には、上皿４５ａに通じる通路と、下皿４６ａに通じる通路
とが、それぞれ形成される。また、前面扉４０の前面には、下側膨出部４６の側方におい
て手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４７が設けられる。遊技球発射ハンド
ル４７が操作されることにより、遊技球発射機構から遊技球が発射される。
【００２４】
　次いで、図３及び図４を参照して、内枠３０について説明する。図３及び図４は、外枠
１０及び内枠３０の斜視図であり、外枠１０に対し内枠３０が開閉可能に連結され、かつ
、外枠１０に対し内枠３０が開放された状態が図示される。なお、図３及び図４では、前
面扉４０及び裏パックユニット等の図示が省略される。また、図３では、外枠１０の前面
側が図示されると共に内枠３０の背面側が図示され、図４では、外枠１０及び内枠３０の
両者において前面側が図示される。
【００２５】
　図３及び図４に示すように、内枠３０は、外形が外枠１０とほぼ同一形状をなす正面視
略矩形状の樹脂ベース３１を主体に構成される。樹脂ベース３１における回動基端側（外
枠１０に連結される側）には、上端部に主部側連結部材３２が、下端部に支持金具３３が
、それぞれ配設される。支持金具３３には、支持軸３４を介して、主部側被軸支部材３５
が回動可能に軸支される。
【００２６】
　なお、これら主部側連結部材３２及び主部側被軸支部材３５は、外枠１０と遊技機主部
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２０とを開閉可能かつ着脱可能に連結する機構（連結構造）の一部をなす部材である。即
ち、主部側連結部材３２は外枠１０の外枠側連結部材１５に、主部側被軸支部材３５は外
枠１０の外枠側係合部材１６に、それぞれ連結される。連結構造の詳細構成については、
後述する。
【００２７】
　ここで、前面扉４０の背面における回動基端側（内枠３０に連結される側）には、内枠
３０の主部側連結部材３２及び支持金具３３に対応して支持軸と軸穴とが形成される（い
ずれも図示せず）。内枠３０の主部側連結部材３２（カバー部材５０）には軸穴５２ａが
形成されると共に支持金具３３には支持軸３４が配設され、それら軸穴５２ａ及び支持軸
３４に前面扉４０の支持軸および軸穴がそれぞれ軸支されることで、内枠３０に対して前
面扉４０が回動可能に支持される。
【００２８】
　内枠３０の回動先端側（外枠１０に連結される側と反対側）には、長尺状の施錠装置Ｋ
Ｄが樹脂ベース３１の右枠体部分に沿って配設される。施錠装置ＫＤは、パチンコ機１の
前面側にキーの挿入孔が露出するシリンダ錠ＫＤａと、そのシリンダ錠ＫＤａのキー操作
に伴って変位動作される施錠動作部材とを備える。
【００２９】
　ここで、前面扉４０の背面における回動先端側には、内枠３０へ向けて延びる複数の係
合爪が配設されると共に、外枠１０の右枠体１４の内側面には、内枠３０側に開放する開
口を有する箱状の爪受け部材１７が複数配設される。一方、施錠装置ＫＤの施錠動作部材
は、前面扉４０の係合爪に係合可能な被係合部（図示せず）と、外枠１０の爪受け部材１
７に係合可能な係合爪ＫＤｂとを備える。
【００３０】
　外枠１０に対して遊技機主部２０を閉じた状態では（図１参照）、前面扉４０の係合爪
が、施錠装置ＫＤの施錠動作部材における被係合部に係合されると共に、施錠動作部材に
おける係合爪ＫＤｂが、外枠１０の爪受け部材１７に係合され、これにより、前面扉４０
が内枠３０に対して開放不能な状態で施錠されると共に、遊技機主部２０（内枠３０及び
前面扉４０）が外枠１０に対して開放不能な状態で施錠される。この場合、シリンダ錠Ｋ
Ｄａのキー操作により、前面扉４０を内枠３０に対して、或いは、遊技機主部２０（内枠
３０）を外枠１０に対して、それぞれ個別に解錠可能とされる。
【００３１】
　内枠３０の樹脂ベース３１における前面側には、図４に示すように、遊技盤収容部３８
が形成され、その遊技盤収容部３８に遊技盤がロック装置を介して着脱可能に収容される
。内枠３０の樹脂ベース３１における背面側には、図３に示すように、その回動基端側（
外枠１０に連結される側）に、軸受金具３９が取着され、その軸受金具３９により裏パッ
クユニットが回動可能に軸支される。
【００３２】
　また、内枠３０の樹脂ベース３１における背面側には、図３に示すように、その上端側
に棒状のハンドルｈｄが取着される。ハンドルｈｄは、樹脂ベース３１の背面側へ突出さ
れており、把持可能に形成される。よって、ハンドルｈｄを把持することで、内枠３０（
遊技機主部２０）の搬送を効率的に行うことができる。なお、外枠１０の上枠体１１には
、ハンドルｈｄを収納可能な凹部１１ａが凹設されると共に、その凹部１１ａに対応する
領域を覆う封止板１１ｂが上枠体１１の下面に配設される（図１及び図２参照）。
【００３３】
　次いで、図５から図２４を参照して、外枠１０と遊技機主部２０とを開閉可能かつ着脱
可能に連結するための連結構造について説明する。まず、図５及び図６を参照して、連結
構造の概略について説明する。
【００３４】
　図５は、外枠１０及び内枠３０の斜視図であり、外枠１０から内枠３０が取り外される
と共に連結構造の一部が分解された状態が図示される。図６は、内枠３０の斜視図であり
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、内枠３０に対して主部側被軸支部材３５が開かれた状態が図示される。なお、図５及び
図６では、前面扉４０及び裏パックユニット等の図示が省略される。また、図５では、外
枠１０及び内枠３０の前面側が図示され、図６では、内枠３０の背面側が図示される。
【００３５】
　連結構造は、外枠１０に配設される外枠側連結部材１５及び外枠側係合部材１６と、内
枠３０に配設される主部側連結部材３２及び主部側被軸支部材３５とを備え、外枠側連結
部材１５に主部側連結部材３２を、外枠側係合部材１６に主部側被係止部材３５を、それ
ぞれ連結（係合）させることで、外枠１０に内枠３０（遊技機主部２０、図２参照）が開
閉可能かつ着脱可能に連結される。
【００３６】
　よって、上述したように、外枠１０を島設備の木枠に傾斜角度を調整した上で取り付け
た後は、例えば、パチンコ機１の新台入れ替えを行う際、島設備の木枠に残された古い機
種の外枠１０を利用して、新しい機種の遊技機主部２０を設置することができる。その結
果、パチンコ機１の傾斜角度の調整を不要として、その新台入れ替えに要する工数を低減
できる。
【００３７】
　この場合、外枠１０に対して遊技機主部２０を組み付ける場合には、遊技機主部２０を
外枠１０の正面に配置し（図２参照）、その状態から遊技機主部２０を外枠１０へ向けて
真直ぐ直線方向へ押し込むことで、連結構造が連結状態となり、外枠１０に対して遊技機
主部２０を開閉可能に連結させることができる。また、外枠１０から遊技機主部２０を取
り外す場合には、連結構造を解除状態に設定した後、外枠１０から遊技機主部２０を真直
ぐ直線方向に引き抜くことができる。よって、外枠１０に対し遊技機主部２０を着脱（組
み付け及び取り外し）する際の作業性の向上を図ることができる。
【００３８】
　また、遊技機主部２０を新たな機種として設計する場合、内枠３０の支持金具３３と主
部側被軸支部材３５とを軸支する支持軸３４については、外枠１０（即ち、古い機種とし
ての外枠１０）との関係を考慮する必要がなく、その設計の自由度を高めることができる
。即ち、主部側連結部材３２は、外枠１０側の外枠側連結部材１５との間で回動可能な支
持構造を構成するので、外枠１０との関係を考慮する必要があり、その設計に制約が生じ
る。これに対し、本実施の形態では、主部側被軸支部材３５が、外枠１０側の外枠側係合
部材１６に対して連結（係合）可能な構造とされていれば足り、支持軸３４を、外枠１０
（外枠側係合部材１６）との関係で設計する必要がない。よって、設計の自由度を確保で
きる。その結果、例えば、支持軸３４近傍における前面扉４０の意匠性の向上を図ること
ができる。
【００３９】
　なお、主部側被軸支部材３５は、内枠３０の支持金具３３に対し支持軸３４を介して回
動可能に軸支されるため、かかる主部側被軸支部材３５を、図６に示すように、内枠３０
に対して相対回動させて、開いた状態とすることができる。即ち、内枠３０と主部側被軸
支部材３５との配置関係を、略く字状とすることができるので、内枠３０を単独で（即ち
、外枠１０から分離した状態であっても）自立させることができる。遊技機主部２０にお
いても同様に主部側被軸支部材３５を利用して自立させることができる。
【００４０】
　ここで、外枠１０に遊技機主部２０が連結された状態であれば（図１参照）、外枠１０
の下枠体１２の底面を利用して、パチンコ機１を自立させることが可能である。しかしな
がら、外枠１０から遊技機主部２０を分離した状態では（図２参照）、外枠１０は、同様
に自立させることが可能であるが、遊技機主部２０は、十分な面積を有する平坦面状の底
面を有さないため、自立させることができない。
【００４１】
　この場合、内枠３０を自立可能とするために、内枠３０の樹脂ベース３１の底面を平坦
面として形成する構造では、底面近傍が部分的に厚肉となり、樹脂ベース３１成形時の成
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形不良を招きやすい。また、平坦面を形成すると、その分、基板装置などの配設スペース
の減少を招く。
【００４２】
　これに対し、本実施の形態では、外枠１０に配設される外枠側係合部材１６との連結要
素として必要な構成（主部側被軸支部材３５）に、自立のための役割も兼用させることが
できる。よって、新たな部品の追加を不要として、部品コストの削減を図ることができる
。また、樹脂ベース３１の底面に平坦面を追加する必要もないので、その成形性を確保す
ることができる。
【００４３】
　次いで、連結構造を構成する各部の詳細構成について、図５及び図６を参照して、説明
する。図５に示すように、外枠側連結部材１５は、外枠１０の上枠体１１及び左枠体１３
の連結部分に配設され、内枠３０へ向けて突出して形成される。ここで、図７を参照して
、外枠側連結部材１５について説明する。
【００４４】
　図７（ａ）は、外枠側連結部材１５の上面図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）の矢印
ＶＩＩｂ方向視における外枠側連結部材１５の側面図である。
【００４５】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、外枠側連結部材１５は、上面板１５ａと、そ
の上面板１５ａと略垂直をなす側面板１５ｂと、上面板１５ａから水平に延設される延設
板１５ｃと、その延設板１５ｃの延設先端に固着される軸状の連結軸部１５ｄとを主に備
えて構成される。
【００４６】
　上面板１５ａ及び側面板１５ｂは、外枠１０の上枠体１１及び左枠体１３（図５参照）
にそれぞれ締結ねじにより締結固定される板状の部材であり、締結ねじを挿通させるため
の挿通孔がそれぞれ２箇所に穿設される。延設板１５ｃは、外枠１０への取り付け状態に
おいて、外枠１０の前面側（内枠３０側、図５参照）へ向けて延設され、連結軸部１５ｄ
は、延設板１５ｃの下面から下方へ向けて突設される。
【００４７】
　なお、連結軸部１５ｄは、内枠３０の支持軸３４（支持金具３３に主部側被軸支部材３
５を軸支する軸）と同軸上に配置される。また、外枠連結部材１５は、プレス加工により
、一枚の金属材料からなる板状体を所定の外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材を上
面板１５ａと側面板１５ｂとの間で折り曲げた後、延設板１５ｃに連結軸部１５ｄを圧入
固定して形成される。板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に挿通孔も穿設
される。
【００４８】
　本実施の形態では、外枠側連結部材１５が、上枠体１１と左枠体１３とを接続して外枠
１０を形成するための強度部材としての役割と共に、外枠１０に内枠３０を着脱可能かつ
開閉可能に連結するための連結構造の一部としての役割も兼用する。これにより、製品コ
ストの削減を図ることができる。
【００４９】
　図５及び図６に戻って説明する。図５及び図６に示すように、主部側連結部材３２は、
内枠３０の回動基端側（図５左側）における上端部に配設され、外枠１０と反対側（即ち
、前面扉４０側、図１参照）へ向けて突出する状態で、樹脂ベース３１に締結ねじにより
締結固定される。この主部側連結部材３２は、図５に示すように、カバー部材５０と、抜
け止め部材６０とから構成される。ここで、図８及び図９を参照して、主部側連結部材３
２を構成するカバー部材５０及び抜け止め部材６０について説明する。
【００５０】
　図８（ａ）は、カバー部材５０の上面図であり、図８（ｂ）は、図８（ａ）のＶＩＩＩ
ｂ－ＶＩＩＩｂ線におけるカバー部材５０の断面図であり、図８（ｃ）は、図８（ａ）の
矢印ＶＩＩＩｃ方向視におけるカバー部材５０の正面図である。なお、図８（ａ）から図
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８（ｃ）において、便宜上、図８（ｂ）のみに樹脂ベース３１が図示され、図８（ａ）及
び図８（ｃ）では樹脂ベース３１の図示が省略される。
【００５１】
　図８（ａ）から図８（ｃ）に示すように、カバー部材５０は、上面板５１と、その上面
板５１と所定間隔を隔てつつ対向配置される底面板５２と、それら上面板５１及び底面板
５２の縁部同士を接続する接続板５３とから構成される。
【００５２】
　上面板５１は、図８（ａ）に示す上面視において、接続板５３から離間する方向（図８
（ａ）下方）へ向かうに従って幅寸法（図８（ａ）左右方向寸法）が小さくなる台形形状
に形成される。また、上面板５１は、図８（ｂ）に示す側面視において、段差を有する階
段状に形成され、接続板５３側（台形形状の底辺側）となる部分である上面板基部５１ａ
に対し、接続板５３と反対側（台形形状の上辺側）となる部分である上面板先部５１ｂが
、一段高くされる。上面板先部５１ｂの下面側（図８（ｂ）下側）には、抜け止め部材６
０（図９参照）が配設される。
【００５３】
　上面板５１には、図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、直線状に延設される案内溝
５４と、その案内溝５４の途中から分岐すると共に案内溝５４と直交する方向へ直線状に
延設される分岐溝５５とが開口形成される。
【００５４】
　案内溝５４は、外枠１０と内枠３０とを連結する際に、外枠１０に配設される外枠側連
結部材１５の連結軸部１５ｄを受け入れると共に終端で軸支するための部位であり、その
案内溝５４の終端（図８（ａ）下端）は、受け入れた外枠側連結部材１５の連結軸部１５
ｄ（図７参照）を内枠３０に配設される支持軸３４（図５参照）と同軸上に軸支する位置
に設定される。また、案内溝５４の延設方向（直線方向）は、内枠３０の枠面に垂直な方
向とされる。
【００５５】
　底面板５２は、接続板５３から離間する方向（図８（ｃ）紙面手前側）へ向かうに従っ
て幅寸法（図８（ｃ）左右方向寸法）が小さくなる三角形状に形成され（図４参照）、そ
の先端側には、図８（ｂ）に示すように、前面扉４０の支持軸（図示せず）を軸支するた
めの軸穴５２ａが穿設される。また、接続板５３には、締結ねじを挿通するための挿通孔
が２ヶ所に穿設される。
【００５６】
　樹脂ベース３１には、その背面側（図８（ｂ）右側）と前面側（図８（ｂ）左側）とを
連通させる開口３１ａが貫通形成されており、その開口３１ａには、カバー部材５０の底
面板５２が挿通される。即ち、カバー部材５０は、図８（ｂ）に示すように、底面板５２
を開口３１ａに挿通させつつ、樹脂ベース３１の背面側から装着され、接続板５３の挿通
孔から挿通された締結ネジにより樹脂ベース３１に締結固定される。
【００５７】
　このカバー部材５０の樹脂ベース３１への装着状態では、図８（ｂ）に示すように、上
面板５１の上面板先部５１ｂ及び底面板５２の軸穴５２ａ形成部分が少なくとも樹脂ベー
ス３１の前面側（図８（ｂ）左側）に突出される。これにより、底面板５２の軸穴５２ａ
に、前面扉４０の支持軸（図示せず）が軸支可能となり、この軸支により、内枠３０に対
して前面扉４０が回動可能に支持される。
【００５８】
　このように、底面板５２の上面には、前面扉４０の部材（支持軸が配設される部材）が
配置されるため、抜け止め部材６０（図９参照）は、上面板５１の上面板先部５１ａの下
面側と前面扉４０の部材の上面側との対向面間に挟まれて、保持される。
【００５９】
　なお、カバー部材５１は、プレス加工により、一枚の金属材料からなる板状体を所定の
外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材を所定部位（上面板基部５１ａと上面板先部５
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１ｂとの間、上面板５１と接続板５３との間および底面板５２と接続板５３との間）で折
り曲げ形成される。なお、板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に上面板５
１への両溝５４，５５の開口および接続板５３への挿通孔の穿設も行われる。
【００６０】
　図９（ａ）は、抜け止め部材６０の上面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ
－ＩＸｂ線における抜け止め部材６０の断面図である。図９（ａ）及び図９（ｂ）に示す
ように、抜け止め部材６０は、上面側（図９（ａ）紙面手前側）が開放した箱状のケース
体６１と、そのケース体６１内に移動可能に配設されるスライド片６２と、そのスライド
片６２に付勢力を付与するコイルばね６３とを備えて構成される。
【００６１】
　ケース体６１は、案内通路６１ａと、軸出入口６１ｂと、規制溝６１ｃ、保持突起６１
ｄとを備える。案内溝６１ａは、スライド片６２を案内するための溝状の通路であり、ケ
ース体６１の底壁（図９（ａ）紙面奥側の板）の外周縁部に沿って立設される外壁および
内部に立設される内壁によって、直線状に延設される。
【００６２】
　なお、外壁および内壁の立設寸法（図９（ｂ）上下方向寸法）は、スライド片６２の高
さ寸法（図９（ｂ）上下方向寸法）よりも若干高くされる。また、ケース体６１は、図９
（ａ）に示す上面視形状が、カバー部材５０の上面板５１における上面板先部５１ｂ（図
８参照）と略同一の外形に形成される。
【００６３】
　よって、ケース部材５０に抜け止め部材６０が保持された状態（上面板先部５１ｂの下
面側にケース体６１の上面側（外壁および内壁の立設先端側）を当接させた状態）では、
スライド片６２が案内通路６１ａに沿って移動可能とされる。また、上面板先部５１ｂと
ケース体６１の底壁との間には、外枠側連結部材１５の連結軸部１５ｄ（図７参照）が、
カバー部材５０の案内溝５４に沿って移動する通過経路が形成される。なお、案内通路６
１ａは、連結軸部１５ｄの通過経路（即ち、案内溝５４、図８（ａ）参照）に対して垂直
な直線状に形成される。
【００６４】
　軸出入口６１ｂは、外枠側連結部材１５の連結軸部１５ｄを通過させるための開口であ
り、ケース体６１の外壁の一部（カバー部材５０の案内溝５４に対応する部分）に開口形
成される。これにより、外枠側連結部材１５の連結軸部１５ｄが、カバー部材５０の案内
溝５４に沿って移動可能とされる。
【００６５】
　規制溝６１ｃは、スライド片６２の案内通路６１ａに沿った移動位置を規制するための
溝であり、ケース体６１の底壁に案内通路６１ａに沿って直線状に延設される。この規制
溝６１ｃには、スライド片６２の底面から突設される規制突起６２ｃが挿通され、その規
制突起６２ｃが規制溝６１ｃの終端（図９（ｂ）左端）に達することで、スライド片６２
の前進移動を規制する。
【００６６】
　保持突起６１ｄは、ケース体６１の外壁の内周面から案内通路６１ａ内へ向けて（即ち
、スライド片６２の側面へ向けて）突設される半球状の突起として形成される。スライド
片６１ｄの側面には、保持突起６１ｄに対応する位置に半球状の凹部（図示せず）が形成
され、その凹部に保持突起６１ｄが嵌り込む位置までスライド片６２が後退移動されると
、スライド片６２がその位置で保持される。
【００６７】
　スライド片６２は、上面視菱形形状に形成され、案内通路６１ａ内に移動可能に配設さ
れる。スライド片６２の上面からは、円柱状の突起部６２ａが突設される。突起部６２ａ
は、カバー部材５０の分岐溝５５（図８（ａ）参照）内に操作可能に挿通される（図１０
参照）。よって、作業者は、分岐溝５５に挿通された突起部６２ａを操作することで、ス
ライド片６２を案内通路６１ａに沿って前進または後退させることができる。
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【００６８】
　コイルばね６３は、その圧縮方向をスライド片６２の移動方向に沿わせた状態で、案内
通路６１ａ内に配設される。スライド片６２は、このコイルばね６３と反対側となる部分
（即ち、連結軸部１５ｄ（図１０参照）の通過経路に突出する部分）に、傾斜した平坦面
として形成される傾斜面６２ｂを備える。
【００６９】
　傾斜面６２ｂは、軸出入口６１ｂから離間する方向（即ち、連結軸部１５ｄが案内溝５
４の終端へ向かって移動する方向、図９下方）へ向かうに従って、連結軸部１５ｄの通過
経路への突出量が多くなるように傾斜される。よって、連結軸部１５ｄの案内溝５４への
挿入時には、連結軸部１５ｄに傾斜面６２ｂが押圧されることで、スライド片６２が、コ
イルばね６３を圧縮変形させつつ、後退移動される。
【００７０】
　なお、スライド片６２は、規制突起６２ｃがケース体６１の規制溝６１ｃの終端に当接
することで、その前進移動が規制された状態（即ち、図９（ａ）及び図９（ｂ）に示す状
態）では、傾斜面６２ｂの縁部（図９（ａ）左側）が、軸出入口６１ｂの縁部（図９（ａ
）左側）に一致する。よって、軸出入口６１ｂから挿入された連結軸部１５ｄを傾斜面６
２ｂに確実に当接させることができる。
【００７１】
　また、このスライド片６２の前進移動が規制された状態では、コイルばね６３は、弾性
的に圧縮変形された状態で、ケース体６１の外壁とスライド片６２との間に配設される。
よって、連結軸部１５ｄが傾斜面６２ｂの押圧によりスライド片６２を後退移動させつつ
通過して、案内溝５４の終端まで達した後は、スライド片６２を確実に復帰（前進移動）
させ、連結軸部１５ｄの脱落を防止する。
【００７２】
　また、スライド片６２は、連結軸部１５ｄの通過時に傾斜面６２ｂが押圧され、後退移
動されるが、この連結軸部１５ｄの通過に伴う後退移動では、上述した保持突起６２ｄに
よる保持位置には達しない。即ち、スライド片６２を所定の後退位置で保持突起６２によ
り保持させるためには、作業者が突起部６２ａを操作してスライド片６２を後退移動させ
る必要がある。
【００７３】
　図５及び図６に戻って説明する。外枠１０に配設される外枠側連結部材１５と内枠３０
（遊技機主部２０）に配設された主部側連結部材３２との連結は、図５に示すように、外
枠１０の正面に内枠３０（遊技機主部２０）を対面配置し、その状態から、外枠１０へ向
けて内枠３０を真直ぐに押し込むことで行うことができる。ここで、図１０及び図１１を
参照して、外枠１０に配設される外枠側連結部材１５と内枠３０に配設される主部側連結
部材３２との間の連結動作について説明する。
【００７４】
　図１０（ａ）から図１０（ｃ）は、連結動作時における外枠側連結部材１５及び主部側
連結部材３２の上面図であり、図１０（ａ）は連結動作の開始時を、図１０（ｂ）は連結
動作の途中を、図１０（ｃ）は連結動作の終了時を、それぞれ示している。また、図１１
は、外枠側連結部材１５及び主部側連結部材３２の上面図であり、１０（ｃ）に示す連結
動作の終了後に外枠１０に対して遊技機主部２０を開放した状態を示している。なお、図
１０及び図１１では、図面を簡素化するために、主要な構成のみに符号を付している。
【００７５】
　図１０（ａ）に示すように、外枠１０の正面に遊技機主部２０が対面配置された状態か
ら、外枠１０へ向けて遊技機主部２０が押し込まれると、外枠側連結部材１５の連結軸部
１５ｄが、主部側連結部材３２の案内溝５４に沿って移動され、スライド片６２の傾斜面
６２ｂに当接される。遊技機主部２０が更に押し込まれると、連結軸部１５ｄは、図１０
（ｂ）に示すように、傾斜面６２ｂを押圧することで、スライド片６２を後退移動させつ
つ、案内溝５４を通過し、図１０（ｃ）に示すように、案内溝５４の終端に達し、外枠側
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連結部材１５及び主部側連結部材３２の連結動作が完了する。
【００７６】
　この場合、スライド片６２が、コイルばね６３の弾性回復力により初期位置へ復帰（前
進移動）されるので、連結軸部１５ｄの抜き取り（脱落）が防止される。即ち、外枠側連
結部材１５と主部側連結部材３２との連結が解除されることが防止される。
【００７７】
　ここで、上述したように、案内溝５４の延設方向（直線方向）は、内枠３０（遊技機主
部２０）の枠面に垂直な方向とされる。よって、外枠１０の正面に遊技機主部２０が対面
配置された状態では、主部側連結部材３２を外枠側連結部材１５に連結する方向を、外枠
１０の枠面に対して垂直な方向とすることができる。これにより、遊技機主部２０を外枠
１０に対し正面に配置した後は、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技
機主部２０を外枠１０に組み付けることができる。よって、遊技機主部２０を外枠１０に
組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【００７８】
　本実施の形態では、外枠１０に対して遊技機主部２０が閉じられた状態では、図１０（
ｃ）に示すように、外枠側連結部材１５によってスライド片６２の突起部６２ａが上面側
から覆い隠される。よって、スライド片６２の突起部６２の操作を困難として、スライド
片６２が遊技者などによって後退移動されることを抑制できる。その結果、外枠側連結部
材１５と主部側連結部材３２との間の連結が不正に解除されることを抑制できる。
【００７９】
　一方で、図１１に示すように、外枠１０に対して遊技機主部２０を開放した状態では、
スライド片６２の突起部６２ａは、外枠側連結部材１５によって上面側から覆い隠されず
、外部に露出された状態とすることができる。即ち、施錠装置ＫＤを開錠して、遊技機主
部２０を開放できる店員等は、突起部６２ａを操作することができ、その結果、外枠側連
結部材１５と主部側連結部材３２との間の連結の解除を行うことができる。
【００８０】
　ここで、図１１に示す状態において、スライド片６２の突起部６２ａを操作して、スラ
イド片６２を所定位置まで後退移動させると、かかるスライド片６２をケース体６１の保
持突起６１ｄによって保持することができる。即ち、スライド片６２による規制を解除し
て、連結軸部１５ｄを案内溝５４に沿って抜き取り可能な状態を形成し、かつ、その状態
を維持することができる。
【００８１】
　よって、例えば、スライド片６２が初期位置へ復帰することを防止するべく、突起部６
２ａを片方の手で保持しつつ、遊技機主部２０を外枠１０から取り外すという煩雑な作業
を行う必要がない。具体的には、スライド片６２を保持突起６１ｄにより保持させた後は
、遊技機主部２０を閉じれば、外枠側連結部材１５と主部側連結部材との連結が解除可能
な状態となっているので、外枠１０に対して遊技機主部２０を取り付け時とは反対となる
方向へ引き抜くことで、遊技機主部２０を外枠１０から取り外すことができる。
【００８２】
　なお、外枠側連結部材１５と主部側連結部材３２との連結時には、連結軸部１５ｄがス
ライド片６２の傾斜面６２ｂを押圧することで、スライド片６２を後退移動させるが、こ
の後退移動によっては、上述したように、スライド片６２は、保持突起６１ｄにより保持
される位置には達しない。よって、コイルばね６３の弾性回復力により、スライド片６２
を確実に初期位置へ復帰（前進移動）させることができる。
【００８３】
　図５及び図６に戻って説明する。図５に示すように、外枠側係合部材１６は、外枠１０
の下枠体１２上に配設され、その上面から突出部材７６が出没する。外枠１０に遊技機主
部２０が取り付けられると、外枠側係合部材１６の上面に、遊技機主部２０側の主部側被
軸支部材３５が配置され、その主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａに外枠側係合部材１
６の突出部材７６が挿通されることで、両者が係合される（図２２参照）。
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【００８４】
　外枠側係合部材１６は、箱状に形成される複数（本実施の形態では５個）の係合装置７
０と、それら係合装置７０の群の周囲を覆うように配設され外枠側係合部材１６の外壁を
形成する外壁形成部材８０とを備える。各係合装置７０は、外枠１０（下枠体１２）の左
右方向に沿って等間隔に直線状に並設される。ここで、図１２から図１７を参照して、外
枠側係合部材１６について説明する。
【００８５】
　図１２（ａ）は、外枠側係合装置１６及び主部側被軸支部材３５の断面斜視図であり、
図１２（ｂ）は、図１２（ａ）の矢印ＸＩＩｂ方向視における外枠側係合装置１６及び主
部側被軸支部材３５の断面図である。
【００８６】
　なお、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）では、遊技機主部２０の図示を省略し、主部側被
軸支部材３５を単独で図示する。この場合、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、外枠１０
の正面に対向配置された遊技機主部２０を、外枠１０へ向けて押し込み、組み付け作業を
行う直前の状態に対応する。
【００８７】
　また、図１２ａ（ａ）及び図１２（ｂ）は、ケース体７１Ｒの側面であって、ケース体
７１Ｌとの合わせ面となる側面が図示される。この場合、理解を容易とするために、ケー
ス体７１Ｒの側面（合わせ面）にハッチングを付して図示する。このハッチングの付与は
、図１３（ｂ）及び図２０から図２２において同様である。
【００８８】
　図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示すように、係合装置７０は、箱状体を形成するケー
ス体７１Ｒ，７１Ｌと、そのケース体７１Ｒ，７１Ｌにより形成される箱状体の内部空間
に収納されると共に先端を外壁形成部材８０の上面から出没可能とされる突出部材７６と
、その突出部材７６を突出方向へ向けて付勢するコイルばね７７と、突出部材７６の没入
方向への移動を規制する規制板７８とを主に備える。
【００８９】
　ここで、図１３を参照して、ケース体７１Ｒ，７１Ｌについて説明する。図１３（ａ）
は、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの背面図であり、図１３（ｂ）は、ケース体７１Ｒの側面図
である。なお、図１３（ａ）では、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの組み立て状態が図示される
。また、図１３（ｂ）では、ケース体７１Ｒの側面であって、ケース体７１Ｌとの合わせ
面となる側面がハッチングを付して図示される。
【００９０】
　図１３（ａ）及び図１３（ｂ）に示すように、ケース体７１Ｒ，７１Ｌは、合わせ面側
が開放する容器状に形成され、互いの合わせ面同士を当接させることで、内部空間を有す
る箱状体を形成する。なお、ケース体７１Ｒ，７１Ｌは、合わせ面を対称面とする対称形
状に形成されるので、ここでは、ケース体７１Ｒについて説明し、ケース体７１Ｌについ
ての説明は省略する。
【００９１】
　ケース体７１Ｒは、箱状体の前面を形成する前壁（図１３（ｂ）左側）と、その前壁に
対向配置され箱状体の背面を形成する後壁（図１３（ｂ）右側）と、それら前壁および後
壁を連結し箱状体の上面および底面を形成する上壁（図１３（ｂ）上側）及び底壁７４と
、箱状体の側面を形成する側壁（図１３（ｂ）紙面奥側）と、内部空間を上下に区画する
第１区画壁７３ａ及び第２区画壁７３ｂと、内部空間を前後に区画する縦壁７３ｃとを備
え、これら各壁が樹脂材料から一体に形成される。なお、これら各壁の板厚は、それぞれ
略同一の寸法に設定される。
【００９２】
　前壁および後壁には、膨出部７２がそれぞれ突設され、その膨出部７２には、締結ボル
トＢ１を挿通するための挿通孔７２ａが穿設される。よって、図１３（ａ）に示すように
、挿通孔７２ａに挿通した締結ボルトＢ１を、ナットＮ１を螺合することで、ケース体７
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１Ｒ，７１Ｌを強固に一体化することができる。
【００９３】
　第１区画壁７３ａ及び第２区画壁７３ｂは、前壁、後壁および側壁を連結しつつ、上壁
および底壁７４の間に水平姿勢で配置される板状体であり、内部空間を上下に３つの空間
に区画する。縦壁７３ｃは、上壁、底壁７４及び側壁を連結しつつ、前壁および後壁の間
に縦姿勢で配置される板状体であり、内部空間を前後に２つの空間に区画する。
【００９４】
　上壁、第1区画壁７３ａ及び第２区画壁７３ｂには、保持部ｈ１，ｈ２，ｈ３がそれぞ
れ形成される。保持部ｈ１，ｈ２，ｈ３は、突出部材７６（図１２参照）を軸方向へ移動
可能に保持するために上壁等に凹設された部位であり、同軸上に配置される。これらケー
ス体７１Ｒの保持部ｈ１，ｈ２，ｈ３は、突出部材７６を保持する際の軸方向視において
半円形状に形成され、これらと同様に半円形状に形成されるケース体７１Ｒの保持部ｈ１
，ｈ２，ｈ３（図示せず）と向かい合わせに配置されることで、円形を形成する。
【００９５】
　なお、保持部ｈ１，ｈ２により形成される円形の内径は、突出部材７６の本体部７６ａ
における大径部の外径よりも若干大きくされ、かつ、張出部７６ｂ及び環状板７６ｃの外
径よりも小さくされる。また、保持部ｈ３により形成される円形の内径は、突出部材７６
の本体部７６ａにおける小径部の外径よりも若干大きくされ、かつ、コイルばね７７の外
径よりも小さくされる（図１４参照）。
【００９６】
　前壁、縦壁７３ｃ及び後壁には、上壁と第１区画壁７３ａとの間に位置する部分に、受
入部ｍ１，ｍ２，ｍ３がそれぞれ形成される。受入部ｍ１，ｍ２，ｍ３は、規制板７８（
図１２参照）を前後（図１３（ｂ）左右方向）へ移動させる通路を形成すると共に前方へ
押し込まれた規制板７８を収容する空間を形成するために前壁等に凹設された部位である
。これらケース体７１Ｒの受入部ｍ１，ｍ２，ｍ３は、ケース体７１Ｒの受入部ｍ１，ｍ
２，ｍ３（図示せず）と向かい合わせに配置されることで、図１３（ａ）に示すように、
規制板７８の外形に対応する横長の矩形形状を形成する。
【００９７】
　底壁７４は、後壁に連設される後側底壁７４ａと、前壁に連設される前側底壁７４ｂと
、それら両底壁７４ａ，７４ｂの間を連結する段差部とを備え、前側底壁７４ｂが後側底
壁７４ａよりも一段高くなるように形成される。よって、係合装置７０を外枠１０の下枠
体１２に設置した状態では、後側底壁７４ａが下枠体１２に当接され、前側底壁７４ｂと
下枠体１２との間には所定の隙間が形成される（図１２参照）。
【００９８】
　よって、係合装置７０の群に外壁形成部材８０を装着して、外枠側係合装置１６を構成
する場合には、係合装置７０（ケース体７１Ｒ，７１Ｌ）の前側底壁７４ｂと下枠体１２
との間の隙間に、外壁形成部材８０の底面板８２を挿入することができる（図１２参照）
。これにより、例えば、締結ねじによる締結固定を行わなくても、外壁形成部材８０の上
方への移動を規制することができる。
【００９９】
　この場合、前側底壁７４ｂと前壁との間を連結する部部は、前側底壁７４ｂから前壁へ
向けて上昇傾斜して形成される。よって、前側底壁７４ｂと下枠体１２との間の隙間を大
きくすると共に、傾斜部分を案内面として利用できるので、外壁形成部材８０の底面板８
２を隙間へ挿入する作業を効率的に行わせることができる。
【０１００】
　なお、前側底壁７４ｂと上壁とを連結する位置に、縦壁７３ｃを設けることで、ケース
体７１Ｒ，７１Ｌの剛性を確保することができるだけでなく、係合装置７０の上面側（ケ
ース体７１Ｒ，７１Ｌの上壁側）に載置された遊技機主部２０の重量を、縦壁７３ｃを利
用して、前側底壁７４ｂへ効率的に伝達することができる。即ち、前側底壁７４ｂと外壁
形成部材８０の底面板８２との間、或いは、外壁形成部材８０の底面板８２と下外枠１２
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との間に多少の隙間があっても、これらを密着させ、遊技機主部２０の重量を、前側底壁
７４ｂ側においても、効果的に支えることができる。
【０１０１】
　側壁の外面には、座面部７５が外方へ向けて張り出して形成される。座面部７５は、そ
の底面を後側底壁７４ｂの底面と面一とする板状体に形成され、その板状体には、締結ね
じＢ２を挿通するための挿通孔が穿設される。よって、座面部７５の挿通孔に挿通した締
結ねじＢ２を下枠体１２に締結することで、ケース体７１Ｒ，７１Ｌが下枠体１２に締結
固定される。
【０１０２】
　次いで、図１４を参照して、突出部材７６及びコイルばね７７について説明する。図１
４は、突出部材７６及びコイルばね７７の正面図である。なお、図１４では、環状板７６
ｃを断面視して図示する。
【０１０３】
　突出部材１４は、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの内部空間に移動可能に収納される部材であ
り、大径部およびその大径部よりも小径の小径部を有し軸状に形成される軸本体７６ａと
、その軸本体７６ａの大径部から径方向外方へ向けてフランジ状に張り出す張出部７６ｂ
と、環状の円板として形成される環状板７６ｃとを備える。
【０１０４】
　本体部７６ａは、その先端に半球形状の先端部７６ａ１を備える。張出部７６ｂは、そ
の下面（図１４下側面）と側面との接続部分が円弧状に湾曲して形成される。これにより
、規制板７８の操作時には、その規制板７８の傾斜上面７８ｂ及び後端上面７８ｃに沿っ
て張出部７６ｂを滑らかに移動させ、突出部材７６の出没動作を確実に行うことができる
（図２０から図２２参照）。
【０１０５】
　環状板７６ｃの中央には、円形の穴が開口される。その穴の内径は、本体部７６ａの小
径部の外径よりも大径で、かつ、本体部７６ａの大径部の外径よりも小径とされる。よっ
て、環状板７６ｃの中央の穴に、本体部７６ａの小径部が挿通されると、環状板７６ｃは
、本体部７６ａの大径部と小径部との間の段差により係止される。
【０１０６】
　コイルばね７７は、その内径が本体部７６ａの小径部よりも大径で、かつ、その外径が
環状板７６ｃの外径よりも小径とされる。よって、コイルばね７７に本体部７６ａの小径
部が挿通されると、そのコイルばね７７の端面が環状板７６ｃの板面に当接される。
【０１０７】
　次いで、図１５を参照して、規制板７８について説明する。図１５（ａ）は、規制板７
８の上面図であり、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のＸＶｂ－ＸＶｂ線における規制板７
８の断面図である。
【０１０８】
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）に示すように、規制板７８は、樹脂材料から上面視矩形
の板状に形成される。この規制板７８には、水平な底面（図１５（ｂ）下側面）に対し、
その底面と平行に形成される先端上面７８ｂ及び後端上面７８ｃと、先端上面７８ａから
後端上面７８ｃへ向けて上昇傾斜する傾斜上面７８ｂとが形成される。
【０１０９】
　これら各上面７８ａ，７８ｂ，７８ｃは、図１５（ａ）に示すように、矩形状の領域と
して形成される。また、規制板７８の板厚（図１５（ｂ）上下方向寸法）は、先端上面７
８ａが形成される部分において最小とされ、後端上面７８ｃが形成される部分において最
大とされる。また、傾斜上面７８ｂが形成される部分の板厚は、その傾斜に沿って徐々に
変化される。
【０１１０】
　なお、規制板７８の先端上面７８ａが形成される部分の板厚は、ケース体７１Ｒの受入
部ｍ３の高さと同等か若干小さくされ、規制板７８の傾斜上面７８ｂが形成される部分の
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板厚は、ケース体７１Ｒの受入部ｍ２の高さと同等か若干小さくされ、規制板７８の後端
上面７８ｃが形成される部分の板厚は、ケース体７１Ｒの受入部ｍ１の高さと同等か若干
小さくされる（図１３（ｂ）参照）。よって、規制板７８が前方へ最も押し込まれた状態
では、規制板７８の各部が受入部ｍ１，ｍ２，ｍ３内にそれぞれ収容される（図２２参照
）。
【０１１１】
　傾斜上面７８ｂは、後端上面７８ｃに対し、図１５（ｂ）に示すように、直接接続され
るのに対し、先端上面７８ａに対しては、底面に垂直な段差面を介して、接続される。こ
こで、コイルばね７７の付勢により、突出部材７６が初期位置（規制板７８による規制前
の状態、図２１参照）に配置された状態では、ケース体７１Ｒの第１区画壁７３ａと突出
部材７６の張出部７６ｂとの間の間隔は、規制板７８における傾斜上面７８ｂが形成され
る部分の板厚よりも大きくされる。よって、傾斜上面７８ｂが先端上面７８ａに直接接続
される位置まで延設されていなくても、規制板７８を押し込み、その傾斜上面７８ｂを突
出部材７６の張出部７６ｂの下面に侵入させる動作（図２１から図２２の状態へ遷移させ
る際の動作）を円滑に行うことができる。
【０１１２】
　従って、本実施の形態における規制板７８によれば、傾斜上面７８ｂが先端上面７８ａ
に直接接続される位置まで延設される場合と比較して、その長さ寸法（図１５（ｂ）左右
方向寸法）の短縮を図ることができ、その結果、部品コストの削減を図ることができる。
また、このように、規制板７８の長さ寸法の短縮を図りつつ、傾斜上面７８ｂの傾斜角度
は緩やかとできるので、傾斜上面７８ｂで突出部材７６を上方へ押し上げつつ、規制板７
８を前方へ押し込む動作を円滑に行うことができる。
【０１１３】
　規制板７８は、その板厚方向に貫通される上面視矩形形状の貫通孔７８ｄを備える。貫
通孔７８ｄには、突出部材７６の本体部７６ａにおける大径部が挿通される（図１２参照
）。よって、貫通孔７８ｄの幅寸法（図１５（ａ）上下寸法）は、突出部材７６の本体部
７６ａにおける大径部の直径よりも若干大きくされる。
【０１１４】
　また、貫通孔７８ｃは、その幅寸法（図１５（ａ）上下寸法）が、突出部材７６の張出
部７６ｂの外径よりも小さくされると共に、先端上面７８ａから後端上面７８ｃにわたっ
て形成さされる。これにより、突出部材７６の張出部７６ｂに少なくとも傾斜上面７８ｂ
及び後端上面７８ｃを当接させることが可能とされる（図２２参照）。また、突出部材７
６の張出部７６ｂを傾斜上面７８ｂから離間させ、先端上面７８ａに対向させることが可
能とされる（図２０参照）。
【０１１５】
　ここで、規制板７８は、貫通孔７８ｃにより形成される空間が閉じた空間として形成さ
れるので、係合装置７０の組み立て状態においては（図１２参照）、かかる貫通孔７８ｃ
に突出部材７６が挿通されることで、規制板７８が抜き取り不可能とされる。よって、例
えば、パチンコ機１の搬送中に規制板７８が脱落することや、島設備への設置後に作業者
が不用意に抜き取って紛失することを抑制できる。
【０１１６】
　図１２に戻って、係合装置７０の組み立て方法について説明する。まず、突出部材７６
の本体部７６ａを、規制部材７８の貫通孔７８ｄに挿通した後、本体部７６ａの小径部に
環状板７６ｃ及びコイルばね７７を挿通する。即ち、本体部７６ａの張出部７６ｂと環状
板７６ｃとの間に規制板７８を挟んだ状態を形成する。以下、この状態の突出部材７６及
び規制板７８を「第1組立部品」と称す。
【０１１７】
　次いで、ケース体７１Ｒへ第1組立部品を合わせ面側から装着する。即ち、図１２に示
すように、ケース体７１Ｒの保持部ｈ１～ｈ３及び受入部ｍ１～ｍ３に、第1組立部品を
嵌め込む。この場合、ケース体７１Ｒの上壁と第１区画壁７３ａとの間に、突出部材７６
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の張出部７６ｂを配置すると共に、ケース体７１Ｒの第１区画壁７３ａと第２区画壁７３
ｂとの間に、環状板７６ｃ及びコイルばね７７を配置する。なお、規制板７８は、ケース
体７１Ｒの受入部ｍ１～ｍ３の内、少なくとも受入部ｍ３に嵌め込まれていれば良い。
【０１１８】
　ケース体７１Ｒに第１組立部品を装着した後は、そのケース体７１Ｒに対し、ケース体
７１Ｌを、向かい合わせで（即ち、合わせ面同士を）結合し、膨出部７２の挿通孔７２ａ
に挿通した締結ねじＢ１にナットＮ１を螺合する。これにより、突出部材７６及び規制板
７８が収容された状態で、ケース体７１Ｒ，７１Ｌが一体化され、係合装置７０の組み立
てが完了する。
【０１１９】
　外壁形成部材８０は、係合装置７０の群に前面側から装着され、係合装置７０の群の周
囲に外壁を形成するための部材であり、一面側が開放された箱状に形成される。ここで、
図１６及び図１７を参照して、外壁形成部材８０について説明する。
【０１２０】
　図１６（ａ）は、外壁形成部材８０の上面図であり、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）の
矢印ＸＶＩｂ方向視における外壁形成部材８０の正面図である。また、図１７（ａ）は、
図１６（ｂ）のＸＶＩＩａ－ＸＶＩＩａ線における外壁形成部材８０の断面図であり、図
１７（ｂ）は、図１６（ｂ）の矢印ＸＶＩＩｂ方向視における外壁形成部材８０の側面図
である。
【０１２１】
　図１６及び図１７に示すように、外壁形成部材８０は、上面板８１と、その上面板８１
に対し所定間隔を隔てつつ対向配置される底面板８２と、それら上面板８１及び底面板８
２を連結する連結正面板８３と、連結正面板８３の長手方向両端に形成され対向配置され
る一対の側面板８４とを備える。
【０１２２】
　即ち、外壁形成部材８０は、連結正面板８３が正面視矩形形状に形成され、その矩形形
状（連結正面板８３）の上辺および下辺から上面板８１及び底面板８２が、左右の両辺か
ら一対の側面板８４が、それぞれ同方向（図１７（ａ）右方向）へ向けて延設される。こ
れにより、外壁形成部材８０は、一面側（連結正面板８３と反対側、図１７（ａ）右側）
が開放する箱状に形成される。なお、上面板８１と側面板８４との間、及び、底面板８２
と側面板８４との間には、所定の隙間が形成される。
【０１２３】
　上面板８１には、複数（本実施の形態では４個、図５参照）の折り返し片８１ａが形成
される。折り返し片８１ａは、上面板８１の延設先端側（連結正面板８３と反対側）の縁
部から突設される上面視矩形状の小片を、上面板８１の上面側（図１７（ａ）上側）へ折
り返して形成される。折り返し片８１ａと上面板８１との間の対向面間隔は、主部側被軸
支部材３５の挿入爪３６ｃの板厚と同等か若干大きな寸法に設定される。
【０１２４】
　なお、折り返し片８１ａの折り返し先端は、図１７（ａ）に示すように、上面板８１に
対向する側（図１７（ａ）下側）の面が折り返し先端へ向けて上昇傾斜して形成される。
よって、折り返し片８１ａと上面板８１との間の対向面間隔が、折り返し片８１ａの折り
返し先端側（図１７（ａ）左側）ほど広くされるので、主部側被軸支部材３５の挿入３６
ｃ１を対向面間へ挿入する際には、その挿入動作を円滑に行わせることができる（図２３
及び図２４参照）。
【０１２５】
　上面板８１には、複数個所（本実施の形態では５ヶ所、図５参照）に出没穴８１ｂが穿
設される。出没穴８１ｂは、係合装置７０の突出部材７６が出没可能に挿通される円形の
穴であり、複数の係合装置７０に対応する位置にそれぞれ設けられる。また、出没穴８１
ｂの内径は、突出部材７６の本体部７６ａ（大径部）における外径よりも若干大きくされ
る（図１２参照）。
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【０１２６】
　なお、外壁形成部材８０は、プレス加工により、一枚の金属材料からなる板状体を所定
の外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材の所定部位（連結正面板８３に対して上面板
８１、底面板８２および側面板８４が連結される部位、並びに、折り返し片８１ａ）を折
り曲げて、形成される。板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に出没穴８１
ｂも穿設される。
【０１２７】
　図１２に戻って説明する。外壁形成部材８０は、その開放面側（連結正面板８３と反対
側）を、外枠１０の下枠体１２に締結固定された係合装置７０の群の正面側（遊技機主部
２０側、図１２左側）に対向配置した状態から、そのまま係合装置７０へ向けて真直ぐに
（水平に）押し込むことで、係合装置７０の群に装着される。これにより、係合装置７０
の群の周囲が外壁形成部材８０により取り囲まれる。
【０１２８】
　即ち、係合装置７０の群の上面側には外壁形成部材８０の上面壁８１が、係合装置７０
の群の正面側には外壁形成装置８０の連結正面板８３が、係合装置７０の群の左右両側に
は外壁形成装置８０の一対の側面板８４が、それぞれ対向配置される。その結果、係合装
置７０が外壁形成部材８０の内部空間に収納された状態となり、各係合装置７０への外部
からのアクセスを困難とできる。
【０１２９】
　なお、外壁形成部材８０の一対の側面板８４は、その延設先端（連結正面板８３と反対
側の縁部）が、側面視において（図１２（ｂ）参照）、外枠１０の左枠体１３及び右枠体
１４と重なる位置まで延設される。よって、外壁形成部材８０の左右の側面板８４と外枠
１０の左枠体１３及び右枠体１４との間からの係合装置７０へのアクセスをより困難とで
きる。
【０１３０】
　また、各係合装置７０の底壁７４（前側外壁７４ｂ）と外枠１０の下枠体１２との対向
面間には、外壁形成部材８０の底面板８２が挿入され、隙間が閉封される。また、その外
壁形成部材８０の底面板８２は、外枠１０の下枠体１２に沿って左右方向に連続する。即
ち、隣接する係合装置７０同士の間においても、外壁形成部材８０の底面板８２が外枠１
０の下枠体１２の上面に当接される。これにより、外枠１０の下枠体１２と外枠形成部材
８０の底面壁８２との間からの各係合装置７０へのアクセスを困難とできる。
【０１３１】
　一方で、外壁形成部材８０は一面側（連結正面壁８３と反対側、図１２（ｂ）右側）が
開放された形状に形成されるので、係合装置７０の群の背面側を露出させることができる
。よって、外枠１０に対し遊技機主部２０を開放した状態においては（図３及び図４参照
）、係合装置７０の背面側に突出する規制板７８へのアクセスを容易とできる。よって、
作業者が規制板７８の押し込み操作または引き抜き操作をする際の作業性の向上を図るこ
とができる。
【０１３２】
　ここで、外壁形成部材８０が係合装置７０の群に装着されると、係合装置７０の突出部
材７６の先端が、外壁形成部材８０の上面板８１の出没穴８１ｂに挿通され、その外壁形
成部材８０の上面板８１から突出した状態となる。よって、外壁形成部材８０の引き抜き
方向（装着時の押し込み方向と反対方向、図１２（ｂ）左方向）への移動を、突出部材７
６と上面板８１の出没穴８１ｂとの係合により、規制することができる。また、外壁形成
部材８０の上方向（図１２（ｂ）上方向）への移動は、外枠１０の下枠体１２と係合装置
７０の底壁７４（前側底壁７４ｂ）との間に外壁形成部材８０の底面壁８２が挟持されて
いることで、規制することができる。
【０１３３】
　このように、外壁形成部材８０は、係合装置７０へ対して一方向へ押し込むだけで、係
合装置７０へ簡易に装着できるので、その分、組み立て工数を低減できる。また、締結ね
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じ等を用いて両者を固定する必要がなく、遊技機主部２０（主部側被軸支部材３５）との
連結のための機能を利用（兼用）して、外壁形成部材８０を係合装置７０に固定するので
、その分、部品点数の低減を図ることができる。一方で、このように、簡易な装着を可能
としつつ、両者７０，８０を強固に連結できるので、外壁形成部材８０が係合装置７０か
ら不正に取り外されることを抑制できる。
【０１３４】
　外枠側係合部材１６は、図１２に示すように、係合装置７０に外壁形成部材８０が装着
されることで、その上面側（図１２（ａ）及び図１２（ｂ）上側）に、遊技機主部２０の
主部側被軸支部材３５と係合するための構造（外壁形成部材８０の上面壁８１から出没す
る突出部材７６、上面壁８１の折り返し片８１ａなど）が形成される。ここで、図１８及
び図１９を参照して、主部側被軸支部材３５について説明する。
【０１３５】
　図１８（ａ）は、主部側被軸支部材３５の上面図であり、図１８（ｂ）は、図１８（ａ
）の矢印ＸＶＩＩＩｂ方向視における主部側被軸支部材３５の正面図である。また、図１
９は、図１８（ｂ）のＸＩＸ－ＸＩＸ線における主部側被軸支部材３５の断面図である。
なお、図１８（ａ）では、挿通爪３６ｃの近傍を部分的に断面視して図示する。
【０１３６】
　図１８及び図１９に示すように、主部側被軸支部材３５は、長尺板状の本体板３６と、
その本体板３６の長手方向（図１８（ａ）左右方向）に沿って本体板３６の縁部から立設
されると共にその立設先端部分を本体板３６側へ平行に折り返して断面逆Ｌ字状に形成さ
れる立設板３７とを備える。
【０１３７】
　主部側被軸支部材３５は、立設板３７が本体板３６の上面側（図１９上側）へ向けて立
設される（即ち、主部側被軸支部材３５の一方の縁部が、本体板３６の上面側へ向けて折
り返されて形成される）ので、主部側被軸支部材３５（本体板３６）の底面を平坦面形状
とすることができる。よって、その接地面積を確保できるので、主部側被軸支部材３５を
開放した状態（く字状に配置）して、遊技機主部２０（内枠３０）を自立させる際には（
図６参照）、その自立を安定化させることができる。
【０１３８】
　また、主部側被軸支部材３５が板状体から長尺形状に形成される場合であっても、かか
る主部側被軸支部材３５に立設板３７を設けることで、その分、曲げ剛性を高めることが
できる。よって、主部側被軸支部材３５を遊技機主部２０（内枠３０）に対して開いた状
態として、その主部側被軸支部材３５を利用することで、遊技機主部２０を自立させる場
合に、遊技機主部２０を強固に支持することができる。よって、この点からも、遊技機主
部２０の自立を安定化させることができる。
【０１３９】
　一方で、主部側被軸支部材３５の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材３
５に他の主部側被軸支部材３５を重ねて、複数の遊技機主部２０を自立させる（即ち、図
６に示す状態で遊技機主部２０（内枠３０）を複数自立させる）際に、１の主部側被軸支
部材３５の折り返された縁部に他の主部側被軸支部材３５が乗り上げることで、乗り上げ
た方の遊技機主部２０が傾斜して、その自立が不安定となる。
【０１４０】
　これに対し、本実施の形態では、主部側被軸支部材３５は、遊技機主部２０（内枠３０
）を自立させた状態において、遊技機主部２０側に位置する側の縁部が平板形状に形成さ
れる。即ち、平板形状の本体板３６には、遊技機主部２０と反対側となる縁部のみ立設板
３７が形成される（図６参照）。よって、折り返されて形成される縁部（立設板３７）を
避け、反対側の縁部の上（即ち、本体板３６の上）に他の主部側被軸支部材３５を順に重
ねていくことができる。よって、遊技機主部２０の傾斜を抑制して、安定的に自立させる
ことができる。
【０１４１】



(21) JP 2019-188241 A 2019.10.31

10

20

30

40

50

　ここで、立設板３７は、主部側被軸支部材３５の長手方向の全域にわたって（即ち、本
体板３６の長手方向一端側から他端側までの範囲にわたって）形成される。よって、主部
側被軸支部材３５の剛性を長手方向全体にわたって均一に向上させることができる。即ち
、立設板３７と反対側の縁部を折り曲げて、主部側被軸支部材３５の剛性を高める構造を
採用した場合、支持軸３４の近傍では、支持金具３３が上面側に移動可能に載置されるこ
とに起因して、縁部を折り曲げることができない。そのため、支持軸３４近傍のみに、剛
性の弱い箇所が部分的に形成されてしまう。
【０１４２】
　本体板３６には、複数個所（本実施の形態では５ヶ所、図５参照）に受入穴３６ａが穿
設される。受入穴３６ａは、外枠側係合部材１６（係合装置７０）の突出部材７６を受け
入れるための円形の穴であり、複数の係合装置７０に対応する位置にそれぞれ設けられる
。受入穴３６ａの内径は、突出部材７６の本体部７６ａ（大径部）における外径よりも若
干大きくされる（図１２参照）。
【０１４３】
　なお、受入穴３６ａは、外枠側係合部材１６の長手方向（図１８（ａ）左右方向）を長
径方向とする長穴形状に形成されていても良い。この場合には、外枠１０に対して遊技機
主部２０を組み付ける際に、受入穴３６ａの長径方向の長さを利用して、突出部材７６の
先端を受入穴３６ａに受け入れ易くすることができる。よって、外枠側係合部材１６に対
する主部側被軸支部材３５の配置ずれや部材の寸法公差が存在する場合でも、外枠１０に
対する遊技機主部２０の組み付け作業の効率化を図ることができる。一方で、受入穴３６
は、その短径方向（図１８（ａ）上下方向）を、外枠１０から遊技機主部２０を抜き取る
方向に向けるため、その方向においては、突出部材７６を受入穴３６ａにがたつきを少な
くした状態で受け入れることができる。
【０１４４】
　本体板３６及び立設板３７には、複数箇所（本実施の形態では４箇所、図５参照）に開
口部３６ｂが開口形成される。開口部３６ｂは、外枠側係合装置１６の外壁形成部材８０
における折り返し片８１ａを受け入れるための開口であり、図１８（ｂ）に示すように、
立設板３７に正面視矩形形状に形成される開口部分の幅寸法（図１８（ｂ）左右方向寸法
）が、外枠形成部材８０の折り返し片８１ａの幅寸法（図１６（ａ）左右方向寸法）より
も若干大きく形成される。
【０１４５】
　開口部３６ｂは、本体板３６に開口される部分が、立設板３７に開口される部分に連通
されつつ、図１８（ａ）に示すように、上面視Ｕ字形状を左右に配置した形状に形成され
る。これにより、本体板３６には、開口部３６ｂへ向けて突設される挿入爪３６ｃが形成
される。ここで、挿入爪３６ｃは、複数（本実施の形態では４個）の開口部３６ｂのそれ
ぞれに形成される。
【０１４６】
　なお、挿入爪３６ｃの突設先端は、図１９に示すように、上側（図１９上側）の面が突
設先端へ向けて下降傾斜して形成される。よって、外壁形成部材８０の折り返し片８１ａ
と本体板３６との間の対向面間へ挿入爪３６ｃを挿入する際には、その挿入動作を円滑に
行わせることができる（図２３及び図２４参照）。
【０１４７】
　本体板３６には、その長手方向一端側（図１８（ａ）左側）に、固定板３６ｄが形成さ
れる。固定板３６ｃは、立設板３７と同方向に立設され断面逆Ｊ字状に形成され、ねじり
コイルばねＣＳの腕を固定する。即ち、主部側被軸支部材３５には、内枠３０の樹脂ベー
ス３１の下端部に配設される支持金具３３が、その支持金具３３の挿通孔に支持軸３４を
挿通させた状態で載置される（図４参照）。
【０１４８】
　この場合、ねじりコイルばねＣＳは、コイル部を支持軸３４に挿通させ、そのコイル部
から伸びる一方の腕を主部側被軸支部材３５の固定板３６ｄに固定すると共に、他方の腕
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を支持金具３３の固定部に固定した状態で、支持金具３３と主部側被軸支部材３５との間
に介在される。その結果、主部側被軸支部材３５は、支持軸３４を回動中心として、支持
金具３３（即ち、内枠３０）に対して、ねじりコイルばねＣＳのねじりトルクによって、
開放される方向へ付勢される（図６参照）。
【０１４９】
　このように、主部側被軸支部材３５は、ねじりコイルばねＣＳにより内枠３０（遊技機
主部２０）に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので、上述したように、主部側被
軸支部材３５を内枠３０に対して開いた状態（く字状配置）として、内枠３０を自立させ
る際には（図６参照）、その主部側被軸支部材３５を開いた状態に維持して、内枠３０の
自立を安定化させることができる。即ち、内枠３０の自立時に、主部側被軸支部材３５が
不用意に閉じられて、内枠３０の自立が不安定化することを抑制できる。
【０１５０】
　また、このように、主部側被軸支部材３５が、ねじりコイルばねＣＳのねじりトルクに
より、内枠３０（遊技機主部２０）に対して開いた状態となる方向へ付勢される構造であ
れば、外枠１０に対して遊技機主部２０が開閉可能に配設された状態では（図３及び図４
参照）、ねじりコイルばねＣＳの付勢力（ねじりトルク）を、遊技機主部２０を開放させ
る方向への力として利用することができる。よって、遊技機主部２０の重量が例えば重い
場合であっても、その遊技機主部２０を解放させるための作業者の操作を容易化すること
ができる。
【０１５１】
　なお、主部側被軸支部材３５は、プレス加工により、一枚の金属材料からなる板状体を
所定の外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材の所定部位（立設板３７及び固定板３６
ｄ）を折り曲げて、形成される。板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に受
入穴３６ａ及び開口部３６ｂも穿設される。
【０１５２】
　図１２に戻って説明する。外枠１０に配設される外枠側係合部材１６と内枠３０（遊技
機主部２０）に配設された主部側被軸支部材３５との連結（係合）は、まず、外枠１０の
正面に内枠３０（遊技機主部２０）を対面配置する（図２参照）。これにより、図１２に
示すように、外枠側係合部材１６に主部側被軸支部材３５が立設板３７側を向けた状態で
配設されるので、外枠１０へ向けて内枠３０を真直ぐに押し込むことで、上述した外枠側
連結部材１５と主部側連結部材３２との連結を行いつつ（図１０参照）、主部側被軸支部
材３５と外枠側係合部材１６との連結を行うことができる。
【０１５３】
　この場合、外枠側係合部材１６の上面（外壁形成部材８０の上面板８１）には、主部側
被軸支部材３５（主部側被軸支部材３５を介して遊技機主部２０）を仮置きするための領
域が形成される。即ち、かかる領域に主部側被軸支部材３５が載置された状態では、外枠
側連結部材１５と主部側連結部材３２とが連結されておらず（図１０（ａ）参照）、かつ
、外枠側係合部材１６の突出部材７６が主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａに受け入れ
られていない状態とできる。
【０１５４】
　よって、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける際には、まず、遊技機主部２０の主部
側被軸支部３５の先端側（立設板３７側）を、外枠側係合部材１６の上面における上記領
域に載置（仮置き）し、その後、遊技機主部２０を押し込み、主部側被軸支部３５を外枠
側係合部材１６の上面に沿って移動（滑動）させることで、外枠側連結部材１５と主部側
連結部材３２とを連結させると共に（図１０（ｃ）参照）、外枠側係合部材１６の突出部
材７６を主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａへ挿通（受け入れ）させることができる（
図２０から図２４参照）。
【０１５５】
　即ち、作業者は、両連結部材１５，１６の連結と、受入穴３６ａへの突出部材７６の受
け入れとを行う際に、それらの作業を、遊技機主部２０の重量を支持しつつ行う必要がな
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く、遊技機主部２０を外枠側係合部材１６上に仮置きした後は、水平方向へ押し込むだけ
で良い。よって、外枠１０に対して遊技機主部２０を組み付ける作業の作業性の向上を図
ることができる。
【０１５６】
　この場合、突出部材７６は、図１２に示す初期位置（コイルばね７７のみにより付勢さ
れ、張出部７６ｂの下面に規制板７８の上面が当接していない状態）において、半球状の
先端部７６ｂ１のみが、外枠側係合部材１６の上面（外壁形成部材８０の上面板８１）か
らから突出されるので、主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１６の上面をスライド移
動（滑動）され、主部側被軸支部材３５の角部（本体板３６と立設壁３７の接続部）が突
出部材７６に当接する際には、引っ掛かりを抑制して、突出部材７６を対向面下により確
実に没入させることができる。
【０１５７】
　ここで、図２０から図２４を参照して、外枠１０に配設される外枠側係合部材１６と内
枠３０に配設される主部側被軸支部３５との間の連結動作について説明する。
【０１５８】
　図２０から図２４は、連結動作時における外枠側係合部材１６及び主部側被軸支部材３
５の斜視図であり、図２０及び図２３は連結動作の開始時を、図２１は主部側被軸支部材
３５の受入穴３６ａに突出部材７６が挿通された状態を、図２２及び図２４は規制板７８
が押し込まれた連結動作の終了時を、それぞれ示している。なお、図２０から図２４では
、図面を簡素化するために、主要な構成のみに符号を付している。また、図２０から図２
２では、ケース体７１Ｒの側面であって、ケース体７１Ｌとの合わせ面となる側面がハッ
チングを付して図示される。
【０１５９】
　図２０に示すように、連結動作が開始され、主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１
６（外壁形成部材８０）の上面に沿って移動されると、その主部側被軸支部材３５の移動
に伴って、突出部材７６が下方へ押し下げられ、かかる突出部材７６が主部側被軸支部材
３５の下面側に没入される。
【０１６０】
　この場合、図２３に示すように、外枠側係合部材１６（外壁形成部材８０）の折り返し
片８１ａの折り返し先端が、主部側被軸支部材３５の開口部３６ｂ内へ挿入される。これ
により、折り返し片８１ａが開口部３６ｂにより規制され、外枠側係合部材１６に対する
主部側被軸支部材３５の左右方向（図２１（ｂ）紙面垂直方向）への位置決めを行うこと
ができる。また、主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１６に対して更に押し込まれる
（前進移動される）場合には、開口部３６ｂが折り返し片８１ａに沿って案内されること
で、主部側被軸支部材３５を適正な位置（即ち、受入穴３６ａに突出部材７６を受け入れ
可能な位置）へ確実に移動させることができる。
【０１６１】
　図２１に示すように、図２０に示す状態から主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１
６に対して更に押し込まれる（前進移動される）と、主部側被軸支部材３５の受入穴３６
ａに、外枠側係合部材１６（係合装置７０）の突出部材７６が受け入れられる（先端部が
挿入される）。
【０１６２】
　なお、図２１に示すように、受入穴３６ａに突出部材７６の先端部が挿入された状態で
は、主部側被軸支部材３５の挿入爪３６ｃの先端が、外枠側係合部材１６（外壁形成部材
８０）の折り返し片８１ａの根元部分に当接される。これにより、主部側被軸支部材３５
の押し込み動作（前進移動）を、適正な位置（受入穴３６ａに突出部材７６を受け入れた
位置）で、確実に停止させることができる。
【０１６３】
　また、挿入爪３６ｃの先端が折り返し片８１ａの根元部分に当接されることで、外枠側
係合部材１６に対する主部側被軸支部材３５の押し込み動作（前進移動）が、仮に、作業
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者の不注意などで非常に強い力で行われたとしても、その力が突出部材７６のみに作用す
ることを回避できる。即ち、主部側被軸支部材３５から作用する力を、折り返し片８１ａ
と突出部材７６の両者に分担させることができるので、その分、突出部材７６の破損を抑
制できる。
【０１６４】
　図２１に示すように、主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａに、外枠側係合部材１６（
係合装置７０）の突出部材７６の先端部分が受け入れられることで、主部側被軸支部材３
５と外枠側係合部材１６とが連結状態とされる。しかし、この状態では、主部側被軸支部
材３５が抜き取り方向（図２１（ｂ）左方向）へ引っ張られる（後退移動される）と、受
入穴３６ａの内周面から突出部材７６の先端部７６ａ１に作用する力により、突出部材７
６が下方へ移動して、受入穴３６ａよりも下方へ没入されることで、主部側被軸支部材３
５が抜き取り可能となるおそれがある。
【０１６５】
　そこで、図２１に示す状態となった後は、外枠側係合部材１６の背面側から、規制板７
８を突出部材７６へ向けて（即ち、図２１（ｂ）左方向へ向けて）押し込む操作が行われ
る。規制板７８が突出部材７６へ向けて押し込まれると、その規制板７８の傾斜上面７８
ｂが突出部材７６の張出部７６ｂの下面に侵入され、規制板７８の押し込み動作に伴って
、傾斜上面７８ｂが張出部７６ｂを介して突出部材７６を上昇させる。
【０１６６】
　図２２及び図２３に示すように、規制板７８が突出部材７６へ向けてさらに押し込まれ
ると、突出部材７６の張出部７６ｂの下面に、規制板７８の後端上面７８ｃが侵入される
。規制板７８は、後端上面７８ｃが底面と平行に形成されるため、突出部材７６の張出部
７６ｂとケース体７１Ｒ，７１Ｌの第１区画壁７３ａとの間に規制板７８が介在されるこ
とで、突出部材７６の下方への移動を規制することができる。
【０１６７】
　即ち、図２２及び図２３に示すように、突出部材７６の張出部７６ｂが規制板７８の後
端上面７８ｃにより支持された状態では、仮に、主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａか
ら突出される突出部材７６の先端部分を、何らかの方法により、下方へ直接押し下げる不
正行為が行われたとしても、突出部材７６が没入されることを回避できる。
【０１６８】
　また、図２２及び図２３に示すように、突出部材７６の張出部７６ｂが規制板７８の後
端上面７８ｃにより支持された状態では、突出部材７６の半球状の先端部７６ａ１は、主
部側被軸支部材３５の上面（図２２（ｂ）上側面）よりも上方に突出される。即ち、受入
穴３６ａの内周面に対面される部位は、突出部材７６の本体部７６ａにおける円柱状の部
分となる。よって、仮に、主部側被軸支部材３５が抜き取り方向（図２１（ｂ）左方向）
へ強い力で引っ張られ、受入穴３６ａの内周面が突出部材７６に当接したとしても、その
当接によって突出部材７６を下方へ移動させる力を作用させることはできない。
【０１６９】
　次いで、図２５を参照して、主部側被軸支部材３５を内枠３０に閉じた状態で保持する
ための保持構造について説明する。図２５は、内枠３０の回動先端側における背面斜視図
である。なお、図２５では、施錠装置ＫＤによる係止が解除された状態における主部側被
軸支部材３５が二点鎖線を用いて模式的に図示される。
【０１７０】
　図２５に示すように、施錠装置ＫＤの係合爪ＫＤｂは、主部側被軸支部材３５の立設板
３７に係合可能な第２係合爪ＫＤｂ１を備える。第２係合爪ＫＤｂ１は、係合爪ＫＤｂを
なす板状体に一体に形成され、その板状体の縁部から下方（図２５下方向）へ向けて突設
される。この第２係合爪ＫＤｂ１が、主部側被軸支部材３５の立設板３７の外面側（本体
板３６と反対側）に係合されることで、主部側被軸支部材３５の開放方向（即ち、図２５
に２点鎖線で示す状態）への移動が規制され、かかる主部側被軸支部材３５が図２５に実
線で示す閉じた状態に保持される。
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【０１７１】
　一方、シリンダ錠ＫＤａのキー操作により、係合爪ＫＤｂが外枠１０の爪受け部材１７
との係合を解除する方向へ変位されると、その係合爪ＫＤｂの変位に伴って、第２係合爪
ＫＤｂ１が上方（図２５上方向）へ向けて変位される。これにより、第２係合爪ＫＤｂ１
が、主部側被軸支部材３５の立設板３７の外面側（本体板３６と反対側）から上方へ後退
され、主部側被軸支部材３５の図２５に実線で示す閉じた状態からの移動が許容される。
その結果、主部側被軸支部材３５が開放方向（即ち、図２５に２点鎖線で示す状態）へ移
動される。
【０１７２】
　このように、第２係合爪ＫＤｂ１により、主部側被軸支部材３５を内枠３０（遊技機主
部２０）の底面側に保持することができるので、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける
際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材３５は、ねじりコイルば
ねＣＳにより、遊技機主部２０に対して開いた状態となる方向へ付勢されているところ、
これを第２係合爪ＫＤｂ１により遊技機主部２０の底面側に保持する（閉じた状態に保持
する）ことができれば、作業者が、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材３５
を閉じた状態に保持しつつ、遊技機主部２０を外枠１０に組み付けるという煩雑な作業を
行う必要がなく、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける作業のみに集中することができ
る。
【０１７３】
　ここで、主部側被軸支部材３５を保持する第２係合爪ＫＤｂ１は、係合爪ＫＤｂに一体
に形成される。よって、施錠装置ＫＤの操作（シリンダ錠ＫＤａのキー操作）により、係
合爪ＫＤｂと外枠１０の爪受け部材１７との間の係合を解除する際には、その解除動作に
連動して、第２係合爪ＫＤｂ１による主部側被軸支部材３５の保持（係合）も解除するこ
とができる。
【０１７４】
　よって、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける際には、主部側被軸支部材３５を第２
係合爪ＫＤｂ１により保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、
施錠装置ＫＤの操作（シリンダ錠ＫＤａのキー操作）を行うのみで、外枠１０に対して遊
技機主部２０を開放させることができる。即ち、シリンダ錠ＫＤａに対する一のキー操作
のみで、遊技機主部２０の外枠１０に対する施錠の解除と、主部側被軸支部材３５の第２
係合爪ＫＤｂ１による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０１７５】
　なお、主部側被軸支部材３５には、図２５に示すように、立設板３７の一部を切り欠い
て形成される立設切り欠き部３７ａが形成され、この立設切り欠き部３７ａの形成部に残
された縦壁部分（本体板３６から立設される部分）の外面側に第２係合爪ＫＤｂ１が係合
する。
【０１７６】
　ここで、立設切り欠き部３７ａを設けず、立設板３７の外面側に第２係合爪ＫＤｂ１を
係合させる構成では、立設板３７のＲ状に湾曲した部分（本体板３６から立設される縦壁
部分とその縦壁部分の立設先端から折り返される部分との間の接続部分）に第２係合爪Ｋ
Ｄｂ１を係合させる必要が生じ、その係合が不安定となる。これに対し、上述のように、
立設切り欠き部３７ａの形成部に残された縦壁部分（本体板３６から立設される部分）の
外面側に第２係合爪ＫＤｂ１を係合させる構成とすることで、平坦面同士の係合として、
その係合を安定化（確実化）することができる。
【０１７７】
　次いで、図２６及び図２７を参照して、第２実施の形態について説明する。第１実施の
形態では、主部側被軸支部材３５の立設板３７と反対側となる本体板３６の縁部が平坦面
状に形成される場合を説明したが、第２実施の形態における主部側被軸支部材３５は、立
設板３７と反対側となる本体板３６の縁部に第２立設板２３７ａが立設される。なお、上
述した第１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
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【０１７８】
　図２６（ａ）は、第２実施の形態における主部側被軸支部材２３５の上面図であり、図
２６（ｂ）は、図２６（ａ）の矢印ＸＸＶＩｂ方向視における主部側被軸支部材２３５の
正面図である。また、図２７は、図２６（ｂ）のＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ線における主部
側被軸支部材２３５の断面図である。
【０１７９】
　図２６及び図２７に示すように、第２実施の形態における主部側被軸支部材２３５は、
本体板３６の長手方向（図２６（ａ）左右方向）に沿ってその本体板３６の縁部（立設板
３７が形成される縁部と反対側の縁部、図２６（ａ）下側）から立設される第２立設板２
３７ａを備える。
【０１８０】
　第２立設板２３７ａは、立設板３７と同じ方向に立設される。即ち、主部側被軸支部材
２３５が、外枠側係合部材１６に連結（係合）された状態では（図２２参照）、第２立設
板２３７ａが本体板３６から立設される方向と、突出部材７６の先端部分が本体板３６の
上面に突出される方向とを一致させることができる。よって、外枠１０に遊技機主部２０
が組み付けられた状態において（図１参照）、その遊技機主部２０の前面側から突出部材
７６の先端部分にアクセスする不正行為を、第２立設板２３７ａにより困難とすることが
できる。
【０１８１】
　なお、内枠３０の樹脂ベース３１の底面に段差を設け、内枠３０に主部側被軸支部材２
３５を閉じた状態では、樹脂ベース３１の底面の段差面（高い底面と低い底面との間を接
続する面）に、第２立設板２３７ａの外面（図２７左側面）が対向配置されるように形成
しても良い。これにより、遊技機主部２０の前面側から突出部材７６の先端部分にアクセ
スする不正行為をより困難とすることができる。
【０１８２】
　次いで、図２８及び図２９を参照して、第３実施の形態について説明する。第１実施の
形態では、外枠側係合部材１６に主部側被軸支部材３５が連結された場合に、突出部材７
６の先端部分が露出される場合を説明したが（図２２参照）、第３実施の形態における主
部側被軸支部材３３５は、外枠側係合部材１６に連結された場合に、突出部材７６の先端
部分を被覆可能に形成される。なお、上述した第１実施の形態と同一の部分には同一の符
号を付して、その説明は省略する。
【０１８３】
　図２８は、第３実施の形態における主部側被軸支部材３３５の斜視図であり、図２９は
、外枠側係合部材１６及び主部側被軸支部材３３５の斜視図である。なお、図２８では、
主部側被軸支部材３３５の一部が部分的に断面視される。図２９は、規制板７８が押し込
まれて連結動作を終了した状態が図示される。また、図２９では、ケース体７１Ｒの側面
であって、ケース体７１Ｌとの合わせ面となる側面がハッチングを付して図示される。
【０１８４】
　図２８に示すように、第３実施の形態における主部側被軸支部材３３５には、複数個所
（本実施の形態では５ヶ所、第１実施の形態における受入穴３６ａと同じ箇所）に受入凹
部３３６ａが凹設される。受入凹部３３６ａは、外枠側係合部材１６（係合装置７０）の
突出部材７６の先端部分を受け入れるために底面側（図２８下側）に開口を有する凹部で
ある。即ち、受入凹部３３６ａは、本体部３６の底面側からパンチを押し込む絞り加工に
より形成される容器状の凹部である。
【０１８５】
　なお、受入凹部３３６ａの開口の内径は、突出部材７６の本体部７６ａ（大径部）にお
ける外径よりも若干大きくされ、受入凹部３３６ａの凹設深さは、規制板７８の後端上面
７８ｃにより突出部材７６の張出部７６ｂが支持された状態において、その突出部材７６
の先端部分を受け入れ可能な深さ（即ち、突出部材７６の先端部７６ａ１と受入凹部３３
６ａの内周面３３６ａ１との間に若干の隙間が形成される深さ）に設定される。
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【０１８６】
　図２９に示すように、突出部材７６の張出部７６ｂが規制板７８の後端上面７８ｃによ
り支持された状態（即ち、主部側被軸支部材３３５と外枠側係合部材１６とが連結（係合
）された状態）では、突出部材７６の先端部分を、受入凹部３３６ａにより被覆する（覆
い隠す）ことができる。よって、突出部材７６が遊技者などによって操作（没入方向へ移
動）され、外枠側係合部材１６と主部側被軸支部材３３５との間の連結が不正に解除され
ることを抑制できる。
【０１８７】
　次いで、図３０から図３６を参照して、第４実施の形態について説明する。図３０は、
第４実施の形態におけるパチンコ機４０１を外枠４１０と遊技機主部４２０とに分解した
状態を示すパチンコ機４０１の分解斜視図である。図３１は、内枠４３０及び外枠４１０
の斜視図であり、内枠４３０に対してその内枠４３０の構成要素Ａ４が開かれた状態が図
示される。図３２は、外枠４１０と内枠４３０の構成要素Ａ４との斜視図である。図３３
（ａ）は、内枠４３０の構成要素Ａ４が連結された状態における外枠４１０の斜視図であ
り、図３３（ｂ）は、内枠４３０の構成要素Ａ４が取り外された状態における外枠４１０
の斜視図である。図３４から図３６は、外枠４１０と内枠の構成要素Ａ４との連結構造を
示す連結構造部分の斜視図である。
【０１８８】
　図３０から図３６に示すように、第４実施の形態では、外枠４１０に対し、遊技機主部
４２０が着脱可能に形成される。よって、第１実施の形態の場合と同様に、外枠４１０を
島設備に残しつつ、その外枠４１０を流用して、新しい機種としての遊技機主部４２０の
入れ替えを行うことができる。その結果、傾斜角度の調整に要する工数の低減を図ること
ができる。
【０１８９】
　第４実施の形態では、図３１及び図３２に示すように、内枠４３０には、構成要素Ａ４
が配設され、その構成要素Ａ４を介して、内枠４３０（遊技機主部４２０）が外枠４１０
に着脱可能に連結される。この場合、外枠４１０に対して遊技機主部２０を開閉可能に軸
支する上端側および下端側の支持軸は、それぞれ構成要素Ａ４に配設される。
【０１９０】
　よって、遊技機主部４２０を新たな機種として設計する場合には、上端側および下端側
の両方の支持軸について、外枠４１０との関係を考慮する必要がない。従って、その設計
の自由度を高めることができ、その分、上端側および下端側の両方の支持軸近傍における
前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０１９１】
　次いで、図３７から図４０を参照して、第５実施の形態について説明する。図３７は、
第５実施の形態におけるパチンコ機５０１を外枠５１０と遊技機主部５２０とに分解した
状態を示すパチンコ機５０１の分解斜視図である。図３８は、外枠５１０及び内枠５３０
の斜視図であり、内枠５３０に対してその内枠５３０の構成要素Ａ５が開かれた状態が図
示される。図３９は、外枠５１０と内枠５３０の構成要素Ａ５との斜視図である。図４０
は、内枠５３０の構成要素Ａ５が連結された状態における外枠５１０の斜視図である。
【０１９２】
　図３７から図４０に示すように、第５実施の形態では、外枠５１０に対し、遊技機主部
５２０が着脱可能に形成される。よって、第１実施の形態の場合と同様に、外枠５１０を
島設備に残しつつ、その外枠５１０を流用して、新しい機種としての遊技機主部５２０の
入れ替えを行うことができる。その結果、傾斜角度の調整に要する工数の低減を図ること
ができる。
【０１９３】
　第５実施の形態では、図３８及び図３９に示すように、内枠５３０には、構成要素Ａ５
が配設され、その構成要素Ａ５を介して、内枠５３０（遊技機主部５２０）が外枠５１０
に着脱可能に連結される。この場合、外枠５１０に対して遊技機主部５２０を開閉可能に
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軸支する上端側および下端側の支持軸は、それぞれ構成要素Ａ５に配設される。
【０１９４】
　よって、遊技機主部５２０を新たな機種として設計する場合には、上端側および下端側
の両方の支持軸について、外枠５１０との関係を考慮する必要がない。従って、その設計
の自由度を高めることができ、その分、上端側および下端側の両方の支持軸近傍における
前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０１９５】
　更に、第５実施の形態では、構成要素Ａ５が枠状に形成されることで、外枠５１０に対
して内枠５３０（遊技機主部５２０）を開閉不能に施錠するための施錠装置についても、
構成要素Ａ５に配設することができる。よって、島設備に残した外枠５１０を流用しつつ
、遊技機主部２０を新たな機種として設計する場合には、施錠装置についても、外枠５１
０との関係を考慮する必要がない。従って、その設計の自由度を高め、より安全性の高い
施錠装置の開発が可能となる。
【０１９６】
　次いで、図４１から図４９を参照して、第６実施の形態について説明する。図４１は、
第６実施の形態における外枠６１０と内枠の構成要素Ａ６との分解斜視図であり、図４２
は、外枠６１０と内枠の構成要素Ａ６との斜視図である。図４３は、外枠６１０と内枠の
構成要素Ａ６との連結構造を示す連結構造部分の断面図である。図４４及び図４５は、遊
技機６０１の部分拡大側面図であり、図４６及び図４７は、遊技機６０１の側面図である
。図４８及び図４９は、内枠の構成要素Ａ６が連結された状態における外枠６１０の斜視
図である。なお、図４４から図４９では、それぞれ外枠６１０と内枠の構成要素Ａ６との
間の連結位置を変更した状態が図示され、外枠６１０に対する内枠の傾斜角度がそれぞれ
異なる。
【０１９７】
　図４１から図４９に示すように、第６実施の形態では、外枠６１０に対し、内枠（遊技
機主部）が着脱可能に形成される。よって、第１実施の形態の場合と同様に、外枠６１０
を島設備に残しつつ、その外枠６１０を流用して、新しい機種としての遊技機主部の入れ
替えを行うことができる。その結果、傾斜角度の調整に要する工数の低減を図ることがで
きる。
【０１９８】
　第６実施の形態では、図４１及び図４２に示すように、内枠（遊技機主部）が構成要素
Ａ６を備え、その構成要素Ａ６を介して、内枠（遊技機主部）が外枠６１０に着脱可能に
連結される。即ち、第５実施の形態における場合と同様に、外枠６１０に対して遊技機主
部を開閉可能に軸支する上端側および下端側の支持軸が、それぞれ構成要素Ａ６に配設さ
れる。これにより、その設計の自由度を高めることができ、その分、上端側および下端側
の両方の支持軸近傍における前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０１９９】
　第６実施の形態では、構成要素Ａ６と外枠６１０との間に、両者の相対的な傾斜角度を
調整する傾斜角度調整機構が形成される。具体的には、傾斜角度調整機構を構成する一要
素である構成Ｂ６の取着位置が選択可能とされ、その構成Ｂ６の取着位置に応じて、図４
４から図４９に示すように、外枠６１０に対する構成要素Ａ６の相対的な傾斜角度が調整
される。
【０２００】
　これにより、島設備に残した外枠６１０を流用して、遊技機主部の設置を行う場合であ
っても、構成Ｂ６の取着位置を適宜選択することで、遊技機主部（遊技機６０１）の傾斜
角度の調整を行うことができる。即ち、外枠６１０を島設備から取り外さなくても、その
外枠６１０に遊技機主部を取り付ける際に、構成Ｂの取着位置を変更するだけで、遊技機
６０１の傾斜角度の調整を行うことができる。
【０２０１】
　次いで、図５０から図６１を参照して、第７実施の形態について説明する。図５０は、
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第７実施の形態における外枠７１０及び内枠７３０の斜視図であり、外枠７１０に内枠７
３０を連結した状態が図示される。図５１及び図５２は、外枠７１０及び内枠７３０の斜
視図であり、外枠７１０から内枠７３０を取り外した状態が図示される。図５３は、外枠
７１０及び内枠７３０の斜視図であり、図５０に示す状態から内枠７３０を開放した状態
が図示される。図５４は、内枠７３０の分解斜視図であり、図５５は、外枠７３０の分解
斜視図である。図５６及び図５７は、外枠７１０の部分拡大斜視図であり、外枠７１０の
組立工程における過程が図示される。図５８及び図５９は、外枠７１０及び内枠７３０の
連結構造を構成する一要素の分解斜視図である。図６０及び図６１は、外枠７１０及び内
枠７３０の連結構造の部分拡大断面図であり、連結構造による連結過程が図示される。
【０２０２】
　第７実施の形態では、図５３から図５５に示すように、内枠７３０（遊技機主部）が構
成要素Ａ７を備え、その構成要素Ａ７を介して、内枠７３０（遊技機主部）が外枠７１０
に着脱可能に連結される。即ち、第５実施の形態における場合と同様に、外枠７１０に対
して遊技機主部を開閉可能に軸支する上端側および下端側の支持軸が、それぞれ構成要素
Ａ７に配設される。これにより、その設計の自由度を高めることができ、その分、上端側
および下端側の両方の支持軸近傍における前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０２０３】
　第７実施の形態では、図５５から図５７に示すように、外枠７１０の上枠体に開口が形
成されると共に、その開口部分に木材などから形成される板状の部材が配設される。よっ
て、上枠体を金属などから形成して、その剛性を確保しつつ、開口を介して、外枠７１０
を島設備の枠体に釘等により打ち付けて固定することができる。
【０２０４】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０２０５】
　上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である
。かかる数値の一例としては、例えば、受入穴３６ａや挿入爪３６ｃの形成個数などが例
示される。
【０２０６】
　上記各実施の形態では、外枠側係合装置１６が外枠１０の下枠体１２に配設される場合
を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、これに代えて、或いは、これに加
えて、外枠１０の上枠体１１の下面側に配設してもよい。なお、上枠体１１に配設する場
合には、遊技機主部２０の重量を支える必要がないので、外枠側係合装置１６の簡素化（
例えば、板厚の薄肉化や材質の変更など）を行うことができ、その分、製品コストの削減
を図ることができる。
【０２０７】
　上記各実施の形態では、規制板７８の上面視において、貫通孔７８ｃにより形成される
空間が閉じた空間として形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは
なく、規制板７８の上面視において、貫通孔７８ｃの内部空間と外部とを連通する通路が
規制板７８に形成されていても良い。この場合には、かかる通路を利用して、突出部材７
６を貫通孔７８ｃの内部空間へ配置することができる。よって、突出部材７６の本体部７
６ａと環状板７６ｃとを別体とする必要がなく、環状板７６ｃを本体部７６ａと一体に形
成することができるので、部品点数および組立工数の低減を図ることができる。
【０２０８】
　上記各実施の形態では、複数の係合装置７０が外枠１０の幅方向（左右方向）に等間隔
に配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、外枠１
０の左右方向（左枠体１３側および右枠体１４側）に偏らせて配設しても良い。この場合
には、中央部分にスペースを確保して、他の部品（例えば、スピーカ装置や制御基板、コ
ネクタなど）を配設できる。即ち、各係合装置７０の対向間に形成される各スペースは狭
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く、単体では有効な利用が困難なデッドスペースとなり易いところ、係合装置８０を左右
に偏らせて配設することで、各デッドスペースを合体させて、その分、中央に有効なスペ
ース（広いスペース）を確保することができる。
【０２０９】
　上記各実施の形態では、主部側被軸支部材３５の長手方向寸法が、外枠１０の幅寸法（
左枠体１３及び右枠体１４の対向面間隔）と略同一とされる場合を説明したが、必ずしも
これに限られるものではなく、上記各実施の形態における主部側被軸支部材３５よりも短
くすることは当然可能である。
【０２１０】
　上記各実施の形態では、規制板７８の後端部分における外面を平坦面状に形成する場合
を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、その外面の凹凸や溝を設けても良
い。凹凸や溝が設けられることで、規制板７８を引く抜く際の滑り止めとすることができ
る。
【０２１１】
　上記各実施の形態では、ケース体７１Ｒ，７１Ｌを締結ねじＢ１及びナットＮ１による
締結固定により一体化（結合）する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは
なく、他の結合手段を利用することは当然可能である。他の結合手段としては、ケース体
７１Ｒ，７１Ｌの合わせ面同士を接着で接着固定する方法、合わせ面同士を超音波溶着で
溶着させる方法、或いは、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの一方に形成された弾性的な爪を他方
に設けられた受け部に係合させる方法などが例示される。
【０２１２】
　上記各実施の形態では、外壁形成部材８０が、板状体を折り曲げることで形成され、例
えば、上面板８１と側面板８４との間などに隙間が形成される場合を説明したが、必ずし
もこれに限られるものではなく、板状体に絞り加工を施して、外壁形成部材８０を容器状
（即ち、上面板８１と側面板８４との間、及び、底面板８２と側面板８４との間に隙間が
形成されない形状）に形成しても良い。これにより、突出部材７６へのアクセスをより困
難とすることができる。
【０２１３】
　上記第１及び第２実施の形態では、係合装置７０（突出部材７６）の配設数と主部側被
軸支部材３５の受入穴３６ａの配設数とが同数とされる場合を説明したが、必ずしもこれ
に限られるのものではなく、係合装置７０（突出部材７６）の配設数よりも、主部側被軸
支部材３５の受入穴３６ａの配設数を少なくしても良い。第３実施の形態における受入凹
部３３６ａについても同様である。これら受入穴３６ａ又は受入凹部３３６ａの配設数が
少なくても、突出部材７６は主部側被軸支部材３５の下面側で没入状態にあれば足りるか
らである(図２０参照）。
【０２１４】
　以下に、本発明の遊技機に加えて、上記実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０２１５】
　外枠と、その外枠に連結装置を介して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えた遊
技機において、前記連結装置は、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部
側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その
主部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を少な
くとも備えることを特徴とする遊技機Ａ０。
【０２１６】
　遊技機Ａ０によれば、外枠に配設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設され
る主部側被軸支部材を連結させることで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して
開閉可能に連結することができる。一方、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連
結を解除することで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２１７】
　これにより、外枠をホールの島の木枠に残したまま、遊技機主部を取り外すことができ
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るので、遊技機の入れ替えを行う際には、ホールの島の木枠に残された外枠を利用して、
別の遊技機主部を設置することができる。その結果、傾斜角度の調整を不要として、入れ
替えに要する工数を低減することができる。
【０２１８】
　この場合、遊技機主部の設計時、主部側軸部材については、外枠との関係を考慮する必
要がないので、その設計の自由度を高めることができる。即ち、主部側軸部材は、主部側
被軸支部材を、外枠に配設される外枠側係合部材に対して連結可能な構造とすれば足り、
主部側軸部材を、外枠（外枠側係合部材）との関係で設計する必要がない。よって、主部
側軸部材の設計の自由度を確保できる。
【０２１９】
　遊技機Ａ０において、前記連結装置は、前記外枠に配設される外枠側連結部材と、その
外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連結時には前記外枠側連結部材に対して相
対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と、を更に備えること
を特徴とする遊技機Ａ１。
【０２２０】
　遊技機Ａ１によれば、遊技機Ａ０の奏する効果に加え、外枠に配設される外枠側連結部
材に対し、遊技機主部に配設される主部側連結部材を連結させる共に、外枠に配設される
外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させることで、
外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して開閉可能に連結することができる。即ち、
連結装置は外枠と遊技機主部とを２ヶ所で連結するので、これら外枠と遊技機主部とを安
定した状態で連結することができる。一方、外枠側連結部材と主部側連結部材との間の連
結、及び、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連結をそれぞれ解除することで、
外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２２１】
　遊技機Ａ１において、前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成されると共に、前
記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と前記外枠に配設される外枠側係合部材とが
、直線方向への相対移動により連結可能に形成され、それら両直線方向が平行とされるこ
とを特徴とする遊技機Ａ２。
【０２２２】
　遊技機Ａ２によれば、遊技機Ａ１の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向と、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方
向とが平行とされるので、遊技機主部を外枠に直線方向へ移動させる動作のみで連結する
ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることがで
きる。
【０２２３】
　遊技機Ａ２において、前記直線方向は、前記外枠の枠面に対して垂直な方向であること
を特徴とする遊技機Ａ３。
【０２２４】
　遊技機Ａ３によれば、遊技機Ａ２の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向、及び、遊技機主
部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直
線方向が、外枠の枠面に対して垂直な方向とされるので、遊技機主部を外枠に対し正面に
配置し、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技機主部を外枠に組み付け
ることができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることが
できる。
【０２２５】
　遊技機Ａ０からＡ３において、前記主部側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可
能に軸支される主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形成
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されると共に前記遊技機主部の底面に平行な平板形状に形成されることを特徴とする遊技
機Ａ４。
【０２２６】
　遊技機Ａ４によれば、遊技機Ａ０からＡ３のいずれかの奏する効果に加え、前記主部側
被軸支部材は、一端側が主部側軸部材に軸支された長尺の平板形状に形成されるので、か
かる主部側被軸支部材を遊技機主部に対して相対回動させ、開いた状態とする（即ち、両
者をく字状に配置する）ことで、遊技機主部を単独で（即ち、外枠から分離した状態であ
っても）自立させることができる。特に、主部側被軸支部材の平板形状は、遊技機主部の
底面に平行とされるので、その分、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させ
ることができる。さらに、このように主部側被軸支部材の平板形状が、遊技機主部の底面
に平行とされることで、複数の遊技機主部を自立させる際に、１の主部側被軸支部材に他
の主部側被軸支部材を重ねることができるので、複数の遊技機主部を自立させる際の収納
効率の向上を図ることができる。
【０２２７】
　遊技機Ａ４において、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に軸支される一端側
とその反対側となる他端側との間を結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成
されると共に他方の縁部が平板形状に形成され、前記主部側被軸支部材が前記遊技機主部
に対して開いた状態となった場合に、前記折り返されて形成された一方の縁部が前記遊技
機主部と反対側に位置すると共に、前記平板形状に形成された他方の縁部が前記遊技機主
部側に位置することを特徴とする遊技機Ａ５。
【０２２８】
　遊技機Ａ５によれば、遊技機Ａ４の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一端側と他
端側とを結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成されるので、その分、主部
側被軸支部材の剛性を高めることができる。即ち、主部側被軸支部材が遊技機主部に対し
て開いた状態（く字状の配置）とされる場合に、遊技機主部を強固に支持することができ
るので、遊技機主部の自立を安定化させることができる。
【０２２９】
　一方で、主部側被軸支部材の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材に他の
主部側被軸支部材を重ねて、複数の遊技機主部を自立させる際に、折り返された縁部に乗
り上げることで、遊技機主部が傾斜して、自立が不安定となる。これに対し、本遊技機に
よれば、主部側軸支部材は、遊技機主部を自立させた状態において、遊技機主部側に位置
する他方の縁部が平板形状に形成される。よって、折り返されて形成される一方の縁部を
避け、他方の縁部の上に他の主部側被軸支部材を順に重ねていくことができる。よって、
遊技機主部の傾斜を抑制して、安定的に自立させることができる。
【０２３０】
　遊技機Ａ５において、前記主部側被軸支部材の一方の縁部は、上面側へ向けて折り返さ
れて形成されることを特徴とする遊技機Ａ６。
【０２３１】
　遊技機Ａ６によれば、遊技機Ａ５の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一方の縁部
は、上面側へ向けて折り返されて形成されるので、主部側被軸支部材の底面を平坦面形状
とすることができる。よって、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させるこ
とができる。
【０２３２】
　遊技機Ａ４から遊技機Ａ６のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材と前記遊技機主
部との間に介在し、前記主部側被軸支部材を、前記主部側軸部材を回動中心として相対回
動させ、前記遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢する回動付勢部材を備える
ことを特徴とする遊技機Ａ７。
【０２３３】
　遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ４からＡ６のいずれかの奏する効果に加え、主部側被軸
支部材が回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので
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、主部側被軸支部材を遊技機主部に対して開いた状態（く字状に配置）に維持して、遊技
機主部の自立を安定化させることができる。即ち、遊技機主部の自立時に主部側被軸支部
材が不用意に閉じられて、遊技機主部の自立が不安定化することを抑制できる。
【０２３４】
　また、外枠に配設される外枠側係合部材と遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と
の連結により、外枠に対して遊技機主部が開閉可能に配設された状態では、回動付勢部材
の付勢力を、遊技機主部を開放させる方向への力として利用することができる。よって、
遊技機主部の重量が重い場合であっても、その遊技機主部を作業者が開放する操作を容易
とすることができる。
【０２３５】
　遊技機Ａ４からＡ７のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材が、前記主部側軸部材
を回動中心として前記遊技機主部に対して相対回動され、前記遊技機主部の底面側に配設
された場合に、その主部側被軸支部材を保持する主部側保持部材を備えることを特徴とす
る遊技機Ａ８。
【０２３６】
　遊技機Ａ８によれば、遊技機Ａ４からＡ７のいずれかの奏する効果に加え、主部側保持
部材により主部側被軸支部材を遊技機主部の底面側に保持することができるので、遊技機
主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材
は、回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されているとこ
ろ、これを主部側保持部材により遊技機主部の底面側に保持する（閉じた状態に保持する
）ことができれば、作業者は、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材を閉じた
状態に保持しつつ、遊技機主部を外枠に組み付けるという煩雑な作業を行う必要がなく、
遊技機主部を外枠に組み付ける作業のみに集中することができる。
【０２３７】
　遊技機Ａ８において、前記遊技機主部を前記外枠に対して施錠する施錠装置を備えると
共に、前記施錠装置が前記主部側保持部材を備え、前記施錠装置の操作により前記遊技機
主部の外枠に対する施錠が解除される場合に、その操作に連動して、前記主部側保持部材
による前記主部側被軸支部材の保持が解除されることを特徴とする遊技機Ａ９。
【０２３８】
　遊技機Ａ９によれば、遊技機Ａ８の奏する効果に加え、施錠装置が主部側保持部材を備
え、施錠装置の操作に連動して、主部側保持部材による主部側被軸支部材の保持を解除で
きるので、遊技機主部を外枠に組み付ける際には、主部側被軸支部材を主部側保持部材に
より保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、施錠装置による施
錠を解除するのみで、外枠に対して遊技機主部を開放させることができる。即ち、施錠装
置を解除する一の操作のみで、遊技機主部の外枠に対する施錠の解除と、主部側被軸支部
材の主部側保持部材による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０２３９】
　遊技機Ａ０からＡ９において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前記主部側被
軸支部材に対向配置される対向面と、その対向面から出没可能に突出する突出部材と、そ
の突出部材を前記対向面から突出する方向へ付勢する出没付勢部材とを備え、前記遊技機
主部に配設される主部側被軸支部材は、前記外枠側係合部材の対向面に対向配置された場
合に、その対向面から突出される前記突出部材を受け入れる受入部を備え、前記外枠側係
合部材の突出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられることで、前記外枠側
係合部材に対し前記主部側被軸支部材が連結されることを特徴とする遊技機Ａ１０。
【０２４０】
　遊技機Ａ１０によれば、遊技機Ａ０からＡ９のいずれかの奏する効果に加え、主部側被
軸支部材を外枠側係合部材の対向面に対向配置させ、その外枠側係合部材の対向面から突
出される突出部材を、主部側被軸支部材の受入部に受け入れさせることで、外枠側係合部
材に対し主部側被軸支部材を連結させることができるので、遊技機主部を外枠に組み付け
る作業の作業性の向上を図ることができる。
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【０２４１】
　遊技機Ａ１０において、前記外枠側係合部材の突出部材は、突出先端部分が先細形状に
形成されると共にその突出先端部分を前記対向面下に没入可能に形成され、前記突出先端
部分のみが前記対向面から突出する位置に前記出没付勢部材の付勢力により保持されるこ
とを特徴とする遊技機Ａ１１。
【０２４２】
　遊技機Ａ１１によれば、遊技機Ａ１０の奏する効果に加え、外枠側係合部材の突出部材
は、先細形状に形成された突出先端部分のみが対向面から突出されるので、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材が外枠側係合部材の対向面上をスライド移動され、突出部材
に当接した際に、引っ掛かりを抑制して、突出部材を対向面下により確実に没入させるこ
とができる。
【０２４３】
　遊技機Ａ１０又はＡ１１において、前記外枠側係合部材は、前記突出部材が前記主部側
被軸支部材の受入部に受け入れられた状態で、前記突出部材に当接してその突出部材の前
記対向面下への没入を規制する没入規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ａ１２。
【０２４４】
　遊技機Ａ１２によれば、遊技機Ａ１０又はＡ１１の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が対向面下へ没入することを没入規制部材により規制できるので、主部側被軸
支部材の受入部に外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた状態を維持して、外枠側係
合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されることを抑制できる。この場合、外枠側係
合部材の突出部材の突出先端部分のみが対向面から突出される場合には、突出部材が主部
側被軸支部材の受入部に受け入れられた後に、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の対向
面上でスライド移動させることで、突出部材を対向面下により没入させることができ、そ
の結果、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されてしまうので、没入規制
部材により突出部材の没入を規制する本構造が特に有効となる。
【０２４５】
　遊技機Ａ１２において、前記外枠側係合部材は、前記没入規制部材の移動を案内する案
内部材を備え、前記没入規制部材は、傾斜して形成される傾斜面を備えると共に、前記突
出部材は、前記没入規制部材の傾斜面が当接される被当接部を備え、前記没入規制部材が
前記案内部材に案内され、その傾斜面を前記突出部材の被当接部に当接させつつ、一方向
へ移動されると、前記突出部材が前記対向面上に押し上げられると共に、前記案内部材と
前記被当接面との間に没入規制部材が介在することで、前記突出部材の前記対向面下への
没入が規制されることを特徴とする遊技機Ａ１３。
【０２４６】
　遊技機Ａ１３によれば、遊技機Ａ１２の奏する効果に加え、没入規制部材が突出部材の
被当接部に当接する傾斜面を備えるので、没入規制部材の一方向への移動により、突出部
材の対向面下への没入が規制され場合には、突出部材を対向面上に押し上げた状態とする
ことができる。これにより、主部側被軸支部材の受入部へ突出部材の突出先端をより深く
まで挿入して、その受け入れ量を確保することができる。その結果、主部側被軸支部材の
受入部と外枠側係合部材の突出部材との係合を強固として、外枠側係合部材と主部側被軸
支部材との連結が解除されることを抑制できる。
【０２４７】
　また、このように、没入規制部材の傾斜面を利用して突出部材を対向面上へ押し上げる
構造とすることで、没入規制部材を案内部材の案内に沿って一方向へ移動させるのみで、
かかる没入規制部材を案内部材と突出部材との間に介在させることができる。よって、例
えば、没入規制部材を一方向へ移動させる動作と同時に突出部材を持ち上げておく動作を
別途行う必要がなく、その分、作業性の向上を図ることができる。
【０２４８】
　遊技機Ａ１０から遊技機Ａ１３において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前
記平坦面から立設される立設壁と、その立設壁の立設先端から前記遊技機主部側へ向けて
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前記平坦面と略平行に延設される延設壁とを備え、前記遊技機主部に配設される主部側被
軸支部材は、その受入部に前記外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた場合に、前記
外枠側係合部材の平坦面および延設壁の対向面間に挟持される被挟持部を備えることを特
徴とする遊技機Ａ１４。
【０２４９】
　遊技機Ａ１４によれば、遊技機Ａ１０からＡ１３の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられると、外枠側係合部材の平坦面お
よび延設壁の対向面間に、主部側被軸支部材の被挟持部が挟持されるので、外枠側係合部
材に対して主部側被軸支部材が平坦面の面直方向（即ち、突出部材の出没方向）へ移動す
ることを規制することができる。これにより、外枠側係合部材と主部側軸支部材との間の
連結を確実として、外枠に対し、遊技機主部を、より強固に連結できる。
【０２５０】
　この場合、外枠側係合部材の延設壁は、立設壁の立設先端から遊技機主部側へ向けて延
設されるので、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の平坦面に沿って移動させる動作のみ
で、主部側被軸支部材の被挟持部を外枠側係合部材の平坦面および延設壁との対向面間に
挟持させることができる。また、その主部側被軸支部材の移動は、外枠側係合部材の立設
壁によって規制する（位置決めする）ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付
ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０２５１】
　遊技機Ａ１０からＡ１４において、前記外枠に配設される外枠側連結部材と前記遊技機
主部に配設される主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、前記外枠側係合部材の突
出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、前記主部
側被軸支部材を載置可能な領域が前記外枠側係合部材の平坦面に形成されることを特徴と
する遊技機Ａ１５。
【０２５２】
　遊技機Ａ１５によれば、遊技機Ａ１０からＡ１４の奏する効果に加え、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、主部側被
軸支部材を載置可能な領域が外枠側係合部材の平坦面に形成されるので、遊技機主部を外
枠に組み付ける際には、まず、遊技機主部の主部側被軸支部を、外枠側係合部材の平坦面
における上記領域に載置（仮置き）し、その後、主部側被軸支部を外枠側係合部材の平坦
面に沿って移動させることで、外枠側の外枠側連結部材に対する遊技機主部側の主部側連
結部材の連結と、外枠側係合部材の突出部材の主部側被軸支部材の受入部への受け入れと
をそれぞれ行うことができる。即ち、作業者は、上記連結および受け入れの作業を行う際
に、その作業を、遊技機主部の重量を支持しつつ行う必要がない。よって、外枠に対して
遊技機主部を組み付ける作業の作業性の向上を図ることができる。
【０２５３】
　遊技機Ａ１からＡ１５において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技
機主部に配設される主部側連結部材の一方は、軸状の連結軸部を備え、前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材または前記遊技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、前記連
結軸部を回動可能に軸支する軸支部と、その軸支部に連通し前記連結軸部を前記軸支部ま
で案内する案内溝部とを備えることを特徴とする遊技機Ａ１６。
【０２５４】
　遊技機Ａ１６によれば、遊技機Ａ１からＡ１５の奏する効果に加え、連結軸部を回動可
能に軸支する軸支部には、連結軸部を案内する案内溝部が連通されているので、連結軸部
を案内溝部に沿って移動させることで、連結軸部を軸支部に軸支させ、外枠側の外枠側連
結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。よって、遊技機主部
を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０２５５】
　遊技機Ａ１６において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
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配設される主部側連結部材の他方は、前記案内溝部へ出没可能に形成され前記案内溝部に
突出することで、前記軸支部に軸支された連結軸部が前記案内溝部を通過することを規制
する通過規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ａ１７。
【０２５６】
　遊技機Ａ１７によれば、遊技機Ａ１６の奏する効果に加え、外枠側の外枠側連結部材ま
たは遊技機主部側の主部側連結部材の他方は、案内溝部へ出没可能に形成される通過規制
部材を備え、その通過規制部材を案内溝部に突出させることで、軸支部に軸支された連結
軸部が案内溝部を通過することを規制することができる。即ち、連結軸部が軸支部から脱
落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結が解除される
ことを抑制することができる。
【０２５７】
　遊技機Ａ１７において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の一方は、前記外枠に対して前記遊技機主部が閉じられた状態
では、前記通過規制部材を被覆すると共に、前記外枠に対して前記遊技機主部が開放され
た状態では、前記通過規制部材を露出させる被覆部材を備えることを特徴とする遊技機Ａ
１８。
【０２５８】
　遊技機Ａ１８によれば、遊技機Ａ１７の奏する効果に加え、外枠に対して遊技機主部が
閉じられた状態では、被覆部材により通過規制部材が被覆されるので、通過規制部材が操
作されることを困難とできる。よって、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側
連結部材との連結が不正に解除されることを抑制することができる。一方で、外枠に対し
て遊技機主部が開放された状態では、通過規制部材が露出されるので、通過規制部材を操
作可能とできる。よって、連結軸部が案内溝部を通過可能な状態として、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を行うことができる。
【０２５９】
　遊技機Ａ１７又はＡ１８において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊
技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、少なくとも、前記連結軸部が前記案内溝
部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退された場合に、その通過規制部材を保持
する規制部材保持手段を備えることを特徴とする遊技機Ａ１９。
【０２６０】
　遊技機Ａ１９によれば、遊技機Ａ１７又はＡ１８の奏する効果に加え、少なくとも、連
結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退された場合に、その通過規制
部材を保持する規制部材保持手段を備えるので、通過規制部材による規制を解除し、連結
軸部が案内溝部を通過可能（即ち、連結軸部を抜き取り可能）な状態を形成し且つその状
態を維持することができる。よって、作業者は、通過規制部材を後退した状態に保持しつ
つ、連結溝部を軸支部から抜き取るという煩雑な作業を行う必要がない。その結果、外枠
側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を容易とすることが
できる。
【０２６１】
　遊技機Ａ１９において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記通過規制部材を前記案内溝部に突出する方向へ
付勢する規制付勢部材を備え、前記通過規制部材は、前記案内溝部に突出する部分に傾斜
して形成される傾斜面を備え、前記連結軸部が前記傾斜面を押圧することで、前記連結軸
部が前記案内溝部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退される一方、前記規制部
材保持手段により保持可能な位置には前記通過規制部材が達しないことを特徴とする遊技
機Ａ２０。
【０２６２】
　遊技機Ａ２０によれば、遊技機Ａ１９の奏する効果に加え、連結軸部が傾斜面を押圧す
ることで、連結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退されるので、連
結軸部を案内溝部に沿って押し込むことで、かかる連結軸部を軸支部に到達させ、外枠側
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の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。この場合
、通過規制部材は、規制部材保持手段により保持可能な位置には達しないので、規制付勢
部材の付勢力により、通過規制部材を案内溝部に突出する位置へ復帰（前進）させること
ができる。その結果、連結軸部が軸支部から脱落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機
主部側の主部側連結部材との連結が解除されることを抑制することができる。
【０２６３】
　外枠と、その外枠に連結装置を介して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えた遊
技機において、前記連結装置は、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部
側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その
主部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を少な
くとも備え、前記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と前記外枠に配設される外枠
側係合部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成されることを特徴とする遊
技機Ｂ１。
【０２６４】
　遊技機Ｂ１によれば、外枠に配設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設され
る主部側被軸支部材を連結させることで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して
開閉可能に連結することができる。一方、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連
結を解除することで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２６５】
　これにより、外枠をホールの島の木枠に残したまま、遊技機主部を取り外すことができ
るので、遊技機の入れ替えを行う際には、ホールの島の木枠に残された外枠を利用して、
別の遊技機主部を設置することができる。その結果、傾斜角度の調整を不要として、入れ
替えに要する工数を低減することができる。
【０２６６】
　この場合、遊技機主部の設計時、主部側軸部材については、外枠との関係を考慮する必
要がないので、その設計の自由度を高めることができる。即ち、主部側軸部材は、主部側
被軸支部材を、外枠に配設される外枠側係合部材に対して連結可能な構造とすれば足り、
主部側軸部材を、外枠（外枠側係合部材）との関係で設計する必要がない。よって、主部
側軸部材の設計の自由度を確保できる。
【０２６７】
　ここで、外枠と比較して、遊技機主部は比較的重量が嵩むところ、遊技機の入れ替えを
行う際には、作業者は、この比較的重量が嵩む遊技機主部を、ホールの島の木枠に残され
た外枠に対して組み付ける必要がある。さらにその組み付け作業では、外枠に配設される
外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させる必要があ
る。そのため、作業者にとって、外枠係合部材と主部側被軸支部材との連結に複雑な動作
が必要であると、その連結動作を、比較重量が嵩む遊技機主部を支持しながら行うことが
困難となり、遊技機主部を外枠に組み付けることができないおそれがある。これに対し、
遊技機Ｂ１によれば、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と外枠に配設される外枠
側係合部材とが、直線方向への相対移動により連結可能とされるので、かかる連結動作を
簡素とすることができ、その結果、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図
ることができる。
【０２６８】
　遊技機Ｂ１において、前記連結装置は、前記外枠に配設される外枠側連結部材と、その
外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連結時には前記外枠側連結部材に対して相
対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と、を更に備え、前記
遊技機主部に配設される主部側連結部材と前記外枠に配設される外枠側連結部材とが、直
線方向への相対移動により連結可能に形成され、その主部側連結部材を外枠側連結部材に
連結させる際の直線方向が、前記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を、前記外枠
に配設される外枠側係合部材に連結させる際の前記直線方向と平行とされることを特徴と
する遊技機Ｂ２。
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【０２６９】
　遊技機Ｂ２によれば、遊技機Ｂ１の奏する効果に加え、外枠に配設される外枠側連結部
材に対し、遊技機主部に配設される主部側連結部材を連結させる共に、外枠に配設される
外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させることで、
外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して開閉可能に連結することができる。即ち、
連結装置は外枠と遊技機主部とを２ヶ所で連結するので、これら外枠と遊技機主部とを安
定した状態で連結することができる。一方、外枠側連結部材と主部側連結部材との間の連
結、及び、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連結をそれぞれ解除することで、
外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２７０】
　この場合、遊技機主部に配設される主部側連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部
材に連結する際の直線方向と、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設
される外枠側連結部材に連結する際の直線方向とが平行とされるので、遊技機主部を外枠
に直線方向へ移動させる動作のみで連結することができる。よって、主部側連結部材およ
び外枠側連結部材を更に備える場合であっても、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業
性の向上を図ることができる。
【０２７１】
　遊技機Ｂ１又はＢ２において、前記直線方向は、前記外枠の枠面に対して垂直な方向で
あることを特徴とする遊技機Ｂ３。
【０２７２】
　遊技機Ｂ３によれば、遊技機Ｂ１又はＢ２の奏する効果に加え、遊技機主部に配設され
る主部側連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向、及び、
遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結す
る際の直線方向が、外枠の枠面に対して垂直な方向とされるので、遊技機主部を外枠に対
し正面に配置し、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技機主部を外枠に
組み付けることができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図
ることができる。
【０２７３】
　遊技機Ｂ１からＢ３において、前記主部側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可
能に軸支される主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形成
されると共に前記遊技機主部の底面に平行な平板形状に形成されることを特徴とする遊技
機Ｂ４。
【０２７４】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技機Ｂ１からＢ３のいずれかの奏する効果に加え、前記主部側
被軸支部材は、一端側が主部側軸部材に軸支された長尺の平板形状に形成されるので、か
かる主部側被軸支部材を遊技機主部に対して相対回動させ、開いた状態とする（即ち、両
者をく字状に配置する）ことで、遊技機主部を単独で（即ち、外枠から分離した状態であ
っても）自立させることができる。特に、主部側被軸支部材の平板形状は、遊技機主部の
底面に平行とされるので、その分、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させ
ることができる。さらに、このように主部側被軸支部材の平板形状が、遊技機主部の底面
に平行とされることで、複数の遊技機主部を自立させる際に、１の主部側被軸支部材に他
の主部側被軸支部材を重ねることができるので、複数の遊技機主部を自立させる際の収納
効率の向上を図ることができる。
【０２７５】
　遊技機Ｂ４において、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に軸支される一端側
とその反対側となる他端側との間を結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成
されると共に他方の縁部が平板形状に形成され、前記主部側被軸支部材が前記遊技機主部
に対して開いた状態となった場合に、前記折り返されて形成された一方の縁部が前記遊技
機主部と反対側に位置すると共に、前記平板形状に形成された他方の縁部が前記遊技機主
部側に位置することを特徴とする遊技機Ｂ５。
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【０２７６】
　遊技機Ｂ５によれば、遊技機Ｂ４の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一端側と他
端側とを結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成されるので、その分、主部
側被軸支部材の剛性を高めることができる。即ち、主部側被軸支部材が遊技機主部に対し
て開いた状態（く字状の配置）とされる場合に、遊技機主部を強固に支持することができ
るので、遊技機主部の自立を安定化させることができる。
【０２７７】
　一方で、主部側被軸支部材の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材に他の
主部側被軸支部材を重ねて、複数の遊技機主部を自立させる際に、折り返された縁部に乗
り上げることで、遊技機主部が傾斜して、自立が不安定となる。これに対し、本遊技機に
よれば、主部側軸支部材は、遊技機主部を自立させた状態において、遊技機主部側に位置
する他方の縁部が平板形状に形成される。よって、折り返されて形成される一方の縁部を
避け、他方の縁部の上に他の主部側被軸支部材を順に重ねていくことができる。よって、
遊技機主部の傾斜を抑制して、安定的に自立させることができる。
【０２７８】
　遊技機Ｂ５において、前記主部側被軸支部材の一方の縁部は、上面側へ向けて折り返さ
れて形成されることを特徴とする遊技機Ｂ６。
【０２７９】
　遊技機Ｂ６によれば、遊技機Ｂ５の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一方の縁部
は、上面側へ向けて折り返されて形成されるので、主部側被軸支部材の底面を平坦面形状
とすることができる。よって、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させるこ
とができる。
【０２８０】
　遊技機Ｂ４から遊技機Ｂ６のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材と前記遊技機主
部との間に介在し、前記主部側被軸支部材を、前記主部側軸部材を回動中心として相対回
動させ、前記遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢する回動付勢部材を備える
ことを特徴とする遊技機Ｂ７。
【０２８１】
　遊技機Ｂ７によれば、遊技機Ｂ４からＢ６のいずれかの奏する効果に加え、主部側被軸
支部材が回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので
、主部側被軸支部材を遊技機主部に対して開いた状態（く字状に配置）に維持して、遊技
機主部の自立を安定化させることができる。即ち、遊技機主部の自立時に主部側被軸支部
材が不用意に閉じられて、遊技機主部の自立が不安定化することを抑制できる。
【０２８２】
　また、外枠に配設される外枠側係合部材と遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と
の連結により、外枠に対して遊技機主部が開閉可能に配設された状態では、回動付勢部材
の付勢力を、遊技機主部を開放させる方向への力として利用することができる。よって、
遊技機主部の重量が重い場合であっても、その遊技機主部を作業者が開放する操作を容易
とすることができる。
【０２８３】
　遊技機Ｂ４からＢ７のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材が、前記主部側軸部材
を回動中心として前記遊技機主部に対して相対回動され、前記遊技機主部の底面側に配設
された場合に、その主部側被軸支部材を保持する主部側保持部材を備えることを特徴とす
る遊技機Ｂ８。
【０２８４】
　遊技機Ｂ８によれば、遊技機Ｂ４からＢ７のいずれかの奏する効果に加え、主部側保持
部材により主部側被軸支部材を遊技機主部の底面側に保持することができるので、遊技機
主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材
は、回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されているとこ
ろ、これを主部側保持部材により遊技機主部の底面側に保持する（閉じた状態に保持する
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）ことができれば、作業者は、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材を閉じた
状態に保持しつつ、遊技機主部を外枠に組み付けるという煩雑な作業を行う必要がなく、
遊技機主部を外枠に組み付ける作業のみに集中することができる。
【０２８５】
　遊技機Ｂ８において、前記遊技機主部を前記外枠に対して施錠する施錠装置を備えると
共に、前記施錠装置が前記主部側保持部材を備え、前記施錠装置の操作により前記遊技機
主部の外枠に対する施錠が解除される場合に、その操作に連動して、前記主部側保持部材
による前記主部側被軸支部材の保持が解除されることを特徴とする遊技機Ｂ９。
【０２８６】
　遊技機Ｂ９によれば、遊技機Ｂ８の奏する効果に加え、施錠装置が主部側保持部材を備
え、施錠装置の操作に連動して、主部側保持部材による主部側被軸支部材の保持を解除で
きるので、遊技機主部を外枠に組み付ける際には、主部側被軸支部材を主部側保持部材に
より保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、施錠装置による施
錠を解除するのみで、外枠に対して遊技機主部を開放させることができる。即ち、施錠装
置を解除する一の操作のみで、遊技機主部の外枠に対する施錠の解除と、主部側被軸支部
材の主部側保持部材による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０２８７】
　遊技機Ｂ０からＢ９において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前記主部側被
軸支部材に対向配置される対向面と、その対向面から出没可能に突出する突出部材と、そ
の突出部材を前記対向面から突出する方向へ付勢する出没付勢部材とを備え、前記遊技機
主部に配設される主部側被軸支部材は、前記外枠側係合部材の対向面に対向配置された場
合に、その対向面から突出される前記突出部材を受け入れる受入部を備え、前記外枠側係
合部材の突出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられることで、前記外枠側
係合部材に対し前記主部側被軸支部材が連結されることを特徴とする遊技機Ｂ１０。
【０２８８】
　遊技機Ｂ１０によれば、遊技機Ｂ０からＢ９のいずれかの奏する効果に加え、主部側被
軸支部材を外枠側係合部材の対向面に対向配置させ、その外枠側係合部材の対向面から突
出される突出部材を、主部側被軸支部材の受入部に受け入れさせることで、外枠側係合部
材に対し主部側被軸支部材を連結させることができるので、遊技機主部を外枠に組み付け
る作業の作業性の向上を図ることができる。
【０２８９】
　遊技機Ｂ１０において、前記外枠側係合部材の突出部材は、突出先端部分が先細形状に
形成されると共にその突出先端部分を前記対向面下に没入可能に形成され、前記突出先端
部分のみが前記対向面から突出する位置に前記出没付勢部材の付勢力により保持されるこ
とを特徴とする遊技機Ｂ１１。
【０２９０】
　遊技機Ｂ１１によれば、遊技機Ｂ１０の奏する効果に加え、外枠側係合部材の突出部材
は、先細形状に形成された突出先端部分のみが対向面から突出されるので、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材が外枠側係合部材の対向面上をスライド移動され、突出部材
に当接した際に、引っ掛かりを抑制して、突出部材を対向面下により確実に没入させるこ
とができる。
【０２９１】
　遊技機Ｂ１０又はＢ１１において、前記外枠側係合部材は、前記突出部材が前記主部側
被軸支部材の受入部に受け入れられた状態で、前記突出部材に当接してその突出部材の前
記対向面下への没入を規制する没入規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｂ１２。
【０２９２】
　遊技機Ｂ１２によれば、遊技機Ｂ１０又はＢ１１の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が対向面下へ没入することを没入規制部材により規制できるので、主部側被軸
支部材の受入部に外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた状態を維持して、外枠側係
合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されることを抑制できる。この場合、外枠側係
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合部材の突出部材の突出先端部分のみが対向面から突出される場合には、突出部材が主部
側被軸支部材の受入部に受け入れられた後に、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の対向
面上でスライド移動させることで、突出部材を対向面下により没入させることができ、そ
の結果、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されてしまうので、没入規制
部材により突出部材の没入を規制する本構造が特に有効となる。
【０２９３】
　遊技機Ｂ１２において、前記外枠側係合部材は、前記没入規制部材の移動を案内する案
内部材を備え、前記没入規制部材は、傾斜して形成される傾斜面を備えると共に、前記突
出部材は、前記没入規制部材の傾斜面が当接される被当接部を備え、前記没入規制部材が
前記案内部材に案内され、その傾斜面を前記突出部材の被当接部に当接させつつ、一方向
へ移動されると、前記突出部材が前記対向面上に押し上げられると共に、前記案内部材と
前記被当接面との間に没入規制部材が介在することで、前記突出部材の前記対向面下への
没入が規制されることを特徴とする遊技機Ｂ１３。
【０２９４】
　遊技機Ｂ１３によれば、遊技機Ｂ１２の奏する効果に加え、没入規制部材が突出部材の
被当接部に当接する傾斜面を備えるので、没入規制部材の一方向への移動により、突出部
材の対向面下への没入が規制され場合には、突出部材を対向面上に押し上げた状態とする
ことができる。これにより、主部側被軸支部材の受入部へ突出部材の突出先端をより深く
まで挿入して、その受け入れ量を確保することができる。その結果、主部側被軸支部材の
受入部と外枠側係合部材の突出部材との係合を強固として、外枠側係合部材と主部側被軸
支部材との連結が解除されることを抑制できる。
【０２９５】
　また、このように、没入規制部材の傾斜面を利用して突出部材を対向面上へ押し上げる
構造とすることで、没入規制部材を案内部材の案内に沿って一方向へ移動させるのみで、
かかる没入規制部材を案内部材と突出部材との間に介在させることができる。よって、例
えば、没入規制部材を一方向へ移動させる動作と同時に突出部材を持ち上げておく動作を
別途行う必要がなく、その分、作業性の向上を図ることができる。
【０２９６】
　遊技機Ｂ１０から遊技機Ｂ１３において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前
記平坦面から立設される立設壁と、その立設壁の立設先端から前記遊技機主部側へ向けて
前記平坦面と略平行に延設される延設壁とを備え、前記遊技機主部に配設される主部側被
軸支部材は、その受入部に前記外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた場合に、前記
外枠側係合部材の平坦面および延設壁の対向面間に挟持される被挟持部を備えることを特
徴とする遊技機Ｂ１４。
【０２９７】
　遊技機Ｂ１４によれば、遊技機Ｂ１０からＢ１３の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられると、外枠側係合部材の平坦面お
よび延設壁の対向面間に、主部側被軸支部材の被挟持部が挟持されるので、外枠側係合部
材に対して主部側被軸支部材が平坦面の面直方向（即ち、突出部材の出没方向）へ移動す
ることを規制することができる。これにより、外枠側係合部材と主部側軸支部材との間の
連結を確実として、外枠に対し、遊技機主部を、より強固に連結できる。
【０２９８】
　この場合、外枠側係合部材の延設壁は、立設壁の立設先端から遊技機主部側へ向けて延
設されるので、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の平坦面に沿って移動させる動作のみ
で、主部側被軸支部材の被挟持部を外枠側係合部材の平坦面および延設壁との対向面間に
挟持させることができる。また、その主部側被軸支部材の移動は、外枠側係合部材の立設
壁によって規制する（位置決めする）ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付
ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０２９９】
　遊技機Ｂ１０からＢ１４において、前記外枠に配設される外枠側連結部材と前記遊技機
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主部に配設される主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、前記外枠側係合部材の突
出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、前記主部
側被軸支部材を載置可能な領域が前記外枠側係合部材の平坦面に形成されることを特徴と
する遊技機Ｂ１５。
【０３００】
　遊技機Ｂ１５によれば、遊技機Ｂ１０からＢ１４の奏する効果に加え、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、主部側被
軸支部材を載置可能な領域が外枠側係合部材の平坦面に形成されるので、遊技機主部を外
枠に組み付ける際には、まず、遊技機主部の主部側被軸支部を、外枠側係合部材の平坦面
における上記領域に載置（仮置き）し、その後、主部側被軸支部を外枠側係合部材の平坦
面に沿って移動させることで、外枠側の外枠側連結部材に対する遊技機主部側の主部側連
結部材の連結と、外枠側係合部材の突出部材の主部側被軸支部材の受入部への受け入れと
をそれぞれ行うことができる。即ち、作業者は、上記連結および受け入れの作業を行う際
に、その作業を、遊技機主部の重量を支持しつつ行う必要がない。よって、外枠に対して
遊技機主部を組み付ける作業の作業性の向上を図ることができる。
【０３０１】
　遊技機Ｂ２からＢ１５において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技
機主部に配設される主部側連結部材の一方は、軸状の連結軸部を備え、前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材または前記遊技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、前記連
結軸部を回動可能に軸支する軸支部と、その軸支部に連通し前記連結軸部を前記軸支部ま
で案内する案内溝部とを備えることを特徴とする遊技機Ｂ１６。
【０３０２】
　遊技機Ｂ１６によれば、遊技機Ｂ２からＢ１５の奏する効果に加え、連結軸部を回動可
能に軸支する軸支部には、連結軸部を案内する案内溝部が連通されているので、連結軸部
を案内溝部に沿って移動させることで、連結軸部を軸支部に軸支させ、外枠側の外枠側連
結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。よって、遊技機主部
を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０３０３】
　遊技機Ｂ１６において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記案内溝部へ出没可能に形成され前記案内溝部に
突出することで、前記軸支部に軸支された連結軸部が前記案内溝部を通過することを規制
する通過規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｂ１７。
【０３０４】
　遊技機Ｂ１７によれば、遊技機Ｂ１６の奏する効果に加え、外枠側の外枠側連結部材ま
たは遊技機主部側の主部側連結部材の他方は、案内溝部へ出没可能に形成される通過規制
部材を備え、その通過規制部材を案内溝部に突出させることで、軸支部に軸支された連結
軸部が案内溝部を通過することを規制することができる。即ち、連結軸部が軸支部から脱
落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結が解除される
ことを抑制することができる。
【０３０５】
　遊技機Ｂ１７において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の一方は、前記外枠に対して前記遊技機主部が閉じられた状態
では、前記通過規制部材を被覆すると共に、前記外枠に対して前記遊技機主部が開放され
た状態では、前記通過規制部材を露出させる被覆部材を備えることを特徴とする遊技機Ｂ
１８。
【０３０６】
　遊技機Ｂ１８によれば、遊技機Ｂ１７の奏する効果に加え、外枠に対して遊技機主部が
閉じられた状態では、被覆部材により通過規制部材が被覆されるので、通過規制部材が操
作されることを困難とできる。よって、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側
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連結部材との連結が不正に解除されることを抑制することができる。一方で、外枠に対し
て遊技機主部が開放された状態では、通過規制部材が露出されるので、通過規制部材を操
作可能とできる。よって、連結軸部が案内溝部を通過可能な状態として、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を行うことができる。
【０３０７】
　遊技機Ｂ１７又はＢ１８において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊
技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、少なくとも、前記連結軸部が前記案内溝
部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退された場合に、その通過規制部材を保持
する規制部材保持手段を備えることを特徴とする遊技機Ｂ１９。
【０３０８】
　遊技機Ｂ１９によれば、遊技機Ｂ１７又はＢ１８の奏する効果に加え、少なくとも、連
結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退された場合に、その通過規制
部材を保持する規制部材保持手段を備えるので、通過規制部材による規制を解除し、連結
軸部が案内溝部を通過可能（即ち、連結軸部を抜き取り可能）な状態を形成し且つその状
態を維持することができる。よって、作業者は、通過規制部材を後退した状態に保持しつ
つ、連結溝部を軸支部から抜き取るという煩雑な作業を行う必要がない。その結果、外枠
側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を容易とすることが
できる。
【０３０９】
　遊技機Ｂ１９において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記通過規制部材を前記案内溝部に突出する方向へ
付勢する規制付勢部材を備え、前記通過規制部材は、前記案内溝部に突出する部分に傾斜
して形成される傾斜面を備え、前記連結軸部が前記傾斜面を押圧することで、前記連結軸
部が前記案内溝部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退される一方、前記規制部
材保持手段により保持可能な位置には前記通過規制部材が達しないことを特徴とする遊技
機Ｂ２０。
【０３１０】
　遊技機Ｂ２０によれば、遊技機Ｂ１９の奏する効果に加え、連結軸部が傾斜面を押圧す
ることで、連結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退されるので、連
結軸部を案内溝部に沿って押し込むことで、かかる連結軸部を軸支部に到達させ、外枠側
の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。この場合
、通過規制部材は、規制部材保持手段により保持可能な位置には達しないので、規制付勢
部材の付勢力により、通過規制部材を案内溝部に突出する位置へ復帰（前進）させること
ができる。その結果、連結軸部が軸支部から脱落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機
主部側の主部側連結部材との連結が解除されることを抑制することができる。
【０３１１】
　外枠と、その外枠に連結装置を介して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えた遊
技機において、前記連結装置は、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部
側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その
主部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を少な
くとも備え、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形
成されることを特徴とする遊技機Ｃ０。
【０３１２】
　遊技機Ｃ０によれば、外枠に配設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設され
る主部側被軸支部材を連結させることで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して
開閉可能に連結することができる。一方、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連
結を解除することで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０３１３】
　これにより、外枠をホールの島の木枠に残したまま、遊技機主部を取り外すことができ
るので、遊技機の入れ替えを行う際には、ホールの島の木枠に残された外枠を利用して、
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別の遊技機主部を設置することができる。その結果、傾斜角度の調整を不要として、入れ
替えに要する工数を低減することができる。
【０３１４】
　この場合、遊技機主部の設計時、主部側軸部材については、外枠との関係を考慮する必
要がないので、その設計の自由度を高めることができる。即ち、主部側軸部材は、主部側
被軸支部材を、外枠に配設される外枠側係合部材に対して連結可能な構造とすれば足り、
主部側軸部材を、外枠（外枠側係合部材）との関係で設計する必要がない。よって、主部
側軸部材の設計の自由度を確保できる。
【０３１５】
　ここで、従来の遊技機は、外枠の底面が比較的面積を有する平坦面として形成され、そ
の外枠の底面を利用することで、遊技機が自立可能に形成された。一方、従来の遊技機で
は、遊技機主部の自立については考慮されていない。そのため、外枠から遊技機主部を取
り外し可能に形成した場合には、取り外した遊技機主部は、横倒しとする必要がある。こ
れに対し、遊技機Ｃ０によれば、主部側被軸支部材が、一端側が主部側軸部材に軸支され
た長尺の平板形状に形成されるので、かかる主部側被軸支部材を遊技機主部に対して相対
回動させ、開いた状態とする（即ち、両者をく字状に配置する）ことで、遊技機主部を単
独で（即ち、外枠から分離した状態であっても）自立させることができる。
【０３１６】
　遊技機ＣＯにおいて、前記主部側被軸支部材は、前記遊技機主部の底面に平行な平板形
状に形成されることを特徴とする遊技機Ｃ１。
【０３１７】
　遊技機Ｃ１によれば、遊技機Ｃ０の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の平板形状が
、遊技機主部の底面に平行とされるので、その分、接地面積を確保して、遊技機主部の自
立を安定化させることができる。また、このように主部側被軸支部材の平板形状が、遊技
機主部の底面に平行とされることで、複数の遊技機主部を自立させる際に、１の主部側被
軸支部材に他の主部側被軸支部材を重ねることができるので、複数の遊技機主部を自立さ
せる際の収納効率の向上を図ることができる。さらに、主部側被軸支部材が、遊技機主部
の底面に平行は平板形状とされることで、遊技機主部を外枠に閉じた状態とした際に、遊
技機主部に制御基板などの部品を配設するスペースを効率的に確保することができる。
【０３１８】
　遊技機Ｃ０又はＣ１において、前記連結装置は、前記外枠に配設される外枠側連結部材
と、その外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連結時には前記外枠側連結部材に
対して相対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と、を更に備
えることを特徴とする遊技機Ｃ２。
【０３１９】
　遊技機Ｃ２によれば、遊技機Ｃ０又はＣ１の奏する効果に加え、外枠に配設される外枠
側連結部材に対し、遊技機主部に配設される主部側連結部材を連結させる共に、外枠に配
設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させる
ことで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して開閉可能に連結することができる
。即ち、連結装置は外枠と遊技機主部とを２ヶ所で連結するので、これら外枠と遊技機主
部とを安定した状態で連結することができる。一方、外枠側連結部材と主部側連結部材と
の間の連結、及び、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連結をそれぞれ解除する
ことで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０３２０】
　遊技機Ｃ２において、前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成されると共に、前
記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と前記外枠に配設される外枠側係合部材とが
、直線方向への相対移動により連結可能に形成され、それら両直線方向が平行とされるこ
とを特徴とする遊技機Ｃ３。
【０３２１】
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　遊技機Ｃ３によれば、遊技機Ｃ２の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向と、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方
向とが平行とされるので、遊技機主部を外枠に直線方向へ移動させる動作のみで連結する
ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることがで
きる。
【０３２２】
　遊技機Ｃ３において、前記直線方向は、前記外枠の枠面に対して垂直な方向であること
を特徴とする遊技機Ｃ４。
【０３２３】
　遊技機Ｃ４によれば、遊技機Ｃ３の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向、及び、遊技機主
部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直
線方向が、外枠の枠面に対して垂直な方向とされるので、遊技機主部を外枠に対し正面に
配置し、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技機主部を外枠に組み付け
ることができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることが
できる。
【０３２４】
　遊技機Ｃ０からＣ４において、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に軸支され
る一端側とその反対側となる他端側との間を結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返さ
れて形成されると共に他方の縁部が平板形状に形成され、前記主部側被軸支部材が前記遊
技機主部に対して開いた状態となった場合に、前記折り返されて形成された一方の縁部が
前記遊技機主部と反対側に位置すると共に、前記平板形状に形成された他方の縁部が前記
遊技機主部側に位置することを特徴とする遊技機Ｃ５。
【０３２５】
　遊技機Ｃ５によれば、遊技機Ｃ０からＣ４の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一
端側と他端側とを結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成されるので、その
分、主部側被軸支部材の剛性を高めることができる。即ち、主部側被軸支部材が遊技機主
部に対して開いた状態（く字状の配置）とされる場合に、遊技機主部を強固に支持するこ
とができるので、遊技機主部の自立を安定化させることができる。
【０３２６】
　一方で、主部側被軸支部材の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材に他の
主部側被軸支部材を重ねて、複数の遊技機主部を自立させる際に、折り返された縁部に乗
り上げることで、遊技機主部が傾斜して、自立が不安定となる。これに対し、本遊技機に
よれば、主部側軸支部材は、遊技機主部を自立させた状態において、遊技機主部側に位置
する他方の縁部が平板形状に形成される。よって、折り返されて形成される一方の縁部を
避け、他方の縁部の上に他の主部側被軸支部材を順に重ねていくことができる。よって、
遊技機主部の傾斜を抑制して、安定的に自立させることができる。
【０３２７】
　遊技機Ｃ５において、前記主部側被軸支部材の一方の縁部は、上面側へ向けて折り返さ
れて形成されることを特徴とする遊技機Ｃ６。
【０３２８】
　遊技機Ｃ６によれば、遊技機Ｃ５の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一方の縁部
は、上面側へ向けて折り返されて形成されるので、主部側被軸支部材の底面を平坦面形状
とすることができる。よって、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させるこ
とができる。
【０３２９】
　遊技機Ｃ０から遊技機Ｃ６のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材と前記遊技機主
部との間に介在し、前記主部側被軸支部材を、前記主部側軸部材を回動中心として相対回
動させ、前記遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢する回動付勢部材を備える
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ことを特徴とする遊技機Ｃ７。
【０３３０】
　遊技機Ｃ７によれば、遊技機Ｃ０からＣ６のいずれかの奏する効果に加え、主部側被軸
支部材が回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので
、主部側被軸支部材を遊技機主部に対して開いた状態（く字状に配置）に維持して、遊技
機主部の自立を安定化させることができる。即ち、遊技機主部の自立時に主部側被軸支部
材が不用意に閉じられて、遊技機主部の自立が不安定化することを抑制できる。
【０３３１】
　また、外枠に配設される外枠側係合部材と遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と
の連結により、外枠に対して遊技機主部が開閉可能に配設された状態では、回動付勢部材
の付勢力を、遊技機主部を開放させる方向への力として利用することができる。よって、
遊技機主部の重量が重い場合であっても、その遊技機主部を作業者が開放する操作を容易
とすることができる。
【０３３２】
　遊技機Ｃ０からＣ７のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材が、前記主部側軸部材
を回動中心として前記遊技機主部に対して相対回動され、前記遊技機主部の底面側に配設
された場合に、その主部側被軸支部材を保持する主部側保持部材を備えることを特徴とす
る遊技機Ｃ８。
【０３３３】
　遊技機Ｃ８によれば、遊技機Ｃ０からＣ７のいずれかの奏する効果に加え、主部側保持
部材により主部側被軸支部材を遊技機主部の底面側に保持することができるので、遊技機
主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材
は、回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されているとこ
ろ、これを主部側保持部材により遊技機主部の底面側に保持する（閉じた状態に保持する
）ことができれば、作業者は、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材を閉じた
状態に保持しつつ、遊技機主部を外枠に組み付けるという煩雑な作業を行う必要がなく、
遊技機主部を外枠に組み付ける作業のみに集中することができる。
【０３３４】
　遊技機Ｃ８において、前記遊技機主部を前記外枠に対して施錠する施錠装置を備えると
共に、前記施錠装置が前記主部側保持部材を備え、前記施錠装置の操作により前記遊技機
主部の外枠に対する施錠が解除される場合に、その操作に連動して、前記主部側保持部材
による前記主部側被軸支部材の保持が解除されることを特徴とする遊技機Ｃ９。
【０３３５】
　遊技機Ｃ９によれば、遊技機Ｃ８の奏する効果に加え、施錠装置が主部側保持部材を備
え、施錠装置の操作に連動して、主部側保持部材による主部側被軸支部材の保持を解除で
きるので、遊技機主部を外枠に組み付ける際には、主部側被軸支部材を主部側保持部材に
より保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、施錠装置による施
錠を解除するのみで、外枠に対して遊技機主部を開放させることができる。即ち、施錠装
置を解除する一の操作のみで、遊技機主部の外枠に対する施錠の解除と、主部側被軸支部
材の主部側保持部材による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０３３６】
　遊技機Ｃ０からＣ９において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前記主部側被
軸支部材に対向配置される対向面と、その対向面から出没可能に突出する突出部材と、そ
の突出部材を前記対向面から突出する方向へ付勢する出没付勢部材とを備え、前記遊技機
主部に配設される主部側被軸支部材は、前記外枠側係合部材の対向面に対向配置された場
合に、その対向面から突出される前記突出部材を受け入れる受入部を備え、前記外枠側係
合部材の突出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられることで、前記外枠側
係合部材に対し前記主部側被軸支部材が連結されることを特徴とする遊技機Ｃ１０。
【０３３７】
　遊技機Ｃ１０によれば、遊技機Ｃ０からＣ９のいずれかの奏する効果に加え、主部側被
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軸支部材を外枠側係合部材の対向面に対向配置させ、その外枠側係合部材の対向面から突
出される突出部材を、主部側被軸支部材の受入部に受け入れさせることで、外枠側係合部
材に対し主部側被軸支部材を連結させることができるので、遊技機主部を外枠に組み付け
る作業の作業性の向上を図ることができる。
【０３３８】
　遊技機Ｃ１０において、前記外枠側係合部材の突出部材は、突出先端部分が先細形状に
形成されると共にその突出先端部分を前記対向面下に没入可能に形成され、前記突出先端
部分のみが前記対向面から突出する位置に前記出没付勢部材の付勢力により保持されるこ
とを特徴とする遊技機Ｃ１１。
【０３３９】
　遊技機Ｃ１１によれば、遊技機Ｃ１０の奏する効果に加え、外枠側係合部材の突出部材
は、先細形状に形成された突出先端部分のみが対向面から突出されるので、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材が外枠側係合部材の対向面上をスライド移動され、突出部材
に当接した際に、引っ掛かりを抑制して、突出部材を対向面下により確実に没入させるこ
とができる。
【０３４０】
　遊技機Ｃ１０又はＣ１１において、前記外枠側係合部材は、前記突出部材が前記主部側
被軸支部材の受入部に受け入れられた状態で、前記突出部材に当接してその突出部材の前
記対向面下への没入を規制する没入規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｃ１２。
【０３４１】
　遊技機Ｃ１２によれば、遊技機Ｃ１０又はＣ１１の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が対向面下へ没入することを没入規制部材により規制できるので、主部側被軸
支部材の受入部に外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた状態を維持して、外枠側係
合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されることを抑制できる。この場合、外枠側係
合部材の突出部材の突出先端部分のみが対向面から突出される場合には、突出部材が主部
側被軸支部材の受入部に受け入れられた後に、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の対向
面上でスライド移動させることで、突出部材を対向面下により没入させることができ、そ
の結果、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されてしまうので、没入規制
部材により突出部材の没入を規制する本構造が特に有効となる。
【０３４２】
　遊技機Ｃ１２において、前記外枠側係合部材は、前記没入規制部材の移動を案内する案
内部材を備え、前記没入規制部材は、傾斜して形成される傾斜面を備えると共に、前記突
出部材は、前記没入規制部材の傾斜面が当接される被当接部を備え、前記没入規制部材が
前記案内部材に案内され、その傾斜面を前記突出部材の被当接部に当接させつつ、一方向
へ移動されると、前記突出部材が前記対向面上に押し上げられると共に、前記案内部材と
前記被当接面との間に没入規制部材が介在することで、前記突出部材の前記対向面下への
没入が規制されることを特徴とする遊技機Ｃ１３。
【０３４３】
　遊技機Ｃ１３によれば、遊技機Ｃ１２の奏する効果に加え、没入規制部材が突出部材の
被当接部に当接する傾斜面を備えるので、没入規制部材の一方向への移動により、突出部
材の対向面下への没入が規制され場合には、突出部材を対向面上に押し上げた状態とする
ことができる。これにより、主部側被軸支部材の受入部へ突出部材の突出先端をより深く
まで挿入して、その受け入れ量を確保することができる。その結果、主部側被軸支部材の
受入部と外枠側係合部材の突出部材との係合を強固として、外枠側係合部材と主部側被軸
支部材との連結が解除されることを抑制できる。
【０３４４】
　また、このように、没入規制部材の傾斜面を利用して突出部材を対向面上へ押し上げる
構造とすることで、没入規制部材を案内部材の案内に沿って一方向へ移動させるのみで、
かかる没入規制部材を案内部材と突出部材との間に介在させることができる。よって、例
えば、没入規制部材を一方向へ移動させる動作と同時に突出部材を持ち上げておく動作を
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別途行う必要がなく、その分、作業性の向上を図ることができる。
【０３４５】
　遊技機Ｃ１０から遊技機Ｃ１３において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前
記平坦面から立設される立設壁と、その立設壁の立設先端から前記遊技機主部側へ向けて
前記平坦面と略平行に延設される延設壁とを備え、前記遊技機主部に配設される主部側被
軸支部材は、その受入部に前記外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた場合に、前記
外枠側係合部材の平坦面および延設壁の対向面間に挟持される被挟持部を備えることを特
徴とする遊技機Ｃ１４。
【０３４６】
　遊技機Ｃ１４によれば、遊技機Ｃ１０からＣ１３の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられると、外枠側係合部材の平坦面お
よび延設壁の対向面間に、主部側被軸支部材の被挟持部が挟持されるので、外枠側係合部
材に対して主部側被軸支部材が平坦面の面直方向（即ち、突出部材の出没方向）へ移動す
ることを規制することができる。これにより、外枠側係合部材と主部側軸支部材との間の
連結を確実として、外枠に対し、遊技機主部を、より強固に連結できる。
【０３４７】
　この場合、外枠側係合部材の延設壁は、立設壁の立設先端から遊技機主部側へ向けて延
設されるので、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の平坦面に沿って移動させる動作のみ
で、主部側被軸支部材の被挟持部を外枠側係合部材の平坦面および延設壁との対向面間に
挟持させることができる。また、その主部側被軸支部材の移動は、外枠側係合部材の立設
壁によって規制する（位置決めする）ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付
ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０３４８】
　遊技機Ｃ１０からＣ１４において、前記外枠に配設される外枠側連結部材と前記遊技機
主部に配設される主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、前記外枠側係合部材の突
出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、前記主部
側被軸支部材を載置可能な領域が前記外枠側係合部材の平坦面に形成されることを特徴と
する遊技機Ｃ１５。
【０３４９】
　遊技機Ｃ１５によれば、遊技機Ｃ１０からＣ１４の奏する効果に加え、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、主部側被
軸支部材を載置可能な領域が外枠側係合部材の平坦面に形成されるので、遊技機主部を外
枠に組み付ける際には、まず、遊技機主部の主部側被軸支部を、外枠側係合部材の平坦面
における上記領域に載置（仮置き）し、その後、主部側被軸支部を外枠側係合部材の平坦
面に沿って移動させることで、外枠側の外枠側連結部材に対する遊技機主部側の主部側連
結部材の連結と、外枠側係合部材の突出部材の主部側被軸支部材の受入部への受け入れと
をそれぞれ行うことができる。即ち、作業者は、上記連結および受け入れの作業を行う際
に、その作業を、遊技機主部の重量を支持しつつ行う必要がない。よって、外枠に対して
遊技機主部を組み付ける作業の作業性の向上を図ることができる。
【０３５０】
　遊技機Ｃ１からＣ１５において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技
機主部に配設される主部側連結部材の一方は、軸状の連結軸部を備え、前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材または前記遊技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、前記連
結軸部を回動可能に軸支する軸支部と、その軸支部に連通し前記連結軸部を前記軸支部ま
で案内する案内溝部とを備えることを特徴とする遊技機Ｃ１６。
【０３５１】
　遊技機Ｃ１６によれば、遊技機Ｃ１からＣ１５の奏する効果に加え、連結軸部を回動可
能に軸支する軸支部には、連結軸部を案内する案内溝部が連通されているので、連結軸部
を案内溝部に沿って移動させることで、連結軸部を軸支部に軸支させ、外枠側の外枠側連
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結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。よって、遊技機主部
を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０３５２】
　遊技機Ｃ１６において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記案内溝部へ出没可能に形成され前記案内溝部に
突出することで、前記軸支部に軸支された連結軸部が前記案内溝部を通過することを規制
する通過規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｃ１７。
【０３５３】
　遊技機Ｃ１７によれば、遊技機Ｃ１６の奏する効果に加え、外枠側の外枠側連結部材ま
たは遊技機主部側の主部側連結部材の他方は、案内溝部へ出没可能に形成される通過規制
部材を備え、その通過規制部材を案内溝部に突出させることで、軸支部に軸支された連結
軸部が案内溝部を通過することを規制することができる。即ち、連結軸部が軸支部から脱
落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結が解除される
ことを抑制することができる。
【０３５４】
　遊技機Ｃ１７において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の一方は、前記外枠に対して前記遊技機主部が閉じられた状態
では、前記通過規制部材を被覆すると共に、前記外枠に対して前記遊技機主部が開放され
た状態では、前記通過規制部材を露出させる被覆部材を備えることを特徴とする遊技機Ｃ
１８。
【０３５５】
　遊技機Ｃ１８によれば、遊技機Ｃ１７の奏する効果に加え、外枠に対して遊技機主部が
閉じられた状態では、被覆部材により通過規制部材が被覆されるので、通過規制部材が操
作されることを困難とできる。よって、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側
連結部材との連結が不正に解除されることを抑制することができる。一方で、外枠に対し
て遊技機主部が開放された状態では、通過規制部材が露出されるので、通過規制部材を操
作可能とできる。よって、連結軸部が案内溝部を通過可能な状態として、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を行うことができる。
【０３５６】
　遊技機Ｃ１７又はＣ１８において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊
技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、少なくとも、前記連結軸部が前記案内溝
部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退された場合に、その通過規制部材を保持
する規制部材保持手段を備えることを特徴とする遊技機Ｃ１９。
【０３５７】
　遊技機Ｃ１９によれば、遊技機Ｃ１７又はＣ１８の奏する効果に加え、少なくとも、連
結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退された場合に、その通過規制
部材を保持する規制部材保持手段を備えるので、通過規制部材による規制を解除し、連結
軸部が案内溝部を通過可能（即ち、連結軸部を抜き取り可能）な状態を形成し且つその状
態を維持することができる。よって、作業者は、通過規制部材を後退した状態に保持しつ
つ、連結溝部を軸支部から抜き取るという煩雑な作業を行う必要がない。その結果、外枠
側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を容易とすることが
できる。
【０３５８】
　遊技機Ｃ１９において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記通過規制部材を前記案内溝部に突出する方向へ
付勢する規制付勢部材を備え、前記通過規制部材は、前記案内溝部に突出する部分に傾斜
して形成される傾斜面を備え、前記連結軸部が前記傾斜面を押圧することで、前記連結軸
部が前記案内溝部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退される一方、前記規制部
材保持手段により保持可能な位置には前記通過規制部材が達しないことを特徴とする遊技
機Ｃ２０。
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【０３５９】
　遊技機Ｃ２０によれば、遊技機Ｃ１９の奏する効果に加え、連結軸部が傾斜面を押圧す
ることで、連結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退されるので、連
結軸部を案内溝部に沿って押し込むことで、かかる連結軸部を軸支部に到達させ、外枠側
の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。この場合
、通過規制部材は、規制部材保持手段により保持可能な位置には達しないので、規制付勢
部材の付勢力により、通過規制部材を案内溝部に突出する位置へ復帰（前進）させること
ができる。その結果、連結軸部が軸支部から脱落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機
主部側の主部側連結部材との連結が解除されることを抑制することができる。
【０３６０】
　遊技機Ａ１からＡ２０、Ｂ１からＢ２０又はＣ１からＣ２０のいずれかにおいて、前記
遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機Ｄ１。中でも、スロットマシンの
基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を
確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因し
て識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して
、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の
確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態
を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコ
イン、メダル等が代表例として挙げられる。
【０３６１】
　遊技機Ａ１からＡ２０、Ｂ１からＢ２０又はＣ１からＣ２０のいずれかにおいて、前記
遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Ｄ２。中でも、パチンコ遊技機の
基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技
領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通
過）することを必要条件として、表示装置において動的表示されている識別情報が所定時
間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内
の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入
賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込ま
れるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【０３６２】
　遊技機Ａ１からＡ２０、Ｂ１からＢ２０又はＣ１からＣ２０のいずれかにおいて、前記
遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊
技機Ｄ３。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識
別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手
段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（
例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別
情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要
条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、
遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の
球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されて
いる遊技機」となる。
【符号の説明】
【０３６３】
１、　　　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
１０，４１０，５１０，６１０，７１０　　外枠
１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　外枠側連結部材
１５ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　延設板（被覆部材）
１５ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　連結軸部
１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　外枠側係合部材
２０，４２０，５２０　　　　　　　　　　遊技機主部
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３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　主部側連結部材
３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　支持軸（主部側軸部材）
３５，２３５，３３５　　　　　　　　　　主部側被軸支部材
ＣＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねじりコイルばね（回動付勢部材）
３６ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　受入穴（受入部）
３３６ａ　　　　　　　　　　　　　　　　受入凹部（受入部）
３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　立設壁（折り返して形成された主部側被軸支
部材の一方の縁部）
５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　案内溝（案内溝部）
６１ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　保持突起（規制部材保持手段の一部）
６２　　　　　　　　　　　　　　　　　　スライド片（通過規制部材）
６２ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　傾斜面
６３　　　　　　　　　　　　　　　　　　コイルばね（規制付勢部材）
７３ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　第１区画壁（案内部材）
７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　突出部材
７６ａ１　　　　　　　　　　　　　　　　先端部（突出部材の突出先端部分）
７６ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　張出部（被当接部）
７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　コイルばね（出没付勢部材）
７８　　　　　　　　　　　　　　　　　　規制板（没入規制部材）
７８ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　傾斜上面（傾斜面）
８１ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　折り返し片（立設壁および延設壁）
ＫＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　施錠装置
ＫＤｂ１　　　　　　　　　　　　　　　　第２係合爪（主部側保持部材）

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月8日(2019.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定枠と、その所定枠に連結装置を介して配設される配設部と、を備えた遊技機におい
て、
　前記連結装置は、
　前記配設部に配設される配設部側軸部材と、
　その配設部側軸部材を介して前記配設部に相対回動可能に軸支される配設部側被軸支部
材と、
　その配設部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記所定枠に配設される枠側係合部材と
、を少なくとも備え、
　その枠側係合部材は、
　前記配設部側被軸支部材に対向配置される対向面と、
　その対向面から出没する方向へ変位可能に構成され前記対向面から前記配設部側被軸支
部材側へ向けて突出する突出部とを備え、
　前記配設部側被軸支部材は、
　前記対向面から突出する前記突出部を受け入れ可能に形成される受入部を備え、
　前記突出部が前記受入部に受け入れられることで、前記枠側係合部材に対し前記配設部
側被軸支部材が係合され、
　前記枠側係合部材は、前記突出部が前記受入部に受け入れられた状態で、前記突出部が
前記対向面に対して前記配設部側被軸支部材の反対側へ没入することを防止可能に構成さ
れる没入防止手段を備え、
　その没入防止手段により前記突出部が前記対向面から突出する状態が維持されることを
特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機のホールへの設置は、ホールの島に設けられた木枠に、釘を用いて固定する方法
が一般的である。具体的には、例えば、遊技機を入れ替える場合、古い遊技機を木枠から
取り外し、新しい遊技機を木枠の所定位置に配置し、傾斜角度を調整した後、その調整し
た傾斜角度を保持しつつ、遊技機の外枠の上板および下板を、木枠の上枠および下枠にそ
れぞれ釘で打ち付けて固定する（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２６００４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、その入れ替えを行う際に、作業者による傾
斜角度の調整がその都度必要となり、また、傾斜角度の調整には熟練した技術が必要であ
るため、工数が嵩むという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技機の入れ
替えを行う際に、その入れ替えに要する工数を低減することができる遊技機を提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、所定枠と、その所定枠に連結装置
を介して配設される配設部と、を備えるものであり、前記連結装置は、前記配設部に配設
される配設部側軸部材と、その配設部側軸部材を介して前記配設部に相対回動可能に軸支
される配設部側被軸支部材と、その配設部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記所定枠
に配設される枠側係合部材と、を少なくとも備え、その枠側係合部材は、前記配設部側被
軸支部材に対向配置される対向面と、その対向面から出没する方向へ変位可能に構成され
前記対向面から前記配設部側被軸支部材側へ向けて突出する突出部とを備え、前記配設部
側被軸支部材は、前記対向面から突出する前記突出部を受け入れ可能に形成される受入部
を備え、前記突出部が前記受入部に受け入れられることで、前記枠側係合部材に対し前記
配設部側被軸支部材が係合され、前記枠側係合部材は、前記突出部が前記受入部に受け入
れられた状態で、前記突出部が前記対向面に対して前記配設部側被軸支部材の反対側へ没
入することを防止可能に構成される没入防止手段を備え、その没入防止手段により前記突
出部が前記対向面から突出する状態が維持される。
【０００７】
【０００８】
【０００９】
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、遊技機の入れ替えを行う際に、その入れ替えに要する工数を低減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パチンコ機の斜視図である。
【図２】外枠と遊技機主部とに分解した状態を示すパチンコ機の分解斜視図である。
【図３】外枠および内枠の斜視図である。
【図４】外枠および内枠の斜視図である。
【図５】外枠および内枠の斜視図である。
【図６】内枠の斜視図である。
【図７】（ａ）は、外枠側連結部材の上面図であり、（ｂ）は、図７（ａ）の矢印ＶＩＩ
ｂ方向視における外枠側連結部材の側面図である。
【図８】（ａ）は、カバー部材の上面図であり、（ｂ）は、図８（ａ）のＶＩＩＩｂ－Ｖ
ＩＩＩｂ線におけるカバー部材の断面図であり、（ｃ）は、図８（ａ）の矢印ＶＩＩＩｃ
方向視におけるカバー部材の正面図である。
【図９】（ａ）は、抜け止め部材の上面図であり、（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ－ＩＸ
ｂ線における抜け止め部材の断面図である。
【図１０】（ａ）から（ｃ）は、連結動作時における外枠側連結部材および主部側連結部
材の上面図である。
【図１１】外枠側連結部材および主部側連結部材の上面図である。
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【図１２】（ａ）は、外枠側係合装置および主部側被軸支部材の断面斜視図であり、（ｂ
）は、図１２（ａ）の矢印ＸＩＩｂ方向視における外枠側係合装置および主部側被軸支部
材の断面図である。
【図１３】（ａ）は、ケース体の背面図であり、（ｂ）は、ケース体の側面図である。
【図１４】突出部材およびコイルばねの正面図である。
【図１５】（ａ）は、規制板の上面図であり、（ｂ）は、図１５（ａ）のＸＶｂ－ＸＶｂ
線における規制板の断面図である。
【図１６】（ａ）は、外壁形成部材の上面図であり、（ｂ）は、図１６（ａ）の矢印ＸＶ
Ｉｂ方向視における外壁形成部材の正面図である。
【図１７】（ａ）は、図１６（ｂ）のＸＶＩＩａ－ＸＶＩＩａ線における外壁形成部材の
断面図であり、（ｂ）は、図１６（ｂ）の矢印ＸＶＩＩｂ方向視における外壁形成部材の
側面図である。
【図１８】（ａ）は、主部側被軸支部材の上面図であり、（ｂ）は、図１８（ａ）の矢印
ＸＶＩＩＩｂ方向視における主部側被軸支部材の正面図である。
【図１９】図１８（ｂ）のＸＩＸ－ＸＩＸ線における主部側被軸支部材の断面図である。
【図２０】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２１】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２２】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２３】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２４】連結動作時における外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２５】内枠の回動先端側における背面斜視図である。
【図２６】（ａ）は、第２実施の形態における主部側被軸支部材の上面図であり、（ｂ）
は、図２６（ａ）の矢印ＸＸＶＩｂ方向視における主部側被軸支部材の正面図である。
【図２７】図２６（ｂ）のＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ線における主部側被軸支部材の断面図
である。
【図２８】第３実施の形態における主部側被軸支部材の斜視図である。
【図２９】外枠側係合部材および主部側被軸支部材の斜視図である。
【図３０】第４実施の形態におけるパチンコ機を外枠と遊技機主部とに分解した状態を示
すパチンコ機の分解斜視図である。
【図３１】内枠および外枠の斜視図である。
【図３２】外枠と内枠の構成要素との斜視図である。
【図３３】（ａ）は、内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図であり、（
ｂ）は、内枠の構成要素が取り外された状態における外枠の斜視図である。
【図３４】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の斜視図である。
【図３５】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の斜視図である。
【図３６】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の斜視図である。
【図３７】第５実施の形態におけるパチンコ機を外枠と遊技機主部とに分解した状態を示
すパチンコ機の分解斜視図である。
【図３８】外枠および内枠の斜視図である。
【図３９】外枠と内枠の構成要素との斜視図である。
【図４０】内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図である。
【図４１】第６実施の形態における外枠と内枠の構成要素との分解斜視図である。
【図４２】外枠と内枠の構成要素との斜視図である。
【図４３】外枠と内枠の構成要素との連結構造を示す連結構造部分の断面図である。
【図４４】遊技機の部分拡大側面図である。
【図４５】遊技機の部分拡大側面図である。
【図４６】遊技機の側面図である。
【図４７】遊技機の側面図である。
【図４８】内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図である。
【図４９】内枠の構成要素が連結された状態における外枠の斜視図である。
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【図５０】第７実施の形態における外枠および内枠の斜視図である。
【図５１】外枠および内枠の斜視図である。
【図５２】外枠および内枠の斜視図である。
【図５３】外枠および内枠の斜視図である。
【図５４】内枠の分解斜視図である。
【図５５】外枠の分解斜視図である。
【図５６】外枠の部分拡大斜視図である。
【図５７】外枠の部分拡大斜視図である。
【図５８】外枠および内枠の連結構造を構成する一要素の分解斜視図である。
【図５９】外枠および内枠の連結構造を構成する一要素の分解斜視図である。
【図６０】外枠および内枠の連結構造の部分拡大断面図である。
【図６１】外枠および内枠の連結構造の部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下「パチンコ機」と称す）の一実施の形
態について添付図面を参照して説明する。図１は、パチンコ機１の斜視図であり、図２は
、パチンコ機１を外枠１０と遊技機主部２０とに分解した状態を示すパチンコ機１の分解
斜視図である。なお、図１及び図２では、パチンコ機１の遊技領域ＰＥ内の構成の図示が
省略される。また、図１及び図２は、パチンコ機１（外枠１０及び遊技機主部２０）の前
面側が図示される。
【００１３】
　図１及び図２に示すように、パチンコ機１は、その外殻を形成する外枠１０と、この外
枠１０の前面側に取り付けられる遊技機主部２０とを備える。外枠１０は、４枚の板材（
上下に位置する上枠体１１及び下枠体１２並びにそれらを連結する左右の左枠体１３及び
右枠体１４）を四辺に連結することで、正面視矩形枠状に形成され、島設備の木枠に上枠
体１１及び下枠体１２を釘により打ち付けて、固定される。なお、本実施の形態では、上
枠体１１及び下枠体１２が木材から形成され、左枠体１３及び左枠体１４が金属製の押出
材から形成される。
【００１４】
　ここで、パチンコ機１は、図２に示すように、外枠１０と遊技機主部２０とが着脱可能
に連結され、外枠１０を島設備の木枠（図示せず）に残したまま、遊技機主部２０を取り
外すことができる。よって、パチンコ機１の入れ替え（例えば、古い機種を新しい機種と
する新台入れ替え）を行う際には、島設備の木枠に残された古い機種の外枠１０（即ち、
既に傾斜角度が調整された外枠１０）を利用して、新しい機種の遊技機主部２０を設置す
ることができる。その結果、パチンコ機１の傾斜角度の調整を不要として、その入れ替え
に要する工数を低減できる。
【００１５】
　また、外枠１０は、遊技機主部２０を開閉可能な状態で支持する（図３及び図４参照）
。図１に示すように、外枠１０に遊技機主部２０が連結され支持された状態では、外枠１
０の上枠体１１と左枠体１３との連結部分および下枠体１２と左枠体１３との連結部分に
より、遊技機主部２０が開閉可能に支持される。遊技機主部２０は、外枠１０に対し、パ
チンコ機１の正面視で、左側（図１左側）を回動基端側とすると共に右側（図１右側）を
回動先端側として、回動可能とされる。
【００１６】
　なお、外枠１０は、上枠体１１と左枠体１３との連結部分に配設される外枠側連結部材
１５と、下枠体１２の上面に配設される外枠側係合部材１６とを備える。これら外枠側連
結部材１５及び外枠側係合部材１６は、外枠１０と遊技機主部２０とを開閉可能かつ着脱
可能に連結する機構（連結構造）の一部をなす部材である。連結構造の詳細構成について
は、後述する。
【００１７】
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　遊技機主部２０は、ベース体としての内枠３０（図３及び図４参照）と、その内枠３０
の前方に配置される前面扉４０と、内枠３０の後方（背面）に配置される裏パックユニッ
ト（図示せず）とを備える。なお、遊技機主部２０は、内枠３０が外枠１０に対して回動
可能に支持され、内枠３０には、前面扉４０が回動可能に支持される。
【００１８】
　この場合、前面扉４０は、内枠３０に対し、パチンコ機１の正面視で、左側（図１左側
）を回動基端側とすると共に右側（図１右側）を回動先端側として、回動可能とされる。
また、裏パックユニットは、内枠３０に対し、パチンコ機１の正面視で、左側を回動基端
側とすると共に右側を回動先端側として、回動可能とされる。
【００１９】
　なお、これら前面扉４０及び裏パックユニットは、遊技機主部２０が外枠１０に連結さ
れた状態（図１参照）及び遊技機主部２０が外枠１０から取り外された状態（図２参照）
のいずれの状態においても、内枠３０に対して回動可能とされる。
【００２０】
　前面扉４０は、外形が外枠１０とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の枠体を主体として構
成され、内枠３０における前面側のほぼ全域を覆う。前面扉４０の枠体の中央部分には、
遊技領域ＰＥのほぼ全域を前方から視認することができるようにした略楕円状の窓部４１
が形成されており、その窓部４１は、ガラスパネル４２によって前面扉４０の背面側から
覆われる。
【００２１】
　前面扉４０における窓部４１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられる。例え
ば、窓部４１の縁部に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部４３が設けられる。電
飾部４３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点
滅が行われる。例えば、パチンコ機１の最上部には、所定のエラー時に点灯するエラー表
示ランプ部４３ａが設けられ、窓部４１の左右両側には、賞球払出中に点灯する賞球ラン
プ部４３ｂが設けられる。また、窓部４１の周囲には、遊技状態に応じた効果音などが出
力されるスピーカ部４４が複数設けられる。
【００２２】
　前面扉４０における窓部４１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部４５と下側膨出
部４６とが上下に並設される。上側膨出部４５の内側には上方に開口した上皿４５ａが、
下側膨出部４６の内側には上方に開口した下皿４６ａが、それぞれ設けられる。上皿４５
ａは、払出装置（図示せず）より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させなが
ら遊技球発射機構側（図示せず）へ導く機能を有する。また、下皿４６ａは、上皿４５ａ
内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００２３】
　なお、前面扉４０の背面には、通路形成ユニット（図示せず）が取り付けられる。通路
形成ユニットは、合成樹脂により成形され、その上側隅部には後方に突出し上方に開放さ
れた受口が形成される。受口には、上皿４５ａに通じる通路と、下皿４６ａに通じる通路
とが、それぞれ形成される。また、前面扉４０の前面には、下側膨出部４６の側方におい
て手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４７が設けられる。遊技球発射ハンド
ル４７が操作されることにより、遊技球発射機構から遊技球が発射される。
【００２４】
　次いで、図３及び図４を参照して、内枠３０について説明する。図３及び図４は、外枠
１０及び内枠３０の斜視図であり、外枠１０に対し内枠３０が開閉可能に連結され、かつ
、外枠１０に対し内枠３０が開放された状態が図示される。なお、図３及び図４では、前
面扉４０及び裏パックユニット等の図示が省略される。また、図３では、外枠１０の前面
側が図示されると共に内枠３０の背面側が図示され、図４では、外枠１０及び内枠３０の
両者において前面側が図示される。
【００２５】
　図３及び図４に示すように、内枠３０は、外形が外枠１０とほぼ同一形状をなす正面視



(72) JP 2019-188241 A 2019.10.31

略矩形状の樹脂ベース３１を主体に構成される。樹脂ベース３１における回動基端側（外
枠１０に連結される側）には、上端部に主部側連結部材３２が、下端部に支持金具３３が
、それぞれ配設される。支持金具３３には、支持軸３４を介して、主部側被軸支部材３５
が回動可能に軸支される。
【００２６】
　なお、これら主部側連結部材３２及び主部側被軸支部材３５は、外枠１０と遊技機主部
２０とを開閉可能かつ着脱可能に連結する機構（連結構造）の一部をなす部材である。即
ち、主部側連結部材３２は外枠１０の外枠側連結部材１５に、主部側被軸支部材３５は外
枠１０の外枠側係合部材１６に、それぞれ連結される。連結構造の詳細構成については、
後述する。
【００２７】
　ここで、前面扉４０の背面における回動基端側（内枠３０に連結される側）には、内枠
３０の主部側連結部材３２及び支持金具３３に対応して支持軸と軸穴とが形成される（い
ずれも図示せず）。内枠３０の主部側連結部材３２（カバー部材５０）には軸穴５２ａが
形成されると共に支持金具３３には支持軸３４が配設され、それら軸穴５２ａ及び支持軸
３４に前面扉４０の支持軸および軸穴がそれぞれ軸支されることで、内枠３０に対して前
面扉４０が回動可能に支持される。
【００２８】
　内枠３０の回動先端側（外枠１０に連結される側と反対側）には、長尺状の施錠装置Ｋ
Ｄが樹脂ベース３１の右枠体部分に沿って配設される。施錠装置ＫＤは、パチンコ機１の
前面側にキーの挿入孔が露出するシリンダ錠ＫＤａと、そのシリンダ錠ＫＤａのキー操作
に伴って変位動作される施錠動作部材とを備える。
【００２９】
　ここで、前面扉４０の背面における回動先端側には、内枠３０へ向けて延びる複数の係
合爪が配設されると共に、外枠１０の右枠体１４の内側面には、内枠３０側に開放する開
口を有する箱状の爪受け部材１７が複数配設される。一方、施錠装置ＫＤの施錠動作部材
は、前面扉４０の係合爪に係合可能な被係合部（図示せず）と、外枠１０の爪受け部材１
７に係合可能な係合爪ＫＤｂとを備える。
【００３０】
　外枠１０に対して遊技機主部２０を閉じた状態では（図１参照）、前面扉４０の係合爪
が、施錠装置ＫＤの施錠動作部材における被係合部に係合されると共に、施錠動作部材に
おける係合爪ＫＤｂが、外枠１０の爪受け部材１７に係合され、これにより、前面扉４０
が内枠３０に対して開放不能な状態で施錠されると共に、遊技機主部２０（内枠３０及び
前面扉４０）が外枠１０に対して開放不能な状態で施錠される。この場合、シリンダ錠Ｋ
Ｄａのキー操作により、前面扉４０を内枠３０に対して、或いは、遊技機主部２０（内枠
３０）を外枠１０に対して、それぞれ個別に解錠可能とされる。
【００３１】
　内枠３０の樹脂ベース３１における前面側には、図４に示すように、遊技盤収容部３８
が形成され、その遊技盤収容部３８に遊技盤がロック装置を介して着脱可能に収容される
。内枠３０の樹脂ベース３１における背面側には、図３に示すように、その回動基端側（
外枠１０に連結される側）に、軸受金具３９が取着され、その軸受金具３９により裏パッ
クユニットが回動可能に軸支される。
【００３２】
　また、内枠３０の樹脂ベース３１における背面側には、図３に示すように、その上端側
に棒状のハンドルｈｄが取着される。ハンドルｈｄは、樹脂ベース３１の背面側へ突出さ
れており、把持可能に形成される。よって、ハンドルｈｄを把持することで、内枠３０（
遊技機主部２０）の搬送を効率的に行うことができる。なお、外枠１０の上枠体１１には
、ハンドルｈｄを収納可能な凹部１１ａが凹設されると共に、その凹部１１ａに対応する
領域を覆う封止板１１ｂが上枠体１１の下面に配設される（図１及び図２参照）。
【００３３】
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　次いで、図５から図２４を参照して、外枠１０と遊技機主部２０とを開閉可能かつ着脱
可能に連結するための連結構造について説明する。まず、図５及び図６を参照して、連結
構造の概略について説明する。
【００３４】
　図５は、外枠１０及び内枠３０の斜視図であり、外枠１０から内枠３０が取り外される
と共に連結構造の一部が分解された状態が図示される。図６は、内枠３０の斜視図であり
、内枠３０に対して主部側被軸支部材３５が開かれた状態が図示される。なお、図５及び
図６では、前面扉４０及び裏パックユニット等の図示が省略される。また、図５では、外
枠１０及び内枠３０の前面側が図示され、図６では、内枠３０の背面側が図示される。
【００３５】
　連結構造は、外枠１０に配設される外枠側連結部材１５及び外枠側係合部材１６と、内
枠３０に配設される主部側連結部材３２及び主部側被軸支部材３５とを備え、外枠側連結
部材１５に主部側連結部材３２を、外枠側係合部材１６に主部側被係止部材３５を、それ
ぞれ連結（係合）させることで、外枠１０に内枠３０（遊技機主部２０、図２参照）が開
閉可能かつ着脱可能に連結される。
【００３６】
　よって、上述したように、外枠１０を島設備の木枠に傾斜角度を調整した上で取り付け
た後は、例えば、パチンコ機１の新台入れ替えを行う際、島設備の木枠に残された古い機
種の外枠１０を利用して、新しい機種の遊技機主部２０を設置することができる。その結
果、パチンコ機１の傾斜角度の調整を不要として、その新台入れ替えに要する工数を低減
できる。
【００３７】
　この場合、外枠１０に対して遊技機主部２０を組み付ける場合には、遊技機主部２０を
外枠１０の正面に配置し（図２参照）、その状態から遊技機主部２０を外枠１０へ向けて
真直ぐ直線方向へ押し込むことで、連結構造が連結状態となり、外枠１０に対して遊技機
主部２０を開閉可能に連結させることができる。また、外枠１０から遊技機主部２０を取
り外す場合には、連結構造を解除状態に設定した後、外枠１０から遊技機主部２０を真直
ぐ直線方向に引き抜くことができる。よって、外枠１０に対し遊技機主部２０を着脱（組
み付け及び取り外し）する際の作業性の向上を図ることができる。
【００３８】
　また、遊技機主部２０を新たな機種として設計する場合、内枠３０の支持金具３３と主
部側被軸支部材３５とを軸支する支持軸３４については、外枠１０（即ち、古い機種とし
ての外枠１０）との関係を考慮する必要がなく、その設計の自由度を高めることができる
。即ち、主部側連結部材３２は、外枠１０側の外枠側連結部材１５との間で回動可能な支
持構造を構成するので、外枠１０との関係を考慮する必要があり、その設計に制約が生じ
る。これに対し、本実施の形態では、主部側被軸支部材３５が、外枠１０側の外枠側係合
部材１６に対して連結（係合）可能な構造とされていれば足り、支持軸３４を、外枠１０
（外枠側係合部材１６）との関係で設計する必要がない。よって、設計の自由度を確保で
きる。その結果、例えば、支持軸３４近傍における前面扉４０の意匠性の向上を図ること
ができる。
【００３９】
　なお、主部側被軸支部材３５は、内枠３０の支持金具３３に対し支持軸３４を介して回
動可能に軸支されるため、かかる主部側被軸支部材３５を、図６に示すように、内枠３０
に対して相対回動させて、開いた状態とすることができる。即ち、内枠３０と主部側被軸
支部材３５との配置関係を、略く字状とすることができるので、内枠３０を単独で（即ち
、外枠１０から分離した状態であっても）自立させることができる。遊技機主部２０にお
いても同様に主部側被軸支部材３５を利用して自立させることができる。
【００４０】
　ここで、外枠１０に遊技機主部２０が連結された状態であれば（図１参照）、外枠１０
の下枠体１２の底面を利用して、パチンコ機１を自立させることが可能である。しかしな
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がら、外枠１０から遊技機主部２０を分離した状態では（図２参照）、外枠１０は、同様
に自立させることが可能であるが、遊技機主部２０は、十分な面積を有する平坦面状の底
面を有さないため、自立させることができない。
【００４１】
　この場合、内枠３０を自立可能とするために、内枠３０の樹脂ベース３１の底面を平坦
面として形成する構造では、底面近傍が部分的に厚肉となり、樹脂ベース３１成形時の成
形不良を招きやすい。また、平坦面を形成すると、その分、基板装置などの配設スペース
の減少を招く。
【００４２】
　これに対し、本実施の形態では、外枠１０に配設される外枠側係合部材１６との連結要
素として必要な構成（主部側被軸支部材３５）に、自立のための役割も兼用させることが
できる。よって、新たな部品の追加を不要として、部品コストの削減を図ることができる
。また、樹脂ベース３１の底面に平坦面を追加する必要もないので、その成形性を確保す
ることができる。
【００４３】
　次いで、連結構造を構成する各部の詳細構成について、図５及び図６を参照して、説明
する。図５に示すように、外枠側連結部材１５は、外枠１０の上枠体１１及び左枠体１３
の連結部分に配設され、内枠３０へ向けて突出して形成される。ここで、図７を参照して
、外枠側連結部材１５について説明する。
【００４４】
　図７（ａ）は、外枠側連結部材１５の上面図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）の矢印
ＶＩＩｂ方向視における外枠側連結部材１５の側面図である。
【００４５】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、外枠側連結部材１５は、上面板１５ａと、そ
の上面板１５ａと略垂直をなす側面板１５ｂと、上面板１５ａから水平に延設される延設
板１５ｃと、その延設板１５ｃの延設先端に固着される軸状の連結軸部１５ｄとを主に備
えて構成される。
【００４６】
　上面板１５ａ及び側面板１５ｂは、外枠１０の上枠体１１及び左枠体１３（図５参照）
にそれぞれ締結ねじにより締結固定される板状の部材であり、締結ねじを挿通させるため
の挿通孔がそれぞれ２箇所に穿設される。延設板１５ｃは、外枠１０への取り付け状態に
おいて、外枠１０の前面側（内枠３０側、図５参照）へ向けて延設され、連結軸部１５ｄ
は、延設板１５ｃの下面から下方へ向けて突設される。
【００４７】
　なお、連結軸部１５ｄは、内枠３０の支持軸３４（支持金具３３に主部側被軸支部材３
５を軸支する軸）と同軸上に配置される。また、外枠連結部材１５は、プレス加工により
、一枚の金属材料からなる板状体を所定の外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材を上
面板１５ａと側面板１５ｂとの間で折り曲げた後、延設板１５ｃに連結軸部１５ｄを圧入
固定して形成される。板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に挿通孔も穿設
される。
【００４８】
　本実施の形態では、外枠側連結部材１５が、上枠体１１と左枠体１３とを接続して外枠
１０を形成するための強度部材としての役割と共に、外枠１０に内枠３０を着脱可能かつ
開閉可能に連結するための連結構造の一部としての役割も兼用する。これにより、製品コ
ストの削減を図ることができる。
【００４９】
　図５及び図６に戻って説明する。図５及び図６に示すように、主部側連結部材３２は、
内枠３０の回動基端側（図５左側）における上端部に配設され、外枠１０と反対側（即ち
、前面扉４０側、図１参照）へ向けて突出する状態で、樹脂ベース３１に締結ねじにより
締結固定される。この主部側連結部材３２は、図５に示すように、カバー部材５０と、抜



(75) JP 2019-188241 A 2019.10.31

け止め部材６０とから構成される。ここで、図８及び図９を参照して、主部側連結部材３
２を構成するカバー部材５０及び抜け止め部材６０について説明する。
【００５０】
　図８（ａ）は、カバー部材５０の上面図であり、図８（ｂ）は、図８（ａ）のＶＩＩＩ
ｂ－ＶＩＩＩｂ線におけるカバー部材５０の断面図であり、図８（ｃ）は、図８（ａ）の
矢印ＶＩＩＩｃ方向視におけるカバー部材５０の正面図である。なお、図８（ａ）から図
８（ｃ）において、便宜上、図８（ｂ）のみに樹脂ベース３１が図示され、図８（ａ）及
び図８（ｃ）では樹脂ベース３１の図示が省略される。
【００５１】
　図８（ａ）から図８（ｃ）に示すように、カバー部材５０は、上面板５１と、その上面
板５１と所定間隔を隔てつつ対向配置される底面板５２と、それら上面板５１及び底面板
５２の縁部同士を接続する接続板５３とから構成される。
【００５２】
　上面板５１は、図８（ａ）に示す上面視において、接続板５３から離間する方向（図８
（ａ）下方）へ向かうに従って幅寸法（図８（ａ）左右方向寸法）が小さくなる台形形状
に形成される。また、上面板５１は、図８（ｂ）に示す側面視において、段差を有する階
段状に形成され、接続板５３側（台形形状の底辺側）となる部分である上面板基部５１ａ
に対し、接続板５３と反対側（台形形状の上辺側）となる部分である上面板先部５１ｂが
、一段高くされる。上面板先部５１ｂの下面側（図８（ｂ）下側）には、抜け止め部材６
０（図９参照）が配設される。
【００５３】
　上面板５１には、図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、直線状に延設される案内溝
５４と、その案内溝５４の途中から分岐すると共に案内溝５４と直交する方向へ直線状に
延設される分岐溝５５とが開口形成される。
【００５４】
　案内溝５４は、外枠１０と内枠３０とを連結する際に、外枠１０に配設される外枠側連
結部材１５の連結軸部１５ｄを受け入れると共に終端で軸支するための部位であり、その
案内溝５４の終端（図８（ａ）下端）は、受け入れた外枠側連結部材１５の連結軸部１５
ｄ（図７参照）を内枠３０に配設される支持軸３４（図５参照）と同軸上に軸支する位置
に設定される。また、案内溝５４の延設方向（直線方向）は、内枠３０の枠面に垂直な方
向とされる。
【００５５】
　底面板５２は、接続板５３から離間する方向（図８（ｃ）紙面手前側）へ向かうに従っ
て幅寸法（図８（ｃ）左右方向寸法）が小さくなる三角形状に形成され（図４参照）、そ
の先端側には、図８（ｂ）に示すように、前面扉４０の支持軸（図示せず）を軸支するた
めの軸穴５２ａが穿設される。また、接続板５３には、締結ねじを挿通するための挿通孔
が２ヶ所に穿設される。
【００５６】
　樹脂ベース３１には、その背面側（図８（ｂ）右側）と前面側（図８（ｂ）左側）とを
連通させる開口３１ａが貫通形成されており、その開口３１ａには、カバー部材５０の底
面板５２が挿通される。即ち、カバー部材５０は、図８（ｂ）に示すように、底面板５２
を開口３１ａに挿通させつつ、樹脂ベース３１の背面側から装着され、接続板５３の挿通
孔から挿通された締結ネジにより樹脂ベース３１に締結固定される。
【００５７】
　このカバー部材５０の樹脂ベース３１への装着状態では、図８（ｂ）に示すように、上
面板５１の上面板先部５１ｂ及び底面板５２の軸穴５２ａ形成部分が少なくとも樹脂ベー
ス３１の前面側（図８（ｂ）左側）に突出される。これにより、底面板５２の軸穴５２ａ
に、前面扉４０の支持軸（図示せず）が軸支可能となり、この軸支により、内枠３０に対
して前面扉４０が回動可能に支持される。
【００５８】
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　このように、底面板５２の上面には、前面扉４０の部材（支持軸が配設される部材）が
配置されるため、抜け止め部材６０（図９参照）は、上面板５１の上面板先部５１ａの下
面側と前面扉４０の部材の上面側との対向面間に挟まれて、保持される。
【００５９】
　なお、カバー部材５１は、プレス加工により、一枚の金属材料からなる板状体を所定の
外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材を所定部位（上面板基部５１ａと上面板先部５
１ｂとの間、上面板５１と接続板５３との間および底面板５２と接続板５３との間）で折
り曲げ形成される。なお、板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に上面板５
１への両溝５４，５５の開口および接続板５３への挿通孔の穿設も行われる。
【００６０】
　図９（ａ）は、抜け止め部材６０の上面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ
－ＩＸｂ線における抜け止め部材６０の断面図である。図９（ａ）及び図９（ｂ）に示す
ように、抜け止め部材６０は、上面側（図９（ａ）紙面手前側）が開放した箱状のケース
体６１と、そのケース体６１内に移動可能に配設されるスライド片６２と、そのスライド
片６２に付勢力を付与するコイルばね６３とを備えて構成される。
【００６１】
　ケース体６１は、案内通路６１ａと、軸出入口６１ｂと、規制溝６１ｃ、保持突起６１
ｄとを備える。案内溝６１ａは、スライド片６２を案内するための溝状の通路であり、ケ
ース体６１の底壁（図９（ａ）紙面奥側の板）の外周縁部に沿って立設される外壁および
内部に立設される内壁によって、直線状に延設される。
【００６２】
　なお、外壁および内壁の立設寸法（図９（ｂ）上下方向寸法）は、スライド片６２の高
さ寸法（図９（ｂ）上下方向寸法）よりも若干高くされる。また、ケース体６１は、図９
（ａ）に示す上面視形状が、カバー部材５０の上面板５１における上面板先部５１ｂ（図
８参照）と略同一の外形に形成される。
【００６３】
　よって、ケース部材５０に抜け止め部材６０が保持された状態（上面板先部５１ｂの下
面側にケース体６１の上面側（外壁および内壁の立設先端側）を当接させた状態）では、
スライド片６２が案内通路６１ａに沿って移動可能とされる。また、上面板先部５１ｂと
ケース体６１の底壁との間には、外枠側連結部材１５の連結軸部１５ｄ（図７参照）が、
カバー部材５０の案内溝５４に沿って移動する通過経路が形成される。なお、案内通路６
１ａは、連結軸部１５ｄの通過経路（即ち、案内溝５４、図８（ａ）参照）に対して垂直
な直線状に形成される。
【００６４】
　軸出入口６１ｂは、外枠側連結部材１５の連結軸部１５ｄを通過させるための開口であ
り、ケース体６１の外壁の一部（カバー部材５０の案内溝５４に対応する部分）に開口形
成される。これにより、外枠側連結部材１５の連結軸部１５ｄが、カバー部材５０の案内
溝５４に沿って移動可能とされる。
【００６５】
　規制溝６１ｃは、スライド片６２の案内通路６１ａに沿った移動位置を規制するための
溝であり、ケース体６１の底壁に案内通路６１ａに沿って直線状に延設される。この規制
溝６１ｃには、スライド片６２の底面から突設される規制突起６２ｃが挿通され、その規
制突起６２ｃが規制溝６１ｃの終端（図９（ｂ）左端）に達することで、スライド片６２
の前進移動を規制する。
【００６６】
　保持突起６１ｄは、ケース体６１の外壁の内周面から案内通路６１ａ内へ向けて（即ち
、スライド片６２の側面へ向けて）突設される半球状の突起として形成される。スライド
片６１ｄの側面には、保持突起６１ｄに対応する位置に半球状の凹部（図示せず）が形成
され、その凹部に保持突起６１ｄが嵌り込む位置までスライド片６２が後退移動されると
、スライド片６２がその位置で保持される。
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【００６７】
　スライド片６２は、上面視菱形形状に形成され、案内通路６１ａ内に移動可能に配設さ
れる。スライド片６２の上面からは、円柱状の突起部６２ａが突設される。突起部６２ａ
は、カバー部材５０の分岐溝５５（図８（ａ）参照）内に操作可能に挿通される（図１０
参照）。よって、作業者は、分岐溝５５に挿通された突起部６２ａを操作することで、ス
ライド片６２を案内通路６１ａに沿って前進または後退させることができる。
【００６８】
　コイルばね６３は、その圧縮方向をスライド片６２の移動方向に沿わせた状態で、案内
通路６１ａ内に配設される。スライド片６２は、このコイルばね６３と反対側となる部分
（即ち、連結軸部１５ｄ（図１０参照）の通過経路に突出する部分）に、傾斜した平坦面
として形成される傾斜面６２ｂを備える。
【００６９】
　傾斜面６２ｂは、軸出入口６１ｂから離間する方向（即ち、連結軸部１５ｄが案内溝５
４の終端へ向かって移動する方向、図９下方）へ向かうに従って、連結軸部１５ｄの通過
経路への突出量が多くなるように傾斜される。よって、連結軸部１５ｄの案内溝５４への
挿入時には、連結軸部１５ｄに傾斜面６２ｂが押圧されることで、スライド片６２が、コ
イルばね６３を圧縮変形させつつ、後退移動される。
【００７０】
　なお、スライド片６２は、規制突起６２ｃがケース体６１の規制溝６１ｃの終端に当接
することで、その前進移動が規制された状態（即ち、図９（ａ）及び図９（ｂ）に示す状
態）では、傾斜面６２ｂの縁部（図９（ａ）左側）が、軸出入口６１ｂの縁部（図９（ａ
）左側）に一致する。よって、軸出入口６１ｂから挿入された連結軸部１５ｄを傾斜面６
２ｂに確実に当接させることができる。
【００７１】
　また、このスライド片６２の前進移動が規制された状態では、コイルばね６３は、弾性
的に圧縮変形された状態で、ケース体６１の外壁とスライド片６２との間に配設される。
よって、連結軸部１５ｄが傾斜面６２ｂの押圧によりスライド片６２を後退移動させつつ
通過して、案内溝５４の終端まで達した後は、スライド片６２を確実に復帰（前進移動）
させ、連結軸部１５ｄの脱落を防止する。
【００７２】
　また、スライド片６２は、連結軸部１５ｄの通過時に傾斜面６２ｂが押圧され、後退移
動されるが、この連結軸部１５ｄの通過に伴う後退移動では、上述した保持突起６２ｄに
よる保持位置には達しない。即ち、スライド片６２を所定の後退位置で保持突起６２によ
り保持させるためには、作業者が突起部６２ａを操作してスライド片６２を後退移動させ
る必要がある。
【００７３】
　図５及び図６に戻って説明する。外枠１０に配設される外枠側連結部材１５と内枠３０
（遊技機主部２０）に配設された主部側連結部材３２との連結は、図５に示すように、外
枠１０の正面に内枠３０（遊技機主部２０）を対面配置し、その状態から、外枠１０へ向
けて内枠３０を真直ぐに押し込むことで行うことができる。ここで、図１０及び図１１を
参照して、外枠１０に配設される外枠側連結部材１５と内枠３０に配設される主部側連結
部材３２との間の連結動作について説明する。
【００７４】
　図１０（ａ）から図１０（ｃ）は、連結動作時における外枠側連結部材１５及び主部側
連結部材３２の上面図であり、図１０（ａ）は連結動作の開始時を、図１０（ｂ）は連結
動作の途中を、図１０（ｃ）は連結動作の終了時を、それぞれ示している。また、図１１
は、外枠側連結部材１５及び主部側連結部材３２の上面図であり、１０（ｃ）に示す連結
動作の終了後に外枠１０に対して遊技機主部２０を開放した状態を示している。なお、図
１０及び図１１では、図面を簡素化するために、主要な構成のみに符号を付している。
【００７５】
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　図１０（ａ）に示すように、外枠１０の正面に遊技機主部２０が対面配置された状態か
ら、外枠１０へ向けて遊技機主部２０が押し込まれると、外枠側連結部材１５の連結軸部
１５ｄが、主部側連結部材３２の案内溝５４に沿って移動され、スライド片６２の傾斜面
６２ｂに当接される。遊技機主部２０が更に押し込まれると、連結軸部１５ｄは、図１０
（ｂ）に示すように、傾斜面６２ｂを押圧することで、スライド片６２を後退移動させつ
つ、案内溝５４を通過し、図１０（ｃ）に示すように、案内溝５４の終端に達し、外枠側
連結部材１５及び主部側連結部材３２の連結動作が完了する。
【００７６】
　この場合、スライド片６２が、コイルばね６３の弾性回復力により初期位置へ復帰（前
進移動）されるので、連結軸部１５ｄの抜き取り（脱落）が防止される。即ち、外枠側連
結部材１５と主部側連結部材３２との連結が解除されることが防止される。
【００７７】
　ここで、上述したように、案内溝５４の延設方向（直線方向）は、内枠３０（遊技機主
部２０）の枠面に垂直な方向とされる。よって、外枠１０の正面に遊技機主部２０が対面
配置された状態では、主部側連結部材３２を外枠側連結部材１５に連結する方向を、外枠
１０の枠面に対して垂直な方向とすることができる。これにより、遊技機主部２０を外枠
１０に対し正面に配置した後は、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技
機主部２０を外枠１０に組み付けることができる。よって、遊技機主部２０を外枠１０に
組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【００７８】
　本実施の形態では、外枠１０に対して遊技機主部２０が閉じられた状態では、図１０（
ｃ）に示すように、外枠側連結部材１５によってスライド片６２の突起部６２ａが上面側
から覆い隠される。よって、スライド片６２の突起部６２の操作を困難として、スライド
片６２が遊技者などによって後退移動されることを抑制できる。その結果、外枠側連結部
材１５と主部側連結部材３２との間の連結が不正に解除されることを抑制できる。
【００７９】
　一方で、図１１に示すように、外枠１０に対して遊技機主部２０を開放した状態では、
スライド片６２の突起部６２ａは、外枠側連結部材１５によって上面側から覆い隠されず
、外部に露出された状態とすることができる。即ち、施錠装置ＫＤを開錠して、遊技機主
部２０を開放できる店員等は、突起部６２ａを操作することができ、その結果、外枠側連
結部材１５と主部側連結部材３２との間の連結の解除を行うことができる。
【００８０】
　ここで、図１１に示す状態において、スライド片６２の突起部６２ａを操作して、スラ
イド片６２を所定位置まで後退移動させると、かかるスライド片６２をケース体６１の保
持突起６１ｄによって保持することができる。即ち、スライド片６２による規制を解除し
て、連結軸部１５ｄを案内溝５４に沿って抜き取り可能な状態を形成し、かつ、その状態
を維持することができる。
【００８１】
　よって、例えば、スライド片６２が初期位置へ復帰することを防止するべく、突起部６
２ａを片方の手で保持しつつ、遊技機主部２０を外枠１０から取り外すという煩雑な作業
を行う必要がない。具体的には、スライド片６２を保持突起６１ｄにより保持させた後は
、遊技機主部２０を閉じれば、外枠側連結部材１５と主部側連結部材との連結が解除可能
な状態となっているので、外枠１０に対して遊技機主部２０を取り付け時とは反対となる
方向へ引き抜くことで、遊技機主部２０を外枠１０から取り外すことができる。
【００８２】
　なお、外枠側連結部材１５と主部側連結部材３２との連結時には、連結軸部１５ｄがス
ライド片６２の傾斜面６２ｂを押圧することで、スライド片６２を後退移動させるが、こ
の後退移動によっては、上述したように、スライド片６２は、保持突起６１ｄにより保持
される位置には達しない。よって、コイルばね６３の弾性回復力により、スライド片６２
を確実に初期位置へ復帰（前進移動）させることができる。
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【００８３】
　図５及び図６に戻って説明する。図５に示すように、外枠側係合部材１６は、外枠１０
の下枠体１２上に配設され、その上面から突出部材７６が出没する。外枠１０に遊技機主
部２０が取り付けられると、外枠側係合部材１６の上面に、遊技機主部２０側の主部側被
軸支部材３５が配置され、その主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａに外枠側係合部材１
６の突出部材７６が挿通されることで、両者が係合される（図２２参照）。
【００８４】
　外枠側係合部材１６は、箱状に形成される複数（本実施の形態では５個）の係合装置７
０と、それら係合装置７０の群の周囲を覆うように配設され外枠側係合部材１６の外壁を
形成する外壁形成部材８０とを備える。各係合装置７０は、外枠１０（下枠体１２）の左
右方向に沿って等間隔に直線状に並設される。ここで、図１２から図１７を参照して、外
枠側係合部材１６について説明する。
【００８５】
　図１２（ａ）は、外枠側係合装置１６及び主部側被軸支部材３５の断面斜視図であり、
図１２（ｂ）は、図１２（ａ）の矢印ＸＩＩｂ方向視における外枠側係合装置１６及び主
部側被軸支部材３５の断面図である。
【００８６】
　なお、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）では、遊技機主部２０の図示を省略し、主部側被
軸支部材３５を単独で図示する。この場合、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、外枠１０
の正面に対向配置された遊技機主部２０を、外枠１０へ向けて押し込み、組み付け作業を
行う直前の状態に対応する。
【００８７】
　また、図１２ａ（ａ）及び図１２（ｂ）は、ケース体７１Ｒの側面であって、ケース体
７１Ｌとの合わせ面となる側面が図示される。この場合、理解を容易とするために、ケー
ス体７１Ｒの側面（合わせ面）にハッチングを付して図示する。このハッチングの付与は
、図１３（ｂ）及び図２０から図２２において同様である。
【００８８】
　図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示すように、係合装置７０は、箱状体を形成するケー
ス体７１Ｒ，７１Ｌと、そのケース体７１Ｒ，７１Ｌにより形成される箱状体の内部空間
に収納されると共に先端を外壁形成部材８０の上面から出没可能とされる突出部材７６と
、その突出部材７６を突出方向へ向けて付勢するコイルばね７７と、突出部材７６の没入
方向への移動を規制する規制板７８とを主に備える。
【００８９】
　ここで、図１３を参照して、ケース体７１Ｒ，７１Ｌについて説明する。図１３（ａ）
は、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの背面図であり、図１３（ｂ）は、ケース体７１Ｒの側面図
である。なお、図１３（ａ）では、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの組み立て状態が図示される
。また、図１３（ｂ）では、ケース体７１Ｒの側面であって、ケース体７１Ｌとの合わせ
面となる側面がハッチングを付して図示される。
【００９０】
　図１３（ａ）及び図１３（ｂ）に示すように、ケース体７１Ｒ，７１Ｌは、合わせ面側
が開放する容器状に形成され、互いの合わせ面同士を当接させることで、内部空間を有す
る箱状体を形成する。なお、ケース体７１Ｒ，７１Ｌは、合わせ面を対称面とする対称形
状に形成されるので、ここでは、ケース体７１Ｒについて説明し、ケース体７１Ｌについ
ての説明は省略する。
【００９１】
　ケース体７１Ｒは、箱状体の前面を形成する前壁（図１３（ｂ）左側）と、その前壁に
対向配置され箱状体の背面を形成する後壁（図１３（ｂ）右側）と、それら前壁および後
壁を連結し箱状体の上面および底面を形成する上壁（図１３（ｂ）上側）及び底壁７４と
、箱状体の側面を形成する側壁（図１３（ｂ）紙面奥側）と、内部空間を上下に区画する
第１区画壁７３ａ及び第２区画壁７３ｂと、内部空間を前後に区画する縦壁７３ｃとを備
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え、これら各壁が樹脂材料から一体に形成される。なお、これら各壁の板厚は、それぞれ
略同一の寸法に設定される。
【００９２】
　前壁および後壁には、膨出部７２がそれぞれ突設され、その膨出部７２には、締結ボル
トＢ１を挿通するための挿通孔７２ａが穿設される。よって、図１３（ａ）に示すように
、挿通孔７２ａに挿通した締結ボルトＢ１を、ナットＮ１を螺合することで、ケース体７
１Ｒ，７１Ｌを強固に一体化することができる。
【００９３】
　第１区画壁７３ａ及び第２区画壁７３ｂは、前壁、後壁および側壁を連結しつつ、上壁
および底壁７４の間に水平姿勢で配置される板状体であり、内部空間を上下に３つの空間
に区画する。縦壁７３ｃは、上壁、底壁７４及び側壁を連結しつつ、前壁および後壁の間
に縦姿勢で配置される板状体であり、内部空間を前後に２つの空間に区画する。
【００９４】
　上壁、第1区画壁７３ａ及び第２区画壁７３ｂには、保持部ｈ１，ｈ２，ｈ３がそれぞ
れ形成される。保持部ｈ１，ｈ２，ｈ３は、突出部材７６（図１２参照）を軸方向へ移動
可能に保持するために上壁等に凹設された部位であり、同軸上に配置される。これらケー
ス体７１Ｒの保持部ｈ１，ｈ２，ｈ３は、突出部材７６を保持する際の軸方向視において
半円形状に形成され、これらと同様に半円形状に形成されるケース体７１Ｒの保持部ｈ１
，ｈ２，ｈ３（図示せず）と向かい合わせに配置されることで、円形を形成する。
【００９５】
　なお、保持部ｈ１，ｈ２により形成される円形の内径は、突出部材７６の本体部７６ａ
における大径部の外径よりも若干大きくされ、かつ、張出部７６ｂ及び環状板７６ｃの外
径よりも小さくされる。また、保持部ｈ３により形成される円形の内径は、突出部材７６
の本体部７６ａにおける小径部の外径よりも若干大きくされ、かつ、コイルばね７７の外
径よりも小さくされる（図１４参照）。
【００９６】
　前壁、縦壁７３ｃ及び後壁には、上壁と第１区画壁７３ａとの間に位置する部分に、受
入部ｍ１，ｍ２，ｍ３がそれぞれ形成される。受入部ｍ１，ｍ２，ｍ３は、規制板７８（
図１２参照）を前後（図１３（ｂ）左右方向）へ移動させる通路を形成すると共に前方へ
押し込まれた規制板７８を収容する空間を形成するために前壁等に凹設された部位である
。これらケース体７１Ｒの受入部ｍ１，ｍ２，ｍ３は、ケース体７１Ｒの受入部ｍ１，ｍ
２，ｍ３（図示せず）と向かい合わせに配置されることで、図１３（ａ）に示すように、
規制板７８の外形に対応する横長の矩形形状を形成する。
【００９７】
　底壁７４は、後壁に連設される後側底壁７４ａと、前壁に連設される前側底壁７４ｂと
、それら両底壁７４ａ，７４ｂの間を連結する段差部とを備え、前側底壁７４ｂが後側底
壁７４ａよりも一段高くなるように形成される。よって、係合装置７０を外枠１０の下枠
体１２に設置した状態では、後側底壁７４ａが下枠体１２に当接され、前側底壁７４ｂと
下枠体１２との間には所定の隙間が形成される（図１２参照）。
【００９８】
　よって、係合装置７０の群に外壁形成部材８０を装着して、外枠側係合装置１６を構成
する場合には、係合装置７０（ケース体７１Ｒ，７１Ｌ）の前側底壁７４ｂと下枠体１２
との間の隙間に、外壁形成部材８０の底面板８２を挿入することができる（図１２参照）
。これにより、例えば、締結ねじによる締結固定を行わなくても、外壁形成部材８０の上
方への移動を規制することができる。
【００９９】
　この場合、前側底壁７４ｂと前壁との間を連結する部部は、前側底壁７４ｂから前壁へ
向けて上昇傾斜して形成される。よって、前側底壁７４ｂと下枠体１２との間の隙間を大
きくすると共に、傾斜部分を案内面として利用できるので、外壁形成部材８０の底面板８
２を隙間へ挿入する作業を効率的に行わせることができる。
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【０１００】
　なお、前側底壁７４ｂと上壁とを連結する位置に、縦壁７３ｃを設けることで、ケース
体７１Ｒ，７１Ｌの剛性を確保することができるだけでなく、係合装置７０の上面側（ケ
ース体７１Ｒ，７１Ｌの上壁側）に載置された遊技機主部２０の重量を、縦壁７３ｃを利
用して、前側底壁７４ｂへ効率的に伝達することができる。即ち、前側底壁７４ｂと外壁
形成部材８０の底面板８２との間、或いは、外壁形成部材８０の底面板８２と下外枠１２
との間に多少の隙間があっても、これらを密着させ、遊技機主部２０の重量を、前側底壁
７４ｂ側においても、効果的に支えることができる。
【０１０１】
　側壁の外面には、座面部７５が外方へ向けて張り出して形成される。座面部７５は、そ
の底面を後側底壁７４ｂの底面と面一とする板状体に形成され、その板状体には、締結ね
じＢ２を挿通するための挿通孔が穿設される。よって、座面部７５の挿通孔に挿通した締
結ねじＢ２を下枠体１２に締結することで、ケース体７１Ｒ，７１Ｌが下枠体１２に締結
固定される。
【０１０２】
　次いで、図１４を参照して、突出部材７６及びコイルばね７７について説明する。図１
４は、突出部材７６及びコイルばね７７の正面図である。なお、図１４では、環状板７６
ｃを断面視して図示する。
【０１０３】
　突出部材１４は、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの内部空間に移動可能に収納される部材であ
り、大径部およびその大径部よりも小径の小径部を有し軸状に形成される軸本体７６ａと
、その軸本体７６ａの大径部から径方向外方へ向けてフランジ状に張り出す張出部７６ｂ
と、環状の円板として形成される環状板７６ｃとを備える。
【０１０４】
　本体部７６ａは、その先端に半球形状の先端部７６ａ１を備える。張出部７６ｂは、そ
の下面（図１４下側面）と側面との接続部分が円弧状に湾曲して形成される。これにより
、規制板７８の操作時には、その規制板７８の傾斜上面７８ｂ及び後端上面７８ｃに沿っ
て張出部７６ｂを滑らかに移動させ、突出部材７６の出没動作を確実に行うことができる
（図２０から図２２参照）。
【０１０５】
　環状板７６ｃの中央には、円形の穴が開口される。その穴の内径は、本体部７６ａの小
径部の外径よりも大径で、かつ、本体部７６ａの大径部の外径よりも小径とされる。よっ
て、環状板７６ｃの中央の穴に、本体部７６ａの小径部が挿通されると、環状板７６ｃは
、本体部７６ａの大径部と小径部との間の段差により係止される。
【０１０６】
　コイルばね７７は、その内径が本体部７６ａの小径部よりも大径で、かつ、その外径が
環状板７６ｃの外径よりも小径とされる。よって、コイルばね７７に本体部７６ａの小径
部が挿通されると、そのコイルばね７７の端面が環状板７６ｃの板面に当接される。
【０１０７】
　次いで、図１５を参照して、規制板７８について説明する。図１５（ａ）は、規制板７
８の上面図であり、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のＸＶｂ－ＸＶｂ線における規制板７
８の断面図である。
【０１０８】
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）に示すように、規制板７８は、樹脂材料から上面視矩形
の板状に形成される。この規制板７８には、水平な底面（図１５（ｂ）下側面）に対し、
その底面と平行に形成される先端上面７８ｂ及び後端上面７８ｃと、先端上面７８ａから
後端上面７８ｃへ向けて上昇傾斜する傾斜上面７８ｂとが形成される。
【０１０９】
　これら各上面７８ａ，７８ｂ，７８ｃは、図１５（ａ）に示すように、矩形状の領域と
して形成される。また、規制板７８の板厚（図１５（ｂ）上下方向寸法）は、先端上面７
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８ａが形成される部分において最小とされ、後端上面７８ｃが形成される部分において最
大とされる。また、傾斜上面７８ｂが形成される部分の板厚は、その傾斜に沿って徐々に
変化される。
【０１１０】
　なお、規制板７８の先端上面７８ａが形成される部分の板厚は、ケース体７１Ｒの受入
部ｍ３の高さと同等か若干小さくされ、規制板７８の傾斜上面７８ｂが形成される部分の
板厚は、ケース体７１Ｒの受入部ｍ２の高さと同等か若干小さくされ、規制板７８の後端
上面７８ｃが形成される部分の板厚は、ケース体７１Ｒの受入部ｍ１の高さと同等か若干
小さくされる（図１３（ｂ）参照）。よって、規制板７８が前方へ最も押し込まれた状態
では、規制板７８の各部が受入部ｍ１，ｍ２，ｍ３内にそれぞれ収容される（図２２参照
）。
【０１１１】
　傾斜上面７８ｂは、後端上面７８ｃに対し、図１５（ｂ）に示すように、直接接続され
るのに対し、先端上面７８ａに対しては、底面に垂直な段差面を介して、接続される。こ
こで、コイルばね７７の付勢により、突出部材７６が初期位置（規制板７８による規制前
の状態、図２１参照）に配置された状態では、ケース体７１Ｒの第１区画壁７３ａと突出
部材７６の張出部７６ｂとの間の間隔は、規制板７８における傾斜上面７８ｂが形成され
る部分の板厚よりも大きくされる。よって、傾斜上面７８ｂが先端上面７８ａに直接接続
される位置まで延設されていなくても、規制板７８を押し込み、その傾斜上面７８ｂを突
出部材７６の張出部７６ｂの下面に侵入させる動作（図２１から図２２の状態へ遷移させ
る際の動作）を円滑に行うことができる。
【０１１２】
　従って、本実施の形態における規制板７８によれば、傾斜上面７８ｂが先端上面７８ａ
に直接接続される位置まで延設される場合と比較して、その長さ寸法（図１５（ｂ）左右
方向寸法）の短縮を図ることができ、その結果、部品コストの削減を図ることができる。
また、このように、規制板７８の長さ寸法の短縮を図りつつ、傾斜上面７８ｂの傾斜角度
は緩やかとできるので、傾斜上面７８ｂで突出部材７６を上方へ押し上げつつ、規制板７
８を前方へ押し込む動作を円滑に行うことができる。
【０１１３】
　規制板７８は、その板厚方向に貫通される上面視矩形形状の貫通孔７８ｄを備える。貫
通孔７８ｄには、突出部材７６の本体部７６ａにおける大径部が挿通される（図１２参照
）。よって、貫通孔７８ｄの幅寸法（図１５（ａ）上下寸法）は、突出部材７６の本体部
７６ａにおける大径部の直径よりも若干大きくされる。
【０１１４】
　また、貫通孔７８ｃは、その幅寸法（図１５（ａ）上下寸法）が、突出部材７６の張出
部７６ｂの外径よりも小さくされると共に、先端上面７８ａから後端上面７８ｃにわたっ
て形成さされる。これにより、突出部材７６の張出部７６ｂに少なくとも傾斜上面７８ｂ
及び後端上面７８ｃを当接させることが可能とされる（図２２参照）。また、突出部材７
６の張出部７６ｂを傾斜上面７８ｂから離間させ、先端上面７８ａに対向させることが可
能とされる（図２０参照）。
【０１１５】
　ここで、規制板７８は、貫通孔７８ｃにより形成される空間が閉じた空間として形成さ
れるので、係合装置７０の組み立て状態においては（図１２参照）、かかる貫通孔７８ｃ
に突出部材７６が挿通されることで、規制板７８が抜き取り不可能とされる。よって、例
えば、パチンコ機１の搬送中に規制板７８が脱落することや、島設備への設置後に作業者
が不用意に抜き取って紛失することを抑制できる。
【０１１６】
　図１２に戻って、係合装置７０の組み立て方法について説明する。まず、突出部材７６
の本体部７６ａを、規制部材７８の貫通孔７８ｄに挿通した後、本体部７６ａの小径部に
環状板７６ｃ及びコイルばね７７を挿通する。即ち、本体部７６ａの張出部７６ｂと環状
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板７６ｃとの間に規制板７８を挟んだ状態を形成する。以下、この状態の突出部材７６及
び規制板７８を「第1組立部品」と称す。
【０１１７】
　次いで、ケース体７１Ｒへ第1組立部品を合わせ面側から装着する。即ち、図１２に示
すように、ケース体７１Ｒの保持部ｈ１～ｈ３及び受入部ｍ１～ｍ３に、第1組立部品を
嵌め込む。この場合、ケース体７１Ｒの上壁と第１区画壁７３ａとの間に、突出部材７６
の張出部７６ｂを配置すると共に、ケース体７１Ｒの第１区画壁７３ａと第２区画壁７３
ｂとの間に、環状板７６ｃ及びコイルばね７７を配置する。なお、規制板７８は、ケース
体７１Ｒの受入部ｍ１～ｍ３の内、少なくとも受入部ｍ３に嵌め込まれていれば良い。
【０１１８】
　ケース体７１Ｒに第１組立部品を装着した後は、そのケース体７１Ｒに対し、ケース体
７１Ｌを、向かい合わせで（即ち、合わせ面同士を）結合し、膨出部７２の挿通孔７２ａ
に挿通した締結ねじＢ１にナットＮ１を螺合する。これにより、突出部材７６及び規制板
７８が収容された状態で、ケース体７１Ｒ，７１Ｌが一体化され、係合装置７０の組み立
てが完了する。
【０１１９】
　外壁形成部材８０は、係合装置７０の群に前面側から装着され、係合装置７０の群の周
囲に外壁を形成するための部材であり、一面側が開放された箱状に形成される。ここで、
図１６及び図１７を参照して、外壁形成部材８０について説明する。
【０１２０】
　図１６（ａ）は、外壁形成部材８０の上面図であり、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）の
矢印ＸＶＩｂ方向視における外壁形成部材８０の正面図である。また、図１７（ａ）は、
図１６（ｂ）のＸＶＩＩａ－ＸＶＩＩａ線における外壁形成部材８０の断面図であり、図
１７（ｂ）は、図１６（ｂ）の矢印ＸＶＩＩｂ方向視における外壁形成部材８０の側面図
である。
【０１２１】
　図１６及び図１７に示すように、外壁形成部材８０は、上面板８１と、その上面板８１
に対し所定間隔を隔てつつ対向配置される底面板８２と、それら上面板８１及び底面板８
２を連結する連結正面板８３と、連結正面板８３の長手方向両端に形成され対向配置され
る一対の側面板８４とを備える。
【０１２２】
　即ち、外壁形成部材８０は、連結正面板８３が正面視矩形形状に形成され、その矩形形
状（連結正面板８３）の上辺および下辺から上面板８１及び底面板８２が、左右の両辺か
ら一対の側面板８４が、それぞれ同方向（図１７（ａ）右方向）へ向けて延設される。こ
れにより、外壁形成部材８０は、一面側（連結正面板８３と反対側、図１７（ａ）右側）
が開放する箱状に形成される。なお、上面板８１と側面板８４との間、及び、底面板８２
と側面板８４との間には、所定の隙間が形成される。
【０１２３】
　上面板８１には、複数（本実施の形態では４個、図５参照）の折り返し片８１ａが形成
される。折り返し片８１ａは、上面板８１の延設先端側（連結正面板８３と反対側）の縁
部から突設される上面視矩形状の小片を、上面板８１の上面側（図１７（ａ）上側）へ折
り返して形成される。折り返し片８１ａと上面板８１との間の対向面間隔は、主部側被軸
支部材３５の挿入爪３６ｃの板厚と同等か若干大きな寸法に設定される。
【０１２４】
　なお、折り返し片８１ａの折り返し先端は、図１７（ａ）に示すように、上面板８１に
対向する側（図１７（ａ）下側）の面が折り返し先端へ向けて上昇傾斜して形成される。
よって、折り返し片８１ａと上面板８１との間の対向面間隔が、折り返し片８１ａの折り
返し先端側（図１７（ａ）左側）ほど広くされるので、主部側被軸支部材３５の挿入３６
ｃ１を対向面間へ挿入する際には、その挿入動作を円滑に行わせることができる（図２３
及び図２４参照）。
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【０１２５】
　上面板８１には、複数個所（本実施の形態では５ヶ所、図５参照）に出没穴８１ｂが穿
設される。出没穴８１ｂは、係合装置７０の突出部材７６が出没可能に挿通される円形の
穴であり、複数の係合装置７０に対応する位置にそれぞれ設けられる。また、出没穴８１
ｂの内径は、突出部材７６の本体部７６ａ（大径部）における外径よりも若干大きくされ
る（図１２参照）。
【０１２６】
　なお、外壁形成部材８０は、プレス加工により、一枚の金属材料からなる板状体を所定
の外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材の所定部位（連結正面板８３に対して上面板
８１、底面板８２および側面板８４が連結される部位、並びに、折り返し片８１ａ）を折
り曲げて、形成される。板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に出没穴８１
ｂも穿設される。
【０１２７】
　図１２に戻って説明する。外壁形成部材８０は、その開放面側（連結正面板８３と反対
側）を、外枠１０の下枠体１２に締結固定された係合装置７０の群の正面側（遊技機主部
２０側、図１２左側）に対向配置した状態から、そのまま係合装置７０へ向けて真直ぐに
（水平に）押し込むことで、係合装置７０の群に装着される。これにより、係合装置７０
の群の周囲が外壁形成部材８０により取り囲まれる。
【０１２８】
　即ち、係合装置７０の群の上面側には外壁形成部材８０の上面壁８１が、係合装置７０
の群の正面側には外壁形成装置８０の連結正面板８３が、係合装置７０の群の左右両側に
は外壁形成装置８０の一対の側面板８４が、それぞれ対向配置される。その結果、係合装
置７０が外壁形成部材８０の内部空間に収納された状態となり、各係合装置７０への外部
からのアクセスを困難とできる。
【０１２９】
　なお、外壁形成部材８０の一対の側面板８４は、その延設先端（連結正面板８３と反対
側の縁部）が、側面視において（図１２（ｂ）参照）、外枠１０の左枠体１３及び右枠体
１４と重なる位置まで延設される。よって、外壁形成部材８０の左右の側面板８４と外枠
１０の左枠体１３及び右枠体１４との間からの係合装置７０へのアクセスをより困難とで
きる。
【０１３０】
　また、各係合装置７０の底壁７４（前側外壁７４ｂ）と外枠１０の下枠体１２との対向
面間には、外壁形成部材８０の底面板８２が挿入され、隙間が閉封される。また、その外
壁形成部材８０の底面板８２は、外枠１０の下枠体１２に沿って左右方向に連続する。即
ち、隣接する係合装置７０同士の間においても、外壁形成部材８０の底面板８２が外枠１
０の下枠体１２の上面に当接される。これにより、外枠１０の下枠体１２と外枠形成部材
８０の底面壁８２との間からの各係合装置７０へのアクセスを困難とできる。
【０１３１】
　一方で、外壁形成部材８０は一面側（連結正面壁８３と反対側、図１２（ｂ）右側）が
開放された形状に形成されるので、係合装置７０の群の背面側を露出させることができる
。よって、外枠１０に対し遊技機主部２０を開放した状態においては（図３及び図４参照
）、係合装置７０の背面側に突出する規制板７８へのアクセスを容易とできる。よって、
作業者が規制板７８の押し込み操作または引き抜き操作をする際の作業性の向上を図るこ
とができる。
【０１３２】
　ここで、外壁形成部材８０が係合装置７０の群に装着されると、係合装置７０の突出部
材７６の先端が、外壁形成部材８０の上面板８１の出没穴８１ｂに挿通され、その外壁形
成部材８０の上面板８１から突出した状態となる。よって、外壁形成部材８０の引き抜き
方向（装着時の押し込み方向と反対方向、図１２（ｂ）左方向）への移動を、突出部材７
６と上面板８１の出没穴８１ｂとの係合により、規制することができる。また、外壁形成
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部材８０の上方向（図１２（ｂ）上方向）への移動は、外枠１０の下枠体１２と係合装置
７０の底壁７４（前側底壁７４ｂ）との間に外壁形成部材８０の底面壁８２が挟持されて
いることで、規制することができる。
【０１３３】
　このように、外壁形成部材８０は、係合装置７０へ対して一方向へ押し込むだけで、係
合装置７０へ簡易に装着できるので、その分、組み立て工数を低減できる。また、締結ね
じ等を用いて両者を固定する必要がなく、遊技機主部２０（主部側被軸支部材３５）との
連結のための機能を利用（兼用）して、外壁形成部材８０を係合装置７０に固定するので
、その分、部品点数の低減を図ることができる。一方で、このように、簡易な装着を可能
としつつ、両者７０，８０を強固に連結できるので、外壁形成部材８０が係合装置７０か
ら不正に取り外されることを抑制できる。
【０１３４】
　外枠側係合部材１６は、図１２に示すように、係合装置７０に外壁形成部材８０が装着
されることで、その上面側（図１２（ａ）及び図１２（ｂ）上側）に、遊技機主部２０の
主部側被軸支部材３５と係合するための構造（外壁形成部材８０の上面壁８１から出没す
る突出部材７６、上面壁８１の折り返し片８１ａなど）が形成される。ここで、図１８及
び図１９を参照して、主部側被軸支部材３５について説明する。
【０１３５】
　図１８（ａ）は、主部側被軸支部材３５の上面図であり、図１８（ｂ）は、図１８（ａ
）の矢印ＸＶＩＩＩｂ方向視における主部側被軸支部材３５の正面図である。また、図１
９は、図１８（ｂ）のＸＩＸ－ＸＩＸ線における主部側被軸支部材３５の断面図である。
なお、図１８（ａ）では、挿通爪３６ｃの近傍を部分的に断面視して図示する。
【０１３６】
　図１８及び図１９に示すように、主部側被軸支部材３５は、長尺板状の本体板３６と、
その本体板３６の長手方向（図１８（ａ）左右方向）に沿って本体板３６の縁部から立設
されると共にその立設先端部分を本体板３６側へ平行に折り返して断面逆Ｌ字状に形成さ
れる立設板３７とを備える。
【０１３７】
　主部側被軸支部材３５は、立設板３７が本体板３６の上面側（図１９上側）へ向けて立
設される（即ち、主部側被軸支部材３５の一方の縁部が、本体板３６の上面側へ向けて折
り返されて形成される）ので、主部側被軸支部材３５（本体板３６）の底面を平坦面形状
とすることができる。よって、その接地面積を確保できるので、主部側被軸支部材３５を
開放した状態（く字状に配置）して、遊技機主部２０（内枠３０）を自立させる際には（
図６参照）、その自立を安定化させることができる。
【０１３８】
　また、主部側被軸支部材３５が板状体から長尺形状に形成される場合であっても、かか
る主部側被軸支部材３５に立設板３７を設けることで、その分、曲げ剛性を高めることが
できる。よって、主部側被軸支部材３５を遊技機主部２０（内枠３０）に対して開いた状
態として、その主部側被軸支部材３５を利用することで、遊技機主部２０を自立させる場
合に、遊技機主部２０を強固に支持することができる。よって、この点からも、遊技機主
部２０の自立を安定化させることができる。
【０１３９】
　一方で、主部側被軸支部材３５の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材３
５に他の主部側被軸支部材３５を重ねて、複数の遊技機主部２０を自立させる（即ち、図
６に示す状態で遊技機主部２０（内枠３０）を複数自立させる）際に、１の主部側被軸支
部材３５の折り返された縁部に他の主部側被軸支部材３５が乗り上げることで、乗り上げ
た方の遊技機主部２０が傾斜して、その自立が不安定となる。
【０１４０】
　これに対し、本実施の形態では、主部側被軸支部材３５は、遊技機主部２０（内枠３０
）を自立させた状態において、遊技機主部２０側に位置する側の縁部が平板形状に形成さ
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れる。即ち、平板形状の本体板３６には、遊技機主部２０と反対側となる縁部のみ立設板
３７が形成される（図６参照）。よって、折り返されて形成される縁部（立設板３７）を
避け、反対側の縁部の上（即ち、本体板３６の上）に他の主部側被軸支部材３５を順に重
ねていくことができる。よって、遊技機主部２０の傾斜を抑制して、安定的に自立させる
ことができる。
【０１４１】
　ここで、立設板３７は、主部側被軸支部材３５の長手方向の全域にわたって（即ち、本
体板３６の長手方向一端側から他端側までの範囲にわたって）形成される。よって、主部
側被軸支部材３５の剛性を長手方向全体にわたって均一に向上させることができる。即ち
、立設板３７と反対側の縁部を折り曲げて、主部側被軸支部材３５の剛性を高める構造を
採用した場合、支持軸３４の近傍では、支持金具３３が上面側に移動可能に載置されるこ
とに起因して、縁部を折り曲げることができない。そのため、支持軸３４近傍のみに、剛
性の弱い箇所が部分的に形成されてしまう。
【０１４２】
　本体板３６には、複数個所（本実施の形態では５ヶ所、図５参照）に受入穴３６ａが穿
設される。受入穴３６ａは、外枠側係合部材１６（係合装置７０）の突出部材７６を受け
入れるための円形の穴であり、複数の係合装置７０に対応する位置にそれぞれ設けられる
。受入穴３６ａの内径は、突出部材７６の本体部７６ａ（大径部）における外径よりも若
干大きくされる（図１２参照）。
【０１４３】
　なお、受入穴３６ａは、外枠側係合部材１６の長手方向（図１８（ａ）左右方向）を長
径方向とする長穴形状に形成されていても良い。この場合には、外枠１０に対して遊技機
主部２０を組み付ける際に、受入穴３６ａの長径方向の長さを利用して、突出部材７６の
先端を受入穴３６ａに受け入れ易くすることができる。よって、外枠側係合部材１６に対
する主部側被軸支部材３５の配置ずれや部材の寸法公差が存在する場合でも、外枠１０に
対する遊技機主部２０の組み付け作業の効率化を図ることができる。一方で、受入穴３６
は、その短径方向（図１８（ａ）上下方向）を、外枠１０から遊技機主部２０を抜き取る
方向に向けるため、その方向においては、突出部材７６を受入穴３６ａにがたつきを少な
くした状態で受け入れることができる。
【０１４４】
　本体板３６及び立設板３７には、複数箇所（本実施の形態では４箇所、図５参照）に開
口部３６ｂが開口形成される。開口部３６ｂは、外枠側係合装置１６の外壁形成部材８０
における折り返し片８１ａを受け入れるための開口であり、図１８（ｂ）に示すように、
立設板３７に正面視矩形形状に形成される開口部分の幅寸法（図１８（ｂ）左右方向寸法
）が、外枠形成部材８０の折り返し片８１ａの幅寸法（図１６（ａ）左右方向寸法）より
も若干大きく形成される。
【０１４５】
　開口部３６ｂは、本体板３６に開口される部分が、立設板３７に開口される部分に連通
されつつ、図１８（ａ）に示すように、上面視Ｕ字形状を左右に配置した形状に形成され
る。これにより、本体板３６には、開口部３６ｂへ向けて突設される挿入爪３６ｃが形成
される。ここで、挿入爪３６ｃは、複数（本実施の形態では４個）の開口部３６ｂのそれ
ぞれに形成される。
【０１４６】
　なお、挿入爪３６ｃの突設先端は、図１９に示すように、上側（図１９上側）の面が突
設先端へ向けて下降傾斜して形成される。よって、外壁形成部材８０の折り返し片８１ａ
と本体板３６との間の対向面間へ挿入爪３６ｃを挿入する際には、その挿入動作を円滑に
行わせることができる（図２３及び図２４参照）。
【０１４７】
　本体板３６には、その長手方向一端側（図１８（ａ）左側）に、固定板３６ｄが形成さ
れる。固定板３６ｃは、立設板３７と同方向に立設され断面逆Ｊ字状に形成され、ねじり
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コイルばねＣＳの腕を固定する。即ち、主部側被軸支部材３５には、内枠３０の樹脂ベー
ス３１の下端部に配設される支持金具３３が、その支持金具３３の挿通孔に支持軸３４を
挿通させた状態で載置される（図４参照）。
【０１４８】
　この場合、ねじりコイルばねＣＳは、コイル部を支持軸３４に挿通させ、そのコイル部
から伸びる一方の腕を主部側被軸支部材３５の固定板３６ｄに固定すると共に、他方の腕
を支持金具３３の固定部に固定した状態で、支持金具３３と主部側被軸支部材３５との間
に介在される。その結果、主部側被軸支部材３５は、支持軸３４を回動中心として、支持
金具３３（即ち、内枠３０）に対して、ねじりコイルばねＣＳのねじりトルクによって、
開放される方向へ付勢される（図６参照）。
【０１４９】
　このように、主部側被軸支部材３５は、ねじりコイルばねＣＳにより内枠３０（遊技機
主部２０）に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので、上述したように、主部側被
軸支部材３５を内枠３０に対して開いた状態（く字状配置）として、内枠３０を自立させ
る際には（図６参照）、その主部側被軸支部材３５を開いた状態に維持して、内枠３０の
自立を安定化させることができる。即ち、内枠３０の自立時に、主部側被軸支部材３５が
不用意に閉じられて、内枠３０の自立が不安定化することを抑制できる。
【０１５０】
　また、このように、主部側被軸支部材３５が、ねじりコイルばねＣＳのねじりトルクに
より、内枠３０（遊技機主部２０）に対して開いた状態となる方向へ付勢される構造であ
れば、外枠１０に対して遊技機主部２０が開閉可能に配設された状態では（図３及び図４
参照）、ねじりコイルばねＣＳの付勢力（ねじりトルク）を、遊技機主部２０を開放させ
る方向への力として利用することができる。よって、遊技機主部２０の重量が例えば重い
場合であっても、その遊技機主部２０を解放させるための作業者の操作を容易化すること
ができる。
【０１５１】
　なお、主部側被軸支部材３５は、プレス加工により、一枚の金属材料からなる板状体を
所定の外形形状に打ち抜くと共にその打ち抜き材の所定部位（立設板３７及び固定板３６
ｄ）を折り曲げて、形成される。板状体の打ち抜きの際には、外形形状の形成と同時に受
入穴３６ａ及び開口部３６ｂも穿設される。
【０１５２】
　図１２に戻って説明する。外枠１０に配設される外枠側係合部材１６と内枠３０（遊技
機主部２０）に配設された主部側被軸支部材３５との連結（係合）は、まず、外枠１０の
正面に内枠３０（遊技機主部２０）を対面配置する（図２参照）。これにより、図１２に
示すように、外枠側係合部材１６に主部側被軸支部材３５が立設板３７側を向けた状態で
配設されるので、外枠１０へ向けて内枠３０を真直ぐに押し込むことで、上述した外枠側
連結部材１５と主部側連結部材３２との連結を行いつつ（図１０参照）、主部側被軸支部
材３５と外枠側係合部材１６との連結を行うことができる。
【０１５３】
　この場合、外枠側係合部材１６の上面（外壁形成部材８０の上面板８１）には、主部側
被軸支部材３５（主部側被軸支部材３５を介して遊技機主部２０）を仮置きするための領
域が形成される。即ち、かかる領域に主部側被軸支部材３５が載置された状態では、外枠
側連結部材１５と主部側連結部材３２とが連結されておらず（図１０（ａ）参照）、かつ
、外枠側係合部材１６の突出部材７６が主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａに受け入れ
られていない状態とできる。
【０１５４】
　よって、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける際には、まず、遊技機主部２０の主部
側被軸支部３５の先端側（立設板３７側）を、外枠側係合部材１６の上面における上記領
域に載置（仮置き）し、その後、遊技機主部２０を押し込み、主部側被軸支部３５を外枠
側係合部材１６の上面に沿って移動（滑動）させることで、外枠側連結部材１５と主部側
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連結部材３２とを連結させると共に（図１０（ｃ）参照）、外枠側係合部材１６の突出部
材７６を主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａへ挿通（受け入れ）させることができる（
図２０から図２４参照）。
【０１５５】
　即ち、作業者は、両連結部材１５，１６の連結と、受入穴３６ａへの突出部材７６の受
け入れとを行う際に、それらの作業を、遊技機主部２０の重量を支持しつつ行う必要がな
く、遊技機主部２０を外枠側係合部材１６上に仮置きした後は、水平方向へ押し込むだけ
で良い。よって、外枠１０に対して遊技機主部２０を組み付ける作業の作業性の向上を図
ることができる。
【０１５６】
　この場合、突出部材７６は、図１２に示す初期位置（コイルばね７７のみにより付勢さ
れ、張出部７６ｂの下面に規制板７８の上面が当接していない状態）において、半球状の
先端部７６ｂ１のみが、外枠側係合部材１６の上面（外壁形成部材８０の上面板８１）か
らから突出されるので、主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１６の上面をスライド移
動（滑動）され、主部側被軸支部材３５の角部（本体板３６と立設壁３７の接続部）が突
出部材７６に当接する際には、引っ掛かりを抑制して、突出部材７６を対向面下により確
実に没入させることができる。
【０１５７】
　ここで、図２０から図２４を参照して、外枠１０に配設される外枠側係合部材１６と内
枠３０に配設される主部側被軸支部３５との間の連結動作について説明する。
【０１５８】
　図２０から図２４は、連結動作時における外枠側係合部材１６及び主部側被軸支部材３
５の斜視図であり、図２０及び図２３は連結動作の開始時を、図２１は主部側被軸支部材
３５の受入穴３６ａに突出部材７６が挿通された状態を、図２２及び図２４は規制板７８
が押し込まれた連結動作の終了時を、それぞれ示している。なお、図２０から図２４では
、図面を簡素化するために、主要な構成のみに符号を付している。また、図２０から図２
２では、ケース体７１Ｒの側面であって、ケース体７１Ｌとの合わせ面となる側面がハッ
チングを付して図示される。
【０１５９】
　図２０に示すように、連結動作が開始され、主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１
６（外壁形成部材８０）の上面に沿って移動されると、その主部側被軸支部材３５の移動
に伴って、突出部材７６が下方へ押し下げられ、かかる突出部材７６が主部側被軸支部材
３５の下面側に没入される。
【０１６０】
　この場合、図２３に示すように、外枠側係合部材１６（外壁形成部材８０）の折り返し
片８１ａの折り返し先端が、主部側被軸支部材３５の開口部３６ｂ内へ挿入される。これ
により、折り返し片８１ａが開口部３６ｂにより規制され、外枠側係合部材１６に対する
主部側被軸支部材３５の左右方向（図２１（ｂ）紙面垂直方向）への位置決めを行うこと
ができる。また、主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１６に対して更に押し込まれる
（前進移動される）場合には、開口部３６ｂが折り返し片８１ａに沿って案内されること
で、主部側被軸支部材３５を適正な位置（即ち、受入穴３６ａに突出部材７６を受け入れ
可能な位置）へ確実に移動させることができる。
【０１６１】
　図２１に示すように、図２０に示す状態から主部側被軸支部材３５が外枠側係合部材１
６に対して更に押し込まれる（前進移動される）と、主部側被軸支部材３５の受入穴３６
ａに、外枠側係合部材１６（係合装置７０）の突出部材７６が受け入れられる（先端部が
挿入される）。
【０１６２】
　なお、図２１に示すように、受入穴３６ａに突出部材７６の先端部が挿入された状態で
は、主部側被軸支部材３５の挿入爪３６ｃの先端が、外枠側係合部材１６（外壁形成部材
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８０）の折り返し片８１ａの根元部分に当接される。これにより、主部側被軸支部材３５
の押し込み動作（前進移動）を、適正な位置（受入穴３６ａに突出部材７６を受け入れた
位置）で、確実に停止させることができる。
【０１６３】
　また、挿入爪３６ｃの先端が折り返し片８１ａの根元部分に当接されることで、外枠側
係合部材１６に対する主部側被軸支部材３５の押し込み動作（前進移動）が、仮に、作業
者の不注意などで非常に強い力で行われたとしても、その力が突出部材７６のみに作用す
ることを回避できる。即ち、主部側被軸支部材３５から作用する力を、折り返し片８１ａ
と突出部材７６の両者に分担させることができるので、その分、突出部材７６の破損を抑
制できる。
【０１６４】
　図２１に示すように、主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａに、外枠側係合部材１６（
係合装置７０）の突出部材７６の先端部分が受け入れられることで、主部側被軸支部材３
５と外枠側係合部材１６とが連結状態とされる。しかし、この状態では、主部側被軸支部
材３５が抜き取り方向（図２１（ｂ）左方向）へ引っ張られる（後退移動される）と、受
入穴３６ａの内周面から突出部材７６の先端部７６ａ１に作用する力により、突出部材７
６が下方へ移動して、受入穴３６ａよりも下方へ没入されることで、主部側被軸支部材３
５が抜き取り可能となるおそれがある。
【０１６５】
　そこで、図２１に示す状態となった後は、外枠側係合部材１６の背面側から、規制板７
８を突出部材７６へ向けて（即ち、図２１（ｂ）左方向へ向けて）押し込む操作が行われ
る。規制板７８が突出部材７６へ向けて押し込まれると、その規制板７８の傾斜上面７８
ｂが突出部材７６の張出部７６ｂの下面に侵入され、規制板７８の押し込み動作に伴って
、傾斜上面７８ｂが張出部７６ｂを介して突出部材７６を上昇させる。
【０１６６】
　図２２及び図２３に示すように、規制板７８が突出部材７６へ向けてさらに押し込まれ
ると、突出部材７６の張出部７６ｂの下面に、規制板７８の後端上面７８ｃが侵入される
。規制板７８は、後端上面７８ｃが底面と平行に形成されるため、突出部材７６の張出部
７６ｂとケース体７１Ｒ，７１Ｌの第１区画壁７３ａとの間に規制板７８が介在されるこ
とで、突出部材７６の下方への移動を規制することができる。
【０１６７】
　即ち、図２２及び図２３に示すように、突出部材７６の張出部７６ｂが規制板７８の後
端上面７８ｃにより支持された状態では、仮に、主部側被軸支部材３５の受入穴３６ａか
ら突出される突出部材７６の先端部分を、何らかの方法により、下方へ直接押し下げる不
正行為が行われたとしても、突出部材７６が没入されることを回避できる。
【０１６８】
　また、図２２及び図２３に示すように、突出部材７６の張出部７６ｂが規制板７８の後
端上面７８ｃにより支持された状態では、突出部材７６の半球状の先端部７６ａ１は、主
部側被軸支部材３５の上面（図２２（ｂ）上側面）よりも上方に突出される。即ち、受入
穴３６ａの内周面に対面される部位は、突出部材７６の本体部７６ａにおける円柱状の部
分となる。よって、仮に、主部側被軸支部材３５が抜き取り方向（図２１（ｂ）左方向）
へ強い力で引っ張られ、受入穴３６ａの内周面が突出部材７６に当接したとしても、その
当接によって突出部材７６を下方へ移動させる力を作用させることはできない。
【０１６９】
　次いで、図２５を参照して、主部側被軸支部材３５を内枠３０に閉じた状態で保持する
ための保持構造について説明する。図２５は、内枠３０の回動先端側における背面斜視図
である。なお、図２５では、施錠装置ＫＤによる係止が解除された状態における主部側被
軸支部材３５が二点鎖線を用いて模式的に図示される。
【０１７０】
　図２５に示すように、施錠装置ＫＤの係合爪ＫＤｂは、主部側被軸支部材３５の立設板
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３７に係合可能な第２係合爪ＫＤｂ１を備える。第２係合爪ＫＤｂ１は、係合爪ＫＤｂを
なす板状体に一体に形成され、その板状体の縁部から下方（図２５下方向）へ向けて突設
される。この第２係合爪ＫＤｂ１が、主部側被軸支部材３５の立設板３７の外面側（本体
板３６と反対側）に係合されることで、主部側被軸支部材３５の開放方向（即ち、図２５
に２点鎖線で示す状態）への移動が規制され、かかる主部側被軸支部材３５が図２５に実
線で示す閉じた状態に保持される。
【０１７１】
　一方、シリンダ錠ＫＤａのキー操作により、係合爪ＫＤｂが外枠１０の爪受け部材１７
との係合を解除する方向へ変位されると、その係合爪ＫＤｂの変位に伴って、第２係合爪
ＫＤｂ１が上方（図２５上方向）へ向けて変位される。これにより、第２係合爪ＫＤｂ１
が、主部側被軸支部材３５の立設板３７の外面側（本体板３６と反対側）から上方へ後退
され、主部側被軸支部材３５の図２５に実線で示す閉じた状態からの移動が許容される。
その結果、主部側被軸支部材３５が開放方向（即ち、図２５に２点鎖線で示す状態）へ移
動される。
【０１７２】
　このように、第２係合爪ＫＤｂ１により、主部側被軸支部材３５を内枠３０（遊技機主
部２０）の底面側に保持することができるので、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける
際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材３５は、ねじりコイルば
ねＣＳにより、遊技機主部２０に対して開いた状態となる方向へ付勢されているところ、
これを第２係合爪ＫＤｂ１により遊技機主部２０の底面側に保持する（閉じた状態に保持
する）ことができれば、作業者が、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材３５
を閉じた状態に保持しつつ、遊技機主部２０を外枠１０に組み付けるという煩雑な作業を
行う必要がなく、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける作業のみに集中することができ
る。
【０１７３】
　ここで、主部側被軸支部材３５を保持する第２係合爪ＫＤｂ１は、係合爪ＫＤｂに一体
に形成される。よって、施錠装置ＫＤの操作（シリンダ錠ＫＤａのキー操作）により、係
合爪ＫＤｂと外枠１０の爪受け部材１７との間の係合を解除する際には、その解除動作に
連動して、第２係合爪ＫＤｂ１による主部側被軸支部材３５の保持（係合）も解除するこ
とができる。
【０１７４】
　よって、遊技機主部２０を外枠１０に組み付ける際には、主部側被軸支部材３５を第２
係合爪ＫＤｂ１により保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、
施錠装置ＫＤの操作（シリンダ錠ＫＤａのキー操作）を行うのみで、外枠１０に対して遊
技機主部２０を開放させることができる。即ち、シリンダ錠ＫＤａに対する一のキー操作
のみで、遊技機主部２０の外枠１０に対する施錠の解除と、主部側被軸支部材３５の第２
係合爪ＫＤｂ１による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０１７５】
　なお、主部側被軸支部材３５には、図２５に示すように、立設板３７の一部を切り欠い
て形成される立設切り欠き部３７ａが形成され、この立設切り欠き部３７ａの形成部に残
された縦壁部分（本体板３６から立設される部分）の外面側に第２係合爪ＫＤｂ１が係合
する。
【０１７６】
　ここで、立設切り欠き部３７ａを設けず、立設板３７の外面側に第２係合爪ＫＤｂ１を
係合させる構成では、立設板３７のＲ状に湾曲した部分（本体板３６から立設される縦壁
部分とその縦壁部分の立設先端から折り返される部分との間の接続部分）に第２係合爪Ｋ
Ｄｂ１を係合させる必要が生じ、その係合が不安定となる。これに対し、上述のように、
立設切り欠き部３７ａの形成部に残された縦壁部分（本体板３６から立設される部分）の
外面側に第２係合爪ＫＤｂ１を係合させる構成とすることで、平坦面同士の係合として、
その係合を安定化（確実化）することができる。
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【０１７７】
　次いで、図２６及び図２７を参照して、第２実施の形態について説明する。第１実施の
形態では、主部側被軸支部材３５の立設板３７と反対側となる本体板３６の縁部が平坦面
状に形成される場合を説明したが、第２実施の形態における主部側被軸支部材３５は、立
設板３７と反対側となる本体板３６の縁部に第２立設板２３７ａが立設される。なお、上
述した第１実施の形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０１７８】
　図２６（ａ）は、第２実施の形態における主部側被軸支部材２３５の上面図であり、図
２６（ｂ）は、図２６（ａ）の矢印ＸＸＶＩｂ方向視における主部側被軸支部材２３５の
正面図である。また、図２７は、図２６（ｂ）のＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ線における主部
側被軸支部材２３５の断面図である。
【０１７９】
　図２６及び図２７に示すように、第２実施の形態における主部側被軸支部材２３５は、
本体板３６の長手方向（図２６（ａ）左右方向）に沿ってその本体板３６の縁部（立設板
３７が形成される縁部と反対側の縁部、図２６（ａ）下側）から立設される第２立設板２
３７ａを備える。
【０１８０】
　第２立設板２３７ａは、立設板３７と同じ方向に立設される。即ち、主部側被軸支部材
２３５が、外枠側係合部材１６に連結（係合）された状態では（図２２参照）、第２立設
板２３７ａが本体板３６から立設される方向と、突出部材７６の先端部分が本体板３６の
上面に突出される方向とを一致させることができる。よって、外枠１０に遊技機主部２０
が組み付けられた状態において（図１参照）、その遊技機主部２０の前面側から突出部材
７６の先端部分にアクセスする不正行為を、第２立設板２３７ａにより困難とすることが
できる。
【０１８１】
　なお、内枠３０の樹脂ベース３１の底面に段差を設け、内枠３０に主部側被軸支部材２
３５を閉じた状態では、樹脂ベース３１の底面の段差面（高い底面と低い底面との間を接
続する面）に、第２立設板２３７ａの外面（図２７左側面）が対向配置されるように形成
しても良い。これにより、遊技機主部２０の前面側から突出部材７６の先端部分にアクセ
スする不正行為をより困難とすることができる。
【０１８２】
　次いで、図２８及び図２９を参照して、第３実施の形態について説明する。第１実施の
形態では、外枠側係合部材１６に主部側被軸支部材３５が連結された場合に、突出部材７
６の先端部分が露出される場合を説明したが（図２２参照）、第３実施の形態における主
部側被軸支部材３３５は、外枠側係合部材１６に連結された場合に、突出部材７６の先端
部分を被覆可能に形成される。なお、上述した第１実施の形態と同一の部分には同一の符
号を付して、その説明は省略する。
【０１８３】
　図２８は、第３実施の形態における主部側被軸支部材３３５の斜視図であり、図２９は
、外枠側係合部材１６及び主部側被軸支部材３３５の斜視図である。なお、図２８では、
主部側被軸支部材３３５の一部が部分的に断面視される。図２９は、規制板７８が押し込
まれて連結動作を終了した状態が図示される。また、図２９では、ケース体７１Ｒの側面
であって、ケース体７１Ｌとの合わせ面となる側面がハッチングを付して図示される。
【０１８４】
　図２８に示すように、第３実施の形態における主部側被軸支部材３３５には、複数個所
（本実施の形態では５ヶ所、第１実施の形態における受入穴３６ａと同じ箇所）に受入凹
部３３６ａが凹設される。受入凹部３３６ａは、外枠側係合部材１６（係合装置７０）の
突出部材７６の先端部分を受け入れるために底面側（図２８下側）に開口を有する凹部で
ある。即ち、受入凹部３３６ａは、本体部３６の底面側からパンチを押し込む絞り加工に
より形成される容器状の凹部である。
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【０１８５】
　なお、受入凹部３３６ａの開口の内径は、突出部材７６の本体部７６ａ（大径部）にお
ける外径よりも若干大きくされ、受入凹部３３６ａの凹設深さは、規制板７８の後端上面
７８ｃにより突出部材７６の張出部７６ｂが支持された状態において、その突出部材７６
の先端部分を受け入れ可能な深さ（即ち、突出部材７６の先端部７６ａ１と受入凹部３３
６ａの内周面３３６ａ１との間に若干の隙間が形成される深さ）に設定される。
【０１８６】
　図２９に示すように、突出部材７６の張出部７６ｂが規制板７８の後端上面７８ｃによ
り支持された状態（即ち、主部側被軸支部材３３５と外枠側係合部材１６とが連結（係合
）された状態）では、突出部材７６の先端部分を、受入凹部３３６ａにより被覆する（覆
い隠す）ことができる。よって、突出部材７６が遊技者などによって操作（没入方向へ移
動）され、外枠側係合部材１６と主部側被軸支部材３３５との間の連結が不正に解除され
ることを抑制できる。
【０１８７】
　次いで、図３０から図３６を参照して、第４実施の形態について説明する。図３０は、
第４実施の形態におけるパチンコ機４０１を外枠４１０と遊技機主部４２０とに分解した
状態を示すパチンコ機４０１の分解斜視図である。図３１は、内枠４３０及び外枠４１０
の斜視図であり、内枠４３０に対してその内枠４３０の構成要素Ａ４が開かれた状態が図
示される。図３２は、外枠４１０と内枠４３０の構成要素Ａ４との斜視図である。図３３
（ａ）は、内枠４３０の構成要素Ａ４が連結された状態における外枠４１０の斜視図であ
り、図３３（ｂ）は、内枠４３０の構成要素Ａ４が取り外された状態における外枠４１０
の斜視図である。図３４から図３６は、外枠４１０と内枠の構成要素Ａ４との連結構造を
示す連結構造部分の斜視図である。
【０１８８】
　図３０から図３６に示すように、第４実施の形態では、外枠４１０に対し、遊技機主部
４２０が着脱可能に形成される。よって、第１実施の形態の場合と同様に、外枠４１０を
島設備に残しつつ、その外枠４１０を流用して、新しい機種としての遊技機主部４２０の
入れ替えを行うことができる。その結果、傾斜角度の調整に要する工数の低減を図ること
ができる。
【０１８９】
　第４実施の形態では、図３１及び図３２に示すように、内枠４３０には、構成要素Ａ４
が配設され、その構成要素Ａ４を介して、内枠４３０（遊技機主部４２０）が外枠４１０
に着脱可能に連結される。この場合、外枠４１０に対して遊技機主部２０を開閉可能に軸
支する上端側および下端側の支持軸は、それぞれ構成要素Ａ４に配設される。
【０１９０】
　よって、遊技機主部４２０を新たな機種として設計する場合には、上端側および下端側
の両方の支持軸について、外枠４１０との関係を考慮する必要がない。従って、その設計
の自由度を高めることができ、その分、上端側および下端側の両方の支持軸近傍における
前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０１９１】
　次いで、図３７から図４０を参照して、第５実施の形態について説明する。図３７は、
第５実施の形態におけるパチンコ機５０１を外枠５１０と遊技機主部５２０とに分解した
状態を示すパチンコ機５０１の分解斜視図である。図３８は、外枠５１０及び内枠５３０
の斜視図であり、内枠５３０に対してその内枠５３０の構成要素Ａ５が開かれた状態が図
示される。図３９は、外枠５１０と内枠５３０の構成要素Ａ５との斜視図である。図４０
は、内枠５３０の構成要素Ａ５が連結された状態における外枠５１０の斜視図である。
【０１９２】
　図３７から図４０に示すように、第５実施の形態では、外枠５１０に対し、遊技機主部
５２０が着脱可能に形成される。よって、第１実施の形態の場合と同様に、外枠５１０を
島設備に残しつつ、その外枠５１０を流用して、新しい機種としての遊技機主部５２０の
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入れ替えを行うことができる。その結果、傾斜角度の調整に要する工数の低減を図ること
ができる。
【０１９３】
　第５実施の形態では、図３８及び図３９に示すように、内枠５３０には、構成要素Ａ５
が配設され、その構成要素Ａ５を介して、内枠５３０（遊技機主部５２０）が外枠５１０
に着脱可能に連結される。この場合、外枠５１０に対して遊技機主部５２０を開閉可能に
軸支する上端側および下端側の支持軸は、それぞれ構成要素Ａ５に配設される。
【０１９４】
　よって、遊技機主部５２０を新たな機種として設計する場合には、上端側および下端側
の両方の支持軸について、外枠５１０との関係を考慮する必要がない。従って、その設計
の自由度を高めることができ、その分、上端側および下端側の両方の支持軸近傍における
前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０１９５】
　更に、第５実施の形態では、構成要素Ａ５が枠状に形成されることで、外枠５１０に対
して内枠５３０（遊技機主部５２０）を開閉不能に施錠するための施錠装置についても、
構成要素Ａ５に配設することができる。よって、島設備に残した外枠５１０を流用しつつ
、遊技機主部２０を新たな機種として設計する場合には、施錠装置についても、外枠５１
０との関係を考慮する必要がない。従って、その設計の自由度を高め、より安全性の高い
施錠装置の開発が可能となる。
【０１９６】
　次いで、図４１から図４９を参照して、第６実施の形態について説明する。図４１は、
第６実施の形態における外枠６１０と内枠の構成要素Ａ６との分解斜視図であり、図４２
は、外枠６１０と内枠の構成要素Ａ６との斜視図である。図４３は、外枠６１０と内枠の
構成要素Ａ６との連結構造を示す連結構造部分の断面図である。図４４及び図４５は、遊
技機６０１の部分拡大側面図であり、図４６及び図４７は、遊技機６０１の側面図である
。図４８及び図４９は、内枠の構成要素Ａ６が連結された状態における外枠６１０の斜視
図である。なお、図４４から図４９では、それぞれ外枠６１０と内枠の構成要素Ａ６との
間の連結位置を変更した状態が図示され、外枠６１０に対する内枠の傾斜角度がそれぞれ
異なる。
【０１９７】
　図４１から図４９に示すように、第６実施の形態では、外枠６１０に対し、内枠（遊技
機主部）が着脱可能に形成される。よって、第１実施の形態の場合と同様に、外枠６１０
を島設備に残しつつ、その外枠６１０を流用して、新しい機種としての遊技機主部の入れ
替えを行うことができる。その結果、傾斜角度の調整に要する工数の低減を図ることがで
きる。
【０１９８】
　第６実施の形態では、図４１及び図４２に示すように、内枠（遊技機主部）が構成要素
Ａ６を備え、その構成要素Ａ６を介して、内枠（遊技機主部）が外枠６１０に着脱可能に
連結される。即ち、第５実施の形態における場合と同様に、外枠６１０に対して遊技機主
部を開閉可能に軸支する上端側および下端側の支持軸が、それぞれ構成要素Ａ６に配設さ
れる。これにより、その設計の自由度を高めることができ、その分、上端側および下端側
の両方の支持軸近傍における前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０１９９】
　第６実施の形態では、構成要素Ａ６と外枠６１０との間に、両者の相対的な傾斜角度を
調整する傾斜角度調整機構が形成される。具体的には、傾斜角度調整機構を構成する一要
素である構成Ｂ６の取着位置が選択可能とされ、その構成Ｂ６の取着位置に応じて、図４
４から図４９に示すように、外枠６１０に対する構成要素Ａ６の相対的な傾斜角度が調整
される。
【０２００】
　これにより、島設備に残した外枠６１０を流用して、遊技機主部の設置を行う場合であ
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っても、構成Ｂ６の取着位置を適宜選択することで、遊技機主部（遊技機６０１）の傾斜
角度の調整を行うことができる。即ち、外枠６１０を島設備から取り外さなくても、その
外枠６１０に遊技機主部を取り付ける際に、構成Ｂの取着位置を変更するだけで、遊技機
６０１の傾斜角度の調整を行うことができる。
【０２０１】
　次いで、図５０から図６１を参照して、第７実施の形態について説明する。図５０は、
第７実施の形態における外枠７１０及び内枠７３０の斜視図であり、外枠７１０に内枠７
３０を連結した状態が図示される。図５１及び図５２は、外枠７１０及び内枠７３０の斜
視図であり、外枠７１０から内枠７３０を取り外した状態が図示される。図５３は、外枠
７１０及び内枠７３０の斜視図であり、図５０に示す状態から内枠７３０を開放した状態
が図示される。図５４は、内枠７３０の分解斜視図であり、図５５は、外枠７３０の分解
斜視図である。図５６及び図５７は、外枠７１０の部分拡大斜視図であり、外枠７１０の
組立工程における過程が図示される。図５８及び図５９は、外枠７１０及び内枠７３０の
連結構造を構成する一要素の分解斜視図である。図６０及び図６１は、外枠７１０及び内
枠７３０の連結構造の部分拡大断面図であり、連結構造による連結過程が図示される。
【０２０２】
　第７実施の形態では、図５３から図５５に示すように、内枠７３０（遊技機主部）が構
成要素Ａ７を備え、その構成要素Ａ７を介して、内枠７３０（遊技機主部）が外枠７１０
に着脱可能に連結される。即ち、第５実施の形態における場合と同様に、外枠７１０に対
して遊技機主部を開閉可能に軸支する上端側および下端側の支持軸が、それぞれ構成要素
Ａ７に配設される。これにより、その設計の自由度を高めることができ、その分、上端側
および下端側の両方の支持軸近傍における前面扉の意匠性の向上を図ることができる。
【０２０３】
　第７実施の形態では、図５５から図５７に示すように、外枠７１０の上枠体に開口が形
成されると共に、その開口部分に木材などから形成される板状の部材が配設される。よっ
て、上枠体を金属などから形成して、その剛性を確保しつつ、開口を介して、外枠７１０
を島設備の枠体に釘等により打ち付けて固定することができる。
【０２０４】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０２０５】
　上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である
。かかる数値の一例としては、例えば、受入穴３６ａや挿入爪３６ｃの形成個数などが例
示される。
【０２０６】
　上記各実施の形態では、外枠側係合装置１６が外枠１０の下枠体１２に配設される場合
を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、これに代えて、或いは、これに加
えて、外枠１０の上枠体１１の下面側に配設してもよい。なお、上枠体１１に配設する場
合には、遊技機主部２０の重量を支える必要がないので、外枠側係合装置１６の簡素化（
例えば、板厚の薄肉化や材質の変更など）を行うことができ、その分、製品コストの削減
を図ることができる。
【０２０７】
　上記各実施の形態では、規制板７８の上面視において、貫通孔７８ｃにより形成される
空間が閉じた空間として形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは
なく、規制板７８の上面視において、貫通孔７８ｃの内部空間と外部とを連通する通路が
規制板７８に形成されていても良い。この場合には、かかる通路を利用して、突出部材７
６を貫通孔７８ｃの内部空間へ配置することができる。よって、突出部材７６の本体部７
６ａと環状板７６ｃとを別体とする必要がなく、環状板７６ｃを本体部７６ａと一体に形
成することができるので、部品点数および組立工数の低減を図ることができる。
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【０２０８】
　上記各実施の形態では、複数の係合装置７０が外枠１０の幅方向（左右方向）に等間隔
に配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、外枠１
０の左右方向（左枠体１３側および右枠体１４側）に偏らせて配設しても良い。この場合
には、中央部分にスペースを確保して、他の部品（例えば、スピーカ装置や制御基板、コ
ネクタなど）を配設できる。即ち、各係合装置７０の対向間に形成される各スペースは狭
く、単体では有効な利用が困難なデッドスペースとなり易いところ、係合装置８０を左右
に偏らせて配設することで、各デッドスペースを合体させて、その分、中央に有効なスペ
ース（広いスペース）を確保することができる。
【０２０９】
　上記各実施の形態では、主部側被軸支部材３５の長手方向寸法が、外枠１０の幅寸法（
左枠体１３及び右枠体１４の対向面間隔）と略同一とされる場合を説明したが、必ずしも
これに限られるものではなく、上記各実施の形態における主部側被軸支部材３５よりも短
くすることは当然可能である。
【０２１０】
　上記各実施の形態では、規制板７８の後端部分における外面を平坦面状に形成する場合
を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、その外面の凹凸や溝を設けても良
い。凹凸や溝が設けられることで、規制板７８を引く抜く際の滑り止めとすることができ
る。
【０２１１】
　上記各実施の形態では、ケース体７１Ｒ，７１Ｌを締結ねじＢ１及びナットＮ１による
締結固定により一体化（結合）する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは
なく、他の結合手段を利用することは当然可能である。他の結合手段としては、ケース体
７１Ｒ，７１Ｌの合わせ面同士を接着で接着固定する方法、合わせ面同士を超音波溶着で
溶着させる方法、或いは、ケース体７１Ｒ，７１Ｌの一方に形成された弾性的な爪を他方
に設けられた受け部に係合させる方法などが例示される。
【０２１２】
　上記各実施の形態では、外壁形成部材８０が、板状体を折り曲げることで形成され、例
えば、上面板８１と側面板８４との間などに隙間が形成される場合を説明したが、必ずし
もこれに限られるものではなく、板状体に絞り加工を施して、外壁形成部材８０を容器状
（即ち、上面板８１と側面板８４との間、及び、底面板８２と側面板８４との間に隙間が
形成されない形状）に形成しても良い。これにより、突出部材７６へのアクセスをより困
難とすることができる。
【０２１３】
　上記第１及び第２実施の形態では、係合装置７０（突出部材７６）の配設数と主部側被
軸支部材３５の受入穴３６ａの配設数とが同数とされる場合を説明したが、必ずしもこれ
に限られるのものではなく、係合装置７０（突出部材７６）の配設数よりも、主部側被軸
支部材３５の受入穴３６ａの配設数を少なくしても良い。第３実施の形態における受入凹
部３３６ａについても同様である。これら受入穴３６ａ又は受入凹部３３６ａの配設数が
少なくても、突出部材７６は主部側被軸支部材３５の下面側で没入状態にあれば足りるか
らである(図２０参照）。
【０２１４】
　以下に、本発明の遊技機に加えて、上記実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０２１５】
　外枠と、その外枠に連結装置を介して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えた遊
技機において、前記連結装置は、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部
側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その
主部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を少な
くとも備えることを特徴とする遊技機Ａ０。
【０２１６】
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　遊技機Ａ０によれば、外枠に配設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設され
る主部側被軸支部材を連結させることで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して
開閉可能に連結することができる。一方、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連
結を解除することで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２１７】
　これにより、外枠をホールの島の木枠に残したまま、遊技機主部を取り外すことができ
るので、遊技機の入れ替えを行う際には、ホールの島の木枠に残された外枠を利用して、
別の遊技機主部を設置することができる。その結果、傾斜角度の調整を不要として、入れ
替えに要する工数を低減することができる。
【０２１８】
　この場合、遊技機主部の設計時、主部側軸部材については、外枠との関係を考慮する必
要がないので、その設計の自由度を高めることができる。即ち、主部側軸部材は、主部側
被軸支部材を、外枠に配設される外枠側係合部材に対して連結可能な構造とすれば足り、
主部側軸部材を、外枠（外枠側係合部材）との関係で設計する必要がない。よって、主部
側軸部材の設計の自由度を確保できる。
【０２１９】
　遊技機Ａ０において、前記連結装置は、前記外枠に配設される外枠側連結部材と、その
外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連結時には前記外枠側連結部材に対して相
対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と、を更に備えること
を特徴とする遊技機Ａ１。
【０２２０】
　遊技機Ａ１によれば、遊技機Ａ０の奏する効果に加え、外枠に配設される外枠側連結部
材に対し、遊技機主部に配設される主部側連結部材を連結させる共に、外枠に配設される
外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させることで、
外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して開閉可能に連結することができる。即ち、
連結装置は外枠と遊技機主部とを２ヶ所で連結するので、これら外枠と遊技機主部とを安
定した状態で連結することができる。一方、外枠側連結部材と主部側連結部材との間の連
結、及び、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連結をそれぞれ解除することで、
外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２２１】
　遊技機Ａ１において、前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成されると共に、前
記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と前記外枠に配設される外枠側係合部材とが
、直線方向への相対移動により連結可能に形成され、それら両直線方向が平行とされるこ
とを特徴とする遊技機Ａ２。
【０２２２】
　遊技機Ａ２によれば、遊技機Ａ１の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向と、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方
向とが平行とされるので、遊技機主部を外枠に直線方向へ移動させる動作のみで連結する
ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることがで
きる。
【０２２３】
　遊技機Ａ２において、前記直線方向は、前記外枠の枠面に対して垂直な方向であること
を特徴とする遊技機Ａ３。
【０２２４】
　遊技機Ａ３によれば、遊技機Ａ２の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向、及び、遊技機主
部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直
線方向が、外枠の枠面に対して垂直な方向とされるので、遊技機主部を外枠に対し正面に
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配置し、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技機主部を外枠に組み付け
ることができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることが
できる。
【０２２５】
　遊技機Ａ０からＡ３において、前記主部側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可
能に軸支される主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形成
されると共に前記遊技機主部の底面に平行な平板形状に形成されることを特徴とする遊技
機Ａ４。
【０２２６】
　遊技機Ａ４によれば、遊技機Ａ０からＡ３のいずれかの奏する効果に加え、前記主部側
被軸支部材は、一端側が主部側軸部材に軸支された長尺の平板形状に形成されるので、か
かる主部側被軸支部材を遊技機主部に対して相対回動させ、開いた状態とする（即ち、両
者をく字状に配置する）ことで、遊技機主部を単独で（即ち、外枠から分離した状態であ
っても）自立させることができる。特に、主部側被軸支部材の平板形状は、遊技機主部の
底面に平行とされるので、その分、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させ
ることができる。さらに、このように主部側被軸支部材の平板形状が、遊技機主部の底面
に平行とされることで、複数の遊技機主部を自立させる際に、１の主部側被軸支部材に他
の主部側被軸支部材を重ねることができるので、複数の遊技機主部を自立させる際の収納
効率の向上を図ることができる。
【０２２７】
　遊技機Ａ４において、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に軸支される一端側
とその反対側となる他端側との間を結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成
されると共に他方の縁部が平板形状に形成され、前記主部側被軸支部材が前記遊技機主部
に対して開いた状態となった場合に、前記折り返されて形成された一方の縁部が前記遊技
機主部と反対側に位置すると共に、前記平板形状に形成された他方の縁部が前記遊技機主
部側に位置することを特徴とする遊技機Ａ５。
【０２２８】
　遊技機Ａ５によれば、遊技機Ａ４の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一端側と他
端側とを結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成されるので、その分、主部
側被軸支部材の剛性を高めることができる。即ち、主部側被軸支部材が遊技機主部に対し
て開いた状態（く字状の配置）とされる場合に、遊技機主部を強固に支持することができ
るので、遊技機主部の自立を安定化させることができる。
【０２２９】
　一方で、主部側被軸支部材の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材に他の
主部側被軸支部材を重ねて、複数の遊技機主部を自立させる際に、折り返された縁部に乗
り上げることで、遊技機主部が傾斜して、自立が不安定となる。これに対し、本遊技機に
よれば、主部側軸支部材は、遊技機主部を自立させた状態において、遊技機主部側に位置
する他方の縁部が平板形状に形成される。よって、折り返されて形成される一方の縁部を
避け、他方の縁部の上に他の主部側被軸支部材を順に重ねていくことができる。よって、
遊技機主部の傾斜を抑制して、安定的に自立させることができる。
【０２３０】
　遊技機Ａ５において、前記主部側被軸支部材の一方の縁部は、上面側へ向けて折り返さ
れて形成されることを特徴とする遊技機Ａ６。
【０２３１】
　遊技機Ａ６によれば、遊技機Ａ５の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一方の縁部
は、上面側へ向けて折り返されて形成されるので、主部側被軸支部材の底面を平坦面形状
とすることができる。よって、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させるこ
とができる。
【０２３２】
　遊技機Ａ４から遊技機Ａ６のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材と前記遊技機主
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部との間に介在し、前記主部側被軸支部材を、前記主部側軸部材を回動中心として相対回
動させ、前記遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢する回動付勢部材を備える
ことを特徴とする遊技機Ａ７。
【０２３３】
　遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ４からＡ６のいずれかの奏する効果に加え、主部側被軸
支部材が回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので
、主部側被軸支部材を遊技機主部に対して開いた状態（く字状に配置）に維持して、遊技
機主部の自立を安定化させることができる。即ち、遊技機主部の自立時に主部側被軸支部
材が不用意に閉じられて、遊技機主部の自立が不安定化することを抑制できる。
【０２３４】
　また、外枠に配設される外枠側係合部材と遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と
の連結により、外枠に対して遊技機主部が開閉可能に配設された状態では、回動付勢部材
の付勢力を、遊技機主部を開放させる方向への力として利用することができる。よって、
遊技機主部の重量が重い場合であっても、その遊技機主部を作業者が開放する操作を容易
とすることができる。
【０２３５】
　遊技機Ａ４からＡ７のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材が、前記主部側軸部材
を回動中心として前記遊技機主部に対して相対回動され、前記遊技機主部の底面側に配設
された場合に、その主部側被軸支部材を保持する主部側保持部材を備えることを特徴とす
る遊技機Ａ８。
【０２３６】
　遊技機Ａ８によれば、遊技機Ａ４からＡ７のいずれかの奏する効果に加え、主部側保持
部材により主部側被軸支部材を遊技機主部の底面側に保持することができるので、遊技機
主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材
は、回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されているとこ
ろ、これを主部側保持部材により遊技機主部の底面側に保持する（閉じた状態に保持する
）ことができれば、作業者は、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材を閉じた
状態に保持しつつ、遊技機主部を外枠に組み付けるという煩雑な作業を行う必要がなく、
遊技機主部を外枠に組み付ける作業のみに集中することができる。
【０２３７】
　遊技機Ａ８において、前記遊技機主部を前記外枠に対して施錠する施錠装置を備えると
共に、前記施錠装置が前記主部側保持部材を備え、前記施錠装置の操作により前記遊技機
主部の外枠に対する施錠が解除される場合に、その操作に連動して、前記主部側保持部材
による前記主部側被軸支部材の保持が解除されることを特徴とする遊技機Ａ９。
【０２３８】
　遊技機Ａ９によれば、遊技機Ａ８の奏する効果に加え、施錠装置が主部側保持部材を備
え、施錠装置の操作に連動して、主部側保持部材による主部側被軸支部材の保持を解除で
きるので、遊技機主部を外枠に組み付ける際には、主部側被軸支部材を主部側保持部材に
より保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、施錠装置による施
錠を解除するのみで、外枠に対して遊技機主部を開放させることができる。即ち、施錠装
置を解除する一の操作のみで、遊技機主部の外枠に対する施錠の解除と、主部側被軸支部
材の主部側保持部材による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０２３９】
　遊技機Ａ０からＡ９において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前記主部側被
軸支部材に対向配置される対向面と、その対向面から出没可能に突出する突出部材と、そ
の突出部材を前記対向面から突出する方向へ付勢する出没付勢部材とを備え、前記遊技機
主部に配設される主部側被軸支部材は、前記外枠側係合部材の対向面に対向配置された場
合に、その対向面から突出される前記突出部材を受け入れる受入部を備え、前記外枠側係
合部材の突出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられることで、前記外枠側
係合部材に対し前記主部側被軸支部材が連結されることを特徴とする遊技機Ａ１０。
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【０２４０】
　遊技機Ａ１０によれば、遊技機Ａ０からＡ９のいずれかの奏する効果に加え、主部側被
軸支部材を外枠側係合部材の対向面に対向配置させ、その外枠側係合部材の対向面から突
出される突出部材を、主部側被軸支部材の受入部に受け入れさせることで、外枠側係合部
材に対し主部側被軸支部材を連結させることができるので、遊技機主部を外枠に組み付け
る作業の作業性の向上を図ることができる。
【０２４１】
　遊技機Ａ１０において、前記外枠側係合部材の突出部材は、突出先端部分が先細形状に
形成されると共にその突出先端部分を前記対向面下に没入可能に形成され、前記突出先端
部分のみが前記対向面から突出する位置に前記出没付勢部材の付勢力により保持されるこ
とを特徴とする遊技機Ａ１１。
【０２４２】
　遊技機Ａ１１によれば、遊技機Ａ１０の奏する効果に加え、外枠側係合部材の突出部材
は、先細形状に形成された突出先端部分のみが対向面から突出されるので、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材が外枠側係合部材の対向面上をスライド移動され、突出部材
に当接した際に、引っ掛かりを抑制して、突出部材を対向面下により確実に没入させるこ
とができる。
【０２４３】
　遊技機Ａ１０又はＡ１１において、前記外枠側係合部材は、前記突出部材が前記主部側
被軸支部材の受入部に受け入れられた状態で、前記突出部材に当接してその突出部材の前
記対向面下への没入を規制する没入規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ａ１２。
【０２４４】
　遊技機Ａ１２によれば、遊技機Ａ１０又はＡ１１の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が対向面下へ没入することを没入規制部材により規制できるので、主部側被軸
支部材の受入部に外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた状態を維持して、外枠側係
合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されることを抑制できる。この場合、外枠側係
合部材の突出部材の突出先端部分のみが対向面から突出される場合には、突出部材が主部
側被軸支部材の受入部に受け入れられた後に、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の対向
面上でスライド移動させることで、突出部材を対向面下により没入させることができ、そ
の結果、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されてしまうので、没入規制
部材により突出部材の没入を規制する本構造が特に有効となる。
【０２４５】
　遊技機Ａ１２において、前記外枠側係合部材は、前記没入規制部材の移動を案内する案
内部材を備え、前記没入規制部材は、傾斜して形成される傾斜面を備えると共に、前記突
出部材は、前記没入規制部材の傾斜面が当接される被当接部を備え、前記没入規制部材が
前記案内部材に案内され、その傾斜面を前記突出部材の被当接部に当接させつつ、一方向
へ移動されると、前記突出部材が前記対向面上に押し上げられると共に、前記案内部材と
前記被当接面との間に没入規制部材が介在することで、前記突出部材の前記対向面下への
没入が規制されることを特徴とする遊技機Ａ１３。
【０２４６】
　遊技機Ａ１３によれば、遊技機Ａ１２の奏する効果に加え、没入規制部材が突出部材の
被当接部に当接する傾斜面を備えるので、没入規制部材の一方向への移動により、突出部
材の対向面下への没入が規制され場合には、突出部材を対向面上に押し上げた状態とする
ことができる。これにより、主部側被軸支部材の受入部へ突出部材の突出先端をより深く
まで挿入して、その受け入れ量を確保することができる。その結果、主部側被軸支部材の
受入部と外枠側係合部材の突出部材との係合を強固として、外枠側係合部材と主部側被軸
支部材との連結が解除されることを抑制できる。
【０２４７】
　また、このように、没入規制部材の傾斜面を利用して突出部材を対向面上へ押し上げる
構造とすることで、没入規制部材を案内部材の案内に沿って一方向へ移動させるのみで、
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かかる没入規制部材を案内部材と突出部材との間に介在させることができる。よって、例
えば、没入規制部材を一方向へ移動させる動作と同時に突出部材を持ち上げておく動作を
別途行う必要がなく、その分、作業性の向上を図ることができる。
【０２４８】
　遊技機Ａ１０から遊技機Ａ１３において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前
記平坦面から立設される立設壁と、その立設壁の立設先端から前記遊技機主部側へ向けて
前記平坦面と略平行に延設される延設壁とを備え、前記遊技機主部に配設される主部側被
軸支部材は、その受入部に前記外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた場合に、前記
外枠側係合部材の平坦面および延設壁の対向面間に挟持される被挟持部を備えることを特
徴とする遊技機Ａ１４。
【０２４９】
　遊技機Ａ１４によれば、遊技機Ａ１０からＡ１３の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられると、外枠側係合部材の平坦面お
よび延設壁の対向面間に、主部側被軸支部材の被挟持部が挟持されるので、外枠側係合部
材に対して主部側被軸支部材が平坦面の面直方向（即ち、突出部材の出没方向）へ移動す
ることを規制することができる。これにより、外枠側係合部材と主部側軸支部材との間の
連結を確実として、外枠に対し、遊技機主部を、より強固に連結できる。
【０２５０】
　この場合、外枠側係合部材の延設壁は、立設壁の立設先端から遊技機主部側へ向けて延
設されるので、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の平坦面に沿って移動させる動作のみ
で、主部側被軸支部材の被挟持部を外枠側係合部材の平坦面および延設壁との対向面間に
挟持させることができる。また、その主部側被軸支部材の移動は、外枠側係合部材の立設
壁によって規制する（位置決めする）ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付
ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０２５１】
　遊技機Ａ１０からＡ１４において、前記外枠に配設される外枠側連結部材と前記遊技機
主部に配設される主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、前記外枠側係合部材の突
出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、前記主部
側被軸支部材を載置可能な領域が前記外枠側係合部材の平坦面に形成されることを特徴と
する遊技機Ａ１５。
【０２５２】
　遊技機Ａ１５によれば、遊技機Ａ１０からＡ１４の奏する効果に加え、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、主部側被
軸支部材を載置可能な領域が外枠側係合部材の平坦面に形成されるので、遊技機主部を外
枠に組み付ける際には、まず、遊技機主部の主部側被軸支部を、外枠側係合部材の平坦面
における上記領域に載置（仮置き）し、その後、主部側被軸支部を外枠側係合部材の平坦
面に沿って移動させることで、外枠側の外枠側連結部材に対する遊技機主部側の主部側連
結部材の連結と、外枠側係合部材の突出部材の主部側被軸支部材の受入部への受け入れと
をそれぞれ行うことができる。即ち、作業者は、上記連結および受け入れの作業を行う際
に、その作業を、遊技機主部の重量を支持しつつ行う必要がない。よって、外枠に対して
遊技機主部を組み付ける作業の作業性の向上を図ることができる。
【０２５３】
　遊技機Ａ１からＡ１５において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技
機主部に配設される主部側連結部材の一方は、軸状の連結軸部を備え、前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材または前記遊技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、前記連
結軸部を回動可能に軸支する軸支部と、その軸支部に連通し前記連結軸部を前記軸支部ま
で案内する案内溝部とを備えることを特徴とする遊技機Ａ１６。
【０２５４】
　遊技機Ａ１６によれば、遊技機Ａ１からＡ１５の奏する効果に加え、連結軸部を回動可
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能に軸支する軸支部には、連結軸部を案内する案内溝部が連通されているので、連結軸部
を案内溝部に沿って移動させることで、連結軸部を軸支部に軸支させ、外枠側の外枠側連
結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。よって、遊技機主部
を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０２５５】
　遊技機Ａ１６において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記案内溝部へ出没可能に形成され前記案内溝部に
突出することで、前記軸支部に軸支された連結軸部が前記案内溝部を通過することを規制
する通過規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ａ１７。
【０２５６】
　遊技機Ａ１７によれば、遊技機Ａ１６の奏する効果に加え、外枠側の外枠側連結部材ま
たは遊技機主部側の主部側連結部材の他方は、案内溝部へ出没可能に形成される通過規制
部材を備え、その通過規制部材を案内溝部に突出させることで、軸支部に軸支された連結
軸部が案内溝部を通過することを規制することができる。即ち、連結軸部が軸支部から脱
落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結が解除される
ことを抑制することができる。
【０２５７】
　遊技機Ａ１７において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の一方は、前記外枠に対して前記遊技機主部が閉じられた状態
では、前記通過規制部材を被覆すると共に、前記外枠に対して前記遊技機主部が開放され
た状態では、前記通過規制部材を露出させる被覆部材を備えることを特徴とする遊技機Ａ
１８。
【０２５８】
　遊技機Ａ１８によれば、遊技機Ａ１７の奏する効果に加え、外枠に対して遊技機主部が
閉じられた状態では、被覆部材により通過規制部材が被覆されるので、通過規制部材が操
作されることを困難とできる。よって、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側
連結部材との連結が不正に解除されることを抑制することができる。一方で、外枠に対し
て遊技機主部が開放された状態では、通過規制部材が露出されるので、通過規制部材を操
作可能とできる。よって、連結軸部が案内溝部を通過可能な状態として、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を行うことができる。
【０２５９】
　遊技機Ａ１７又はＡ１８において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊
技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、少なくとも、前記連結軸部が前記案内溝
部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退された場合に、その通過規制部材を保持
する規制部材保持手段を備えることを特徴とする遊技機Ａ１９。
【０２６０】
　遊技機Ａ１９によれば、遊技機Ａ１７又はＡ１８の奏する効果に加え、少なくとも、連
結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退された場合に、その通過規制
部材を保持する規制部材保持手段を備えるので、通過規制部材による規制を解除し、連結
軸部が案内溝部を通過可能（即ち、連結軸部を抜き取り可能）な状態を形成し且つその状
態を維持することができる。よって、作業者は、通過規制部材を後退した状態に保持しつ
つ、連結溝部を軸支部から抜き取るという煩雑な作業を行う必要がない。その結果、外枠
側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を容易とすることが
できる。
【０２６１】
　遊技機Ａ１９において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記通過規制部材を前記案内溝部に突出する方向へ
付勢する規制付勢部材を備え、前記通過規制部材は、前記案内溝部に突出する部分に傾斜
して形成される傾斜面を備え、前記連結軸部が前記傾斜面を押圧することで、前記連結軸
部が前記案内溝部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退される一方、前記規制部
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材保持手段により保持可能な位置には前記通過規制部材が達しないことを特徴とする遊技
機Ａ２０。
【０２６２】
　遊技機Ａ２０によれば、遊技機Ａ１９の奏する効果に加え、連結軸部が傾斜面を押圧す
ることで、連結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退されるので、連
結軸部を案内溝部に沿って押し込むことで、かかる連結軸部を軸支部に到達させ、外枠側
の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。この場合
、通過規制部材は、規制部材保持手段により保持可能な位置には達しないので、規制付勢
部材の付勢力により、通過規制部材を案内溝部に突出する位置へ復帰（前進）させること
ができる。その結果、連結軸部が軸支部から脱落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機
主部側の主部側連結部材との連結が解除されることを抑制することができる。
【０２６３】
　外枠と、その外枠に連結装置を介して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えた遊
技機において、前記連結装置は、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部
側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その
主部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を少な
くとも備え、前記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と前記外枠に配設される外枠
側係合部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成されることを特徴とする遊
技機Ｂ１。
【０２６４】
　遊技機Ｂ１によれば、外枠に配設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設され
る主部側被軸支部材を連結させることで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して
開閉可能に連結することができる。一方、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連
結を解除することで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２６５】
　これにより、外枠をホールの島の木枠に残したまま、遊技機主部を取り外すことができ
るので、遊技機の入れ替えを行う際には、ホールの島の木枠に残された外枠を利用して、
別の遊技機主部を設置することができる。その結果、傾斜角度の調整を不要として、入れ
替えに要する工数を低減することができる。
【０２６６】
　この場合、遊技機主部の設計時、主部側軸部材については、外枠との関係を考慮する必
要がないので、その設計の自由度を高めることができる。即ち、主部側軸部材は、主部側
被軸支部材を、外枠に配設される外枠側係合部材に対して連結可能な構造とすれば足り、
主部側軸部材を、外枠（外枠側係合部材）との関係で設計する必要がない。よって、主部
側軸部材の設計の自由度を確保できる。
【０２６７】
　ここで、外枠と比較して、遊技機主部は比較的重量が嵩むところ、遊技機の入れ替えを
行う際には、作業者は、この比較的重量が嵩む遊技機主部を、ホールの島の木枠に残され
た外枠に対して組み付ける必要がある。さらにその組み付け作業では、外枠に配設される
外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させる必要があ
る。そのため、作業者にとって、外枠係合部材と主部側被軸支部材との連結に複雑な動作
が必要であると、その連結動作を、比較重量が嵩む遊技機主部を支持しながら行うことが
困難となり、遊技機主部を外枠に組み付けることができないおそれがある。これに対し、
遊技機Ｂ１によれば、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と外枠に配設される外枠
側係合部材とが、直線方向への相対移動により連結可能とされるので、かかる連結動作を
簡素とすることができ、その結果、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図
ることができる。
【０２６８】
　遊技機Ｂ１において、前記連結装置は、前記外枠に配設される外枠側連結部材と、その
外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連結時には前記外枠側連結部材に対して相
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対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と、を更に備え、前記
遊技機主部に配設される主部側連結部材と前記外枠に配設される外枠側連結部材とが、直
線方向への相対移動により連結可能に形成され、その主部側連結部材を外枠側連結部材に
連結させる際の直線方向が、前記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を、前記外枠
に配設される外枠側係合部材に連結させる際の前記直線方向と平行とされることを特徴と
する遊技機Ｂ２。
【０２６９】
　遊技機Ｂ２によれば、遊技機Ｂ１の奏する効果に加え、外枠に配設される外枠側連結部
材に対し、遊技機主部に配設される主部側連結部材を連結させる共に、外枠に配設される
外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させることで、
外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して開閉可能に連結することができる。即ち、
連結装置は外枠と遊技機主部とを２ヶ所で連結するので、これら外枠と遊技機主部とを安
定した状態で連結することができる。一方、外枠側連結部材と主部側連結部材との間の連
結、及び、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連結をそれぞれ解除することで、
外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０２７０】
　この場合、遊技機主部に配設される主部側連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部
材に連結する際の直線方向と、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設
される外枠側連結部材に連結する際の直線方向とが平行とされるので、遊技機主部を外枠
に直線方向へ移動させる動作のみで連結することができる。よって、主部側連結部材およ
び外枠側連結部材を更に備える場合であっても、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業
性の向上を図ることができる。
【０２７１】
　遊技機Ｂ１又はＢ２において、前記直線方向は、前記外枠の枠面に対して垂直な方向で
あることを特徴とする遊技機Ｂ３。
【０２７２】
　遊技機Ｂ３によれば、遊技機Ｂ１又はＢ２の奏する効果に加え、遊技機主部に配設され
る主部側連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向、及び、
遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結す
る際の直線方向が、外枠の枠面に対して垂直な方向とされるので、遊技機主部を外枠に対
し正面に配置し、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技機主部を外枠に
組み付けることができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図
ることができる。
【０２７３】
　遊技機Ｂ１からＢ３において、前記主部側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可
能に軸支される主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形成
されると共に前記遊技機主部の底面に平行な平板形状に形成されることを特徴とする遊技
機Ｂ４。
【０２７４】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技機Ｂ１からＢ３のいずれかの奏する効果に加え、前記主部側
被軸支部材は、一端側が主部側軸部材に軸支された長尺の平板形状に形成されるので、か
かる主部側被軸支部材を遊技機主部に対して相対回動させ、開いた状態とする（即ち、両
者をく字状に配置する）ことで、遊技機主部を単独で（即ち、外枠から分離した状態であ
っても）自立させることができる。特に、主部側被軸支部材の平板形状は、遊技機主部の
底面に平行とされるので、その分、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させ
ることができる。さらに、このように主部側被軸支部材の平板形状が、遊技機主部の底面
に平行とされることで、複数の遊技機主部を自立させる際に、１の主部側被軸支部材に他
の主部側被軸支部材を重ねることができるので、複数の遊技機主部を自立させる際の収納
効率の向上を図ることができる。
【０２７５】
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　遊技機Ｂ４において、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に軸支される一端側
とその反対側となる他端側との間を結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成
されると共に他方の縁部が平板形状に形成され、前記主部側被軸支部材が前記遊技機主部
に対して開いた状態となった場合に、前記折り返されて形成された一方の縁部が前記遊技
機主部と反対側に位置すると共に、前記平板形状に形成された他方の縁部が前記遊技機主
部側に位置することを特徴とする遊技機Ｂ５。
【０２７６】
　遊技機Ｂ５によれば、遊技機Ｂ４の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一端側と他
端側とを結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成されるので、その分、主部
側被軸支部材の剛性を高めることができる。即ち、主部側被軸支部材が遊技機主部に対し
て開いた状態（く字状の配置）とされる場合に、遊技機主部を強固に支持することができ
るので、遊技機主部の自立を安定化させることができる。
【０２７７】
　一方で、主部側被軸支部材の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材に他の
主部側被軸支部材を重ねて、複数の遊技機主部を自立させる際に、折り返された縁部に乗
り上げることで、遊技機主部が傾斜して、自立が不安定となる。これに対し、本遊技機に
よれば、主部側軸支部材は、遊技機主部を自立させた状態において、遊技機主部側に位置
する他方の縁部が平板形状に形成される。よって、折り返されて形成される一方の縁部を
避け、他方の縁部の上に他の主部側被軸支部材を順に重ねていくことができる。よって、
遊技機主部の傾斜を抑制して、安定的に自立させることができる。
【０２７８】
　遊技機Ｂ５において、前記主部側被軸支部材の一方の縁部は、上面側へ向けて折り返さ
れて形成されることを特徴とする遊技機Ｂ６。
【０２７９】
　遊技機Ｂ６によれば、遊技機Ｂ５の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一方の縁部
は、上面側へ向けて折り返されて形成されるので、主部側被軸支部材の底面を平坦面形状
とすることができる。よって、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させるこ
とができる。
【０２８０】
　遊技機Ｂ４から遊技機Ｂ６のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材と前記遊技機主
部との間に介在し、前記主部側被軸支部材を、前記主部側軸部材を回動中心として相対回
動させ、前記遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢する回動付勢部材を備える
ことを特徴とする遊技機Ｂ７。
【０２８１】
　遊技機Ｂ７によれば、遊技機Ｂ４からＢ６のいずれかの奏する効果に加え、主部側被軸
支部材が回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので
、主部側被軸支部材を遊技機主部に対して開いた状態（く字状に配置）に維持して、遊技
機主部の自立を安定化させることができる。即ち、遊技機主部の自立時に主部側被軸支部
材が不用意に閉じられて、遊技機主部の自立が不安定化することを抑制できる。
【０２８２】
　また、外枠に配設される外枠側係合部材と遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と
の連結により、外枠に対して遊技機主部が開閉可能に配設された状態では、回動付勢部材
の付勢力を、遊技機主部を開放させる方向への力として利用することができる。よって、
遊技機主部の重量が重い場合であっても、その遊技機主部を作業者が開放する操作を容易
とすることができる。
【０２８３】
　遊技機Ｂ４からＢ７のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材が、前記主部側軸部材
を回動中心として前記遊技機主部に対して相対回動され、前記遊技機主部の底面側に配設
された場合に、その主部側被軸支部材を保持する主部側保持部材を備えることを特徴とす
る遊技機Ｂ８。
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【０２８４】
　遊技機Ｂ８によれば、遊技機Ｂ４からＢ７のいずれかの奏する効果に加え、主部側保持
部材により主部側被軸支部材を遊技機主部の底面側に保持することができるので、遊技機
主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材
は、回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されているとこ
ろ、これを主部側保持部材により遊技機主部の底面側に保持する（閉じた状態に保持する
）ことができれば、作業者は、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材を閉じた
状態に保持しつつ、遊技機主部を外枠に組み付けるという煩雑な作業を行う必要がなく、
遊技機主部を外枠に組み付ける作業のみに集中することができる。
【０２８５】
　遊技機Ｂ８において、前記遊技機主部を前記外枠に対して施錠する施錠装置を備えると
共に、前記施錠装置が前記主部側保持部材を備え、前記施錠装置の操作により前記遊技機
主部の外枠に対する施錠が解除される場合に、その操作に連動して、前記主部側保持部材
による前記主部側被軸支部材の保持が解除されることを特徴とする遊技機Ｂ９。
【０２８６】
　遊技機Ｂ９によれば、遊技機Ｂ８の奏する効果に加え、施錠装置が主部側保持部材を備
え、施錠装置の操作に連動して、主部側保持部材による主部側被軸支部材の保持を解除で
きるので、遊技機主部を外枠に組み付ける際には、主部側被軸支部材を主部側保持部材に
より保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、施錠装置による施
錠を解除するのみで、外枠に対して遊技機主部を開放させることができる。即ち、施錠装
置を解除する一の操作のみで、遊技機主部の外枠に対する施錠の解除と、主部側被軸支部
材の主部側保持部材による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０２８７】
　遊技機Ｂ０からＢ９において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前記主部側被
軸支部材に対向配置される対向面と、その対向面から出没可能に突出する突出部材と、そ
の突出部材を前記対向面から突出する方向へ付勢する出没付勢部材とを備え、前記遊技機
主部に配設される主部側被軸支部材は、前記外枠側係合部材の対向面に対向配置された場
合に、その対向面から突出される前記突出部材を受け入れる受入部を備え、前記外枠側係
合部材の突出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられることで、前記外枠側
係合部材に対し前記主部側被軸支部材が連結されることを特徴とする遊技機Ｂ１０。
【０２８８】
　遊技機Ｂ１０によれば、遊技機Ｂ０からＢ９のいずれかの奏する効果に加え、主部側被
軸支部材を外枠側係合部材の対向面に対向配置させ、その外枠側係合部材の対向面から突
出される突出部材を、主部側被軸支部材の受入部に受け入れさせることで、外枠側係合部
材に対し主部側被軸支部材を連結させることができるので、遊技機主部を外枠に組み付け
る作業の作業性の向上を図ることができる。
【０２８９】
　遊技機Ｂ１０において、前記外枠側係合部材の突出部材は、突出先端部分が先細形状に
形成されると共にその突出先端部分を前記対向面下に没入可能に形成され、前記突出先端
部分のみが前記対向面から突出する位置に前記出没付勢部材の付勢力により保持されるこ
とを特徴とする遊技機Ｂ１１。
【０２９０】
　遊技機Ｂ１１によれば、遊技機Ｂ１０の奏する効果に加え、外枠側係合部材の突出部材
は、先細形状に形成された突出先端部分のみが対向面から突出されるので、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材が外枠側係合部材の対向面上をスライド移動され、突出部材
に当接した際に、引っ掛かりを抑制して、突出部材を対向面下により確実に没入させるこ
とができる。
【０２９１】
　遊技機Ｂ１０又はＢ１１において、前記外枠側係合部材は、前記突出部材が前記主部側
被軸支部材の受入部に受け入れられた状態で、前記突出部材に当接してその突出部材の前
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記対向面下への没入を規制する没入規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｂ１２。
【０２９２】
　遊技機Ｂ１２によれば、遊技機Ｂ１０又はＢ１１の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が対向面下へ没入することを没入規制部材により規制できるので、主部側被軸
支部材の受入部に外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた状態を維持して、外枠側係
合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されることを抑制できる。この場合、外枠側係
合部材の突出部材の突出先端部分のみが対向面から突出される場合には、突出部材が主部
側被軸支部材の受入部に受け入れられた後に、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の対向
面上でスライド移動させることで、突出部材を対向面下により没入させることができ、そ
の結果、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されてしまうので、没入規制
部材により突出部材の没入を規制する本構造が特に有効となる。
【０２９３】
　遊技機Ｂ１２において、前記外枠側係合部材は、前記没入規制部材の移動を案内する案
内部材を備え、前記没入規制部材は、傾斜して形成される傾斜面を備えると共に、前記突
出部材は、前記没入規制部材の傾斜面が当接される被当接部を備え、前記没入規制部材が
前記案内部材に案内され、その傾斜面を前記突出部材の被当接部に当接させつつ、一方向
へ移動されると、前記突出部材が前記対向面上に押し上げられると共に、前記案内部材と
前記被当接面との間に没入規制部材が介在することで、前記突出部材の前記対向面下への
没入が規制されることを特徴とする遊技機Ｂ１３。
【０２９４】
　遊技機Ｂ１３によれば、遊技機Ｂ１２の奏する効果に加え、没入規制部材が突出部材の
被当接部に当接する傾斜面を備えるので、没入規制部材の一方向への移動により、突出部
材の対向面下への没入が規制され場合には、突出部材を対向面上に押し上げた状態とする
ことができる。これにより、主部側被軸支部材の受入部へ突出部材の突出先端をより深く
まで挿入して、その受け入れ量を確保することができる。その結果、主部側被軸支部材の
受入部と外枠側係合部材の突出部材との係合を強固として、外枠側係合部材と主部側被軸
支部材との連結が解除されることを抑制できる。
【０２９５】
　また、このように、没入規制部材の傾斜面を利用して突出部材を対向面上へ押し上げる
構造とすることで、没入規制部材を案内部材の案内に沿って一方向へ移動させるのみで、
かかる没入規制部材を案内部材と突出部材との間に介在させることができる。よって、例
えば、没入規制部材を一方向へ移動させる動作と同時に突出部材を持ち上げておく動作を
別途行う必要がなく、その分、作業性の向上を図ることができる。
【０２９６】
　遊技機Ｂ１０から遊技機Ｂ１３において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前
記平坦面から立設される立設壁と、その立設壁の立設先端から前記遊技機主部側へ向けて
前記平坦面と略平行に延設される延設壁とを備え、前記遊技機主部に配設される主部側被
軸支部材は、その受入部に前記外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた場合に、前記
外枠側係合部材の平坦面および延設壁の対向面間に挟持される被挟持部を備えることを特
徴とする遊技機Ｂ１４。
【０２９７】
　遊技機Ｂ１４によれば、遊技機Ｂ１０からＢ１３の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられると、外枠側係合部材の平坦面お
よび延設壁の対向面間に、主部側被軸支部材の被挟持部が挟持されるので、外枠側係合部
材に対して主部側被軸支部材が平坦面の面直方向（即ち、突出部材の出没方向）へ移動す
ることを規制することができる。これにより、外枠側係合部材と主部側軸支部材との間の
連結を確実として、外枠に対し、遊技機主部を、より強固に連結できる。
【０２９８】
　この場合、外枠側係合部材の延設壁は、立設壁の立設先端から遊技機主部側へ向けて延
設されるので、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の平坦面に沿って移動させる動作のみ
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で、主部側被軸支部材の被挟持部を外枠側係合部材の平坦面および延設壁との対向面間に
挟持させることができる。また、その主部側被軸支部材の移動は、外枠側係合部材の立設
壁によって規制する（位置決めする）ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付
ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０２９９】
　遊技機Ｂ１０からＢ１４において、前記外枠に配設される外枠側連結部材と前記遊技機
主部に配設される主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、前記外枠側係合部材の突
出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、前記主部
側被軸支部材を載置可能な領域が前記外枠側係合部材の平坦面に形成されることを特徴と
する遊技機Ｂ１５。
【０３００】
　遊技機Ｂ１５によれば、遊技機Ｂ１０からＢ１４の奏する効果に加え、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、主部側被
軸支部材を載置可能な領域が外枠側係合部材の平坦面に形成されるので、遊技機主部を外
枠に組み付ける際には、まず、遊技機主部の主部側被軸支部を、外枠側係合部材の平坦面
における上記領域に載置（仮置き）し、その後、主部側被軸支部を外枠側係合部材の平坦
面に沿って移動させることで、外枠側の外枠側連結部材に対する遊技機主部側の主部側連
結部材の連結と、外枠側係合部材の突出部材の主部側被軸支部材の受入部への受け入れと
をそれぞれ行うことができる。即ち、作業者は、上記連結および受け入れの作業を行う際
に、その作業を、遊技機主部の重量を支持しつつ行う必要がない。よって、外枠に対して
遊技機主部を組み付ける作業の作業性の向上を図ることができる。
【０３０１】
　遊技機Ｂ２からＢ１５において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技
機主部に配設される主部側連結部材の一方は、軸状の連結軸部を備え、前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材または前記遊技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、前記連
結軸部を回動可能に軸支する軸支部と、その軸支部に連通し前記連結軸部を前記軸支部ま
で案内する案内溝部とを備えることを特徴とする遊技機Ｂ１６。
【０３０２】
　遊技機Ｂ１６によれば、遊技機Ｂ２からＢ１５の奏する効果に加え、連結軸部を回動可
能に軸支する軸支部には、連結軸部を案内する案内溝部が連通されているので、連結軸部
を案内溝部に沿って移動させることで、連結軸部を軸支部に軸支させ、外枠側の外枠側連
結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。よって、遊技機主部
を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０３０３】
　遊技機Ｂ１６において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記案内溝部へ出没可能に形成され前記案内溝部に
突出することで、前記軸支部に軸支された連結軸部が前記案内溝部を通過することを規制
する通過規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｂ１７。
【０３０４】
　遊技機Ｂ１７によれば、遊技機Ｂ１６の奏する効果に加え、外枠側の外枠側連結部材ま
たは遊技機主部側の主部側連結部材の他方は、案内溝部へ出没可能に形成される通過規制
部材を備え、その通過規制部材を案内溝部に突出させることで、軸支部に軸支された連結
軸部が案内溝部を通過することを規制することができる。即ち、連結軸部が軸支部から脱
落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結が解除される
ことを抑制することができる。
【０３０５】
　遊技機Ｂ１７において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の一方は、前記外枠に対して前記遊技機主部が閉じられた状態
では、前記通過規制部材を被覆すると共に、前記外枠に対して前記遊技機主部が開放され



(108) JP 2019-188241 A 2019.10.31

た状態では、前記通過規制部材を露出させる被覆部材を備えることを特徴とする遊技機Ｂ
１８。
【０３０６】
　遊技機Ｂ１８によれば、遊技機Ｂ１７の奏する効果に加え、外枠に対して遊技機主部が
閉じられた状態では、被覆部材により通過規制部材が被覆されるので、通過規制部材が操
作されることを困難とできる。よって、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側
連結部材との連結が不正に解除されることを抑制することができる。一方で、外枠に対し
て遊技機主部が開放された状態では、通過規制部材が露出されるので、通過規制部材を操
作可能とできる。よって、連結軸部が案内溝部を通過可能な状態として、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を行うことができる。
【０３０７】
　遊技機Ｂ１７又はＢ１８において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊
技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、少なくとも、前記連結軸部が前記案内溝
部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退された場合に、その通過規制部材を保持
する規制部材保持手段を備えることを特徴とする遊技機Ｂ１９。
【０３０８】
　遊技機Ｂ１９によれば、遊技機Ｂ１７又はＢ１８の奏する効果に加え、少なくとも、連
結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退された場合に、その通過規制
部材を保持する規制部材保持手段を備えるので、通過規制部材による規制を解除し、連結
軸部が案内溝部を通過可能（即ち、連結軸部を抜き取り可能）な状態を形成し且つその状
態を維持することができる。よって、作業者は、通過規制部材を後退した状態に保持しつ
つ、連結溝部を軸支部から抜き取るという煩雑な作業を行う必要がない。その結果、外枠
側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を容易とすることが
できる。
【０３０９】
　遊技機Ｂ１９において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記通過規制部材を前記案内溝部に突出する方向へ
付勢する規制付勢部材を備え、前記通過規制部材は、前記案内溝部に突出する部分に傾斜
して形成される傾斜面を備え、前記連結軸部が前記傾斜面を押圧することで、前記連結軸
部が前記案内溝部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退される一方、前記規制部
材保持手段により保持可能な位置には前記通過規制部材が達しないことを特徴とする遊技
機Ｂ２０。
【０３１０】
　遊技機Ｂ２０によれば、遊技機Ｂ１９の奏する効果に加え、連結軸部が傾斜面を押圧す
ることで、連結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退されるので、連
結軸部を案内溝部に沿って押し込むことで、かかる連結軸部を軸支部に到達させ、外枠側
の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。この場合
、通過規制部材は、規制部材保持手段により保持可能な位置には達しないので、規制付勢
部材の付勢力により、通過規制部材を案内溝部に突出する位置へ復帰（前進）させること
ができる。その結果、連結軸部が軸支部から脱落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機
主部側の主部側連結部材との連結が解除されることを抑制することができる。
【０３１１】
　外枠と、その外枠に連結装置を介して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えた遊
技機において、前記連結装置は、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部
側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その
主部側被軸支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を少な
くとも備え、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形
成されることを特徴とする遊技機Ｃ０。
【０３１２】
　遊技機Ｃ０によれば、外枠に配設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設され



(109) JP 2019-188241 A 2019.10.31

る主部側被軸支部材を連結させることで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して
開閉可能に連結することができる。一方、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連
結を解除することで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０３１３】
　これにより、外枠をホールの島の木枠に残したまま、遊技機主部を取り外すことができ
るので、遊技機の入れ替えを行う際には、ホールの島の木枠に残された外枠を利用して、
別の遊技機主部を設置することができる。その結果、傾斜角度の調整を不要として、入れ
替えに要する工数を低減することができる。
【０３１４】
　この場合、遊技機主部の設計時、主部側軸部材については、外枠との関係を考慮する必
要がないので、その設計の自由度を高めることができる。即ち、主部側軸部材は、主部側
被軸支部材を、外枠に配設される外枠側係合部材に対して連結可能な構造とすれば足り、
主部側軸部材を、外枠（外枠側係合部材）との関係で設計する必要がない。よって、主部
側軸部材の設計の自由度を確保できる。
【０３１５】
　ここで、従来の遊技機は、外枠の底面が比較的面積を有する平坦面として形成され、そ
の外枠の底面を利用することで、遊技機が自立可能に形成された。一方、従来の遊技機で
は、遊技機主部の自立については考慮されていない。そのため、外枠から遊技機主部を取
り外し可能に形成した場合には、取り外した遊技機主部は、横倒しとする必要がある。こ
れに対し、遊技機Ｃ０によれば、主部側被軸支部材が、一端側が主部側軸部材に軸支され
た長尺の平板形状に形成されるので、かかる主部側被軸支部材を遊技機主部に対して相対
回動させ、開いた状態とする（即ち、両者をく字状に配置する）ことで、遊技機主部を単
独で（即ち、外枠から分離した状態であっても）自立させることができる。
【０３１６】
　遊技機ＣＯにおいて、前記主部側被軸支部材は、前記遊技機主部の底面に平行な平板形
状に形成されることを特徴とする遊技機Ｃ１。
【０３１７】
　遊技機Ｃ１によれば、遊技機Ｃ０の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の平板形状が
、遊技機主部の底面に平行とされるので、その分、接地面積を確保して、遊技機主部の自
立を安定化させることができる。また、このように主部側被軸支部材の平板形状が、遊技
機主部の底面に平行とされることで、複数の遊技機主部を自立させる際に、１の主部側被
軸支部材に他の主部側被軸支部材を重ねることができるので、複数の遊技機主部を自立さ
せる際の収納効率の向上を図ることができる。さらに、主部側被軸支部材が、遊技機主部
の底面に平行は平板形状とされることで、遊技機主部を外枠に閉じた状態とした際に、遊
技機主部に制御基板などの部品を配設するスペースを効率的に確保することができる。
【０３１８】
　遊技機Ｃ０又はＣ１において、前記連結装置は、前記外枠に配設される外枠側連結部材
と、その外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連結時には前記外枠側連結部材に
対して相対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と、を更に備
えることを特徴とする遊技機Ｃ２。
【０３１９】
　遊技機Ｃ２によれば、遊技機Ｃ０又はＣ１の奏する効果に加え、外枠に配設される外枠
側連結部材に対し、遊技機主部に配設される主部側連結部材を連結させる共に、外枠に配
設される外枠側係合部材に対し、遊技機主部に配設される主部側被軸支部材を連結させる
ことで、外枠に対し、遊技機主部を、連結装置を介して開閉可能に連結することができる
。即ち、連結装置は外枠と遊技機主部とを２ヶ所で連結するので、これら外枠と遊技機主
部とを安定した状態で連結することができる。一方、外枠側連結部材と主部側連結部材と
の間の連結、及び、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との間の連結をそれぞれ解除する
ことで、外枠から遊技機主部を取り外すことができる。
【０３２０】
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　遊技機Ｃ２において、前記遊技機主部に配設される主部側連結部材と前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成されると共に、前
記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と前記外枠に配設される外枠側係合部材とが
、直線方向への相対移動により連結可能に形成され、それら両直線方向が平行とされるこ
とを特徴とする遊技機Ｃ３。
【０３２１】
　遊技機Ｃ３によれば、遊技機Ｃ２の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向と、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方
向とが平行とされるので、遊技機主部を外枠に直線方向へ移動させる動作のみで連結する
ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることがで
きる。
【０３２２】
　遊技機Ｃ３において、前記直線方向は、前記外枠の枠面に対して垂直な方向であること
を特徴とする遊技機Ｃ４。
【０３２３】
　遊技機Ｃ４によれば、遊技機Ｃ３の奏する効果に加え、遊技機主部に配設される主部側
連結部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直線方向、及び、遊技機主
部に配設される主部側被軸支部材を、外枠に配設される外枠側連結部材に連結する際の直
線方向が、外枠の枠面に対して垂直な方向とされるので、遊技機主部を外枠に対し正面に
配置し、そのまま真直ぐに直線方向へ押し込む動作のみで、遊技機主部を外枠に組み付け
ることができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることが
できる。
【０３２４】
　遊技機Ｃ０からＣ４において、前記主部側被軸支部材は、前記主部側軸部材に軸支され
る一端側とその反対側となる他端側との間を結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返さ
れて形成されると共に他方の縁部が平板形状に形成され、前記主部側被軸支部材が前記遊
技機主部に対して開いた状態となった場合に、前記折り返されて形成された一方の縁部が
前記遊技機主部と反対側に位置すると共に、前記平板形状に形成された他方の縁部が前記
遊技機主部側に位置することを特徴とする遊技機Ｃ５。
【０３２５】
　遊技機Ｃ５によれば、遊技機Ｃ０からＣ４の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一
端側と他端側とを結ぶ一対の縁部の内の一方の縁部が折り返されて形成されるので、その
分、主部側被軸支部材の剛性を高めることができる。即ち、主部側被軸支部材が遊技機主
部に対して開いた状態（く字状の配置）とされる場合に、遊技機主部を強固に支持するこ
とができるので、遊技機主部の自立を安定化させることができる。
【０３２６】
　一方で、主部側被軸支部材の縁部が折り返されていると、１の主部側被軸支部材に他の
主部側被軸支部材を重ねて、複数の遊技機主部を自立させる際に、折り返された縁部に乗
り上げることで、遊技機主部が傾斜して、自立が不安定となる。これに対し、本遊技機に
よれば、主部側軸支部材は、遊技機主部を自立させた状態において、遊技機主部側に位置
する他方の縁部が平板形状に形成される。よって、折り返されて形成される一方の縁部を
避け、他方の縁部の上に他の主部側被軸支部材を順に重ねていくことができる。よって、
遊技機主部の傾斜を抑制して、安定的に自立させることができる。
【０３２７】
　遊技機Ｃ５において、前記主部側被軸支部材の一方の縁部は、上面側へ向けて折り返さ
れて形成されることを特徴とする遊技機Ｃ６。
【０３２８】
　遊技機Ｃ６によれば、遊技機Ｃ５の奏する効果に加え、主部側被軸支部材の一方の縁部
は、上面側へ向けて折り返されて形成されるので、主部側被軸支部材の底面を平坦面形状
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とすることができる。よって、接地面積を確保して、遊技機主部の自立を安定化させるこ
とができる。
【０３２９】
　遊技機Ｃ０から遊技機Ｃ６のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材と前記遊技機主
部との間に介在し、前記主部側被軸支部材を、前記主部側軸部材を回動中心として相対回
動させ、前記遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢する回動付勢部材を備える
ことを特徴とする遊技機Ｃ７。
【０３３０】
　遊技機Ｃ７によれば、遊技機Ｃ０からＣ６のいずれかの奏する効果に加え、主部側被軸
支部材が回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されるので
、主部側被軸支部材を遊技機主部に対して開いた状態（く字状に配置）に維持して、遊技
機主部の自立を安定化させることができる。即ち、遊技機主部の自立時に主部側被軸支部
材が不用意に閉じられて、遊技機主部の自立が不安定化することを抑制できる。
【０３３１】
　また、外枠に配設される外枠側係合部材と遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と
の連結により、外枠に対して遊技機主部が開閉可能に配設された状態では、回動付勢部材
の付勢力を、遊技機主部を開放させる方向への力として利用することができる。よって、
遊技機主部の重量が重い場合であっても、その遊技機主部を作業者が開放する操作を容易
とすることができる。
【０３３２】
　遊技機Ｃ０からＣ７のいずれかにおいて、前記主部側被軸支部材が、前記主部側軸部材
を回動中心として前記遊技機主部に対して相対回動され、前記遊技機主部の底面側に配設
された場合に、その主部側被軸支部材を保持する主部側保持部材を備えることを特徴とす
る遊技機Ｃ８。
【０３３３】
　遊技機Ｃ８によれば、遊技機Ｃ０からＣ７のいずれかの奏する効果に加え、主部側保持
部材により主部側被軸支部材を遊技機主部の底面側に保持することができるので、遊技機
主部を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。即ち、主部側被軸支部材
は、回動付勢部材により遊技機主部に対して開いた状態となる方向へ付勢されているとこ
ろ、これを主部側保持部材により遊技機主部の底面側に保持する（閉じた状態に保持する
）ことができれば、作業者は、作業者自身が例えば一方の手で主部側被軸支部材を閉じた
状態に保持しつつ、遊技機主部を外枠に組み付けるという煩雑な作業を行う必要がなく、
遊技機主部を外枠に組み付ける作業のみに集中することができる。
【０３３４】
　遊技機Ｃ８において、前記遊技機主部を前記外枠に対して施錠する施錠装置を備えると
共に、前記施錠装置が前記主部側保持部材を備え、前記施錠装置の操作により前記遊技機
主部の外枠に対する施錠が解除される場合に、その操作に連動して、前記主部側保持部材
による前記主部側被軸支部材の保持が解除されることを特徴とする遊技機Ｃ９。
【０３３５】
　遊技機Ｃ９によれば、遊技機Ｃ８の奏する効果に加え、施錠装置が主部側保持部材を備
え、施錠装置の操作に連動して、主部側保持部材による主部側被軸支部材の保持を解除で
きるので、遊技機主部を外枠に組み付ける際には、主部側被軸支部材を主部側保持部材に
より保持し、組み付け作業の作業性の向上を図りつつ、組み付け後は、施錠装置による施
錠を解除するのみで、外枠に対して遊技機主部を開放させることができる。即ち、施錠装
置を解除する一の操作のみで、遊技機主部の外枠に対する施錠の解除と、主部側被軸支部
材の主部側保持部材による保持の解除とを同時に行うことができる。
【０３３６】
　遊技機Ｃ０からＣ９において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前記主部側被
軸支部材に対向配置される対向面と、その対向面から出没可能に突出する突出部材と、そ
の突出部材を前記対向面から突出する方向へ付勢する出没付勢部材とを備え、前記遊技機
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主部に配設される主部側被軸支部材は、前記外枠側係合部材の対向面に対向配置された場
合に、その対向面から突出される前記突出部材を受け入れる受入部を備え、前記外枠側係
合部材の突出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられることで、前記外枠側
係合部材に対し前記主部側被軸支部材が連結されることを特徴とする遊技機Ｃ１０。
【０３３７】
　遊技機Ｃ１０によれば、遊技機Ｃ０からＣ９のいずれかの奏する効果に加え、主部側被
軸支部材を外枠側係合部材の対向面に対向配置させ、その外枠側係合部材の対向面から突
出される突出部材を、主部側被軸支部材の受入部に受け入れさせることで、外枠側係合部
材に対し主部側被軸支部材を連結させることができるので、遊技機主部を外枠に組み付け
る作業の作業性の向上を図ることができる。
【０３３８】
　遊技機Ｃ１０において、前記外枠側係合部材の突出部材は、突出先端部分が先細形状に
形成されると共にその突出先端部分を前記対向面下に没入可能に形成され、前記突出先端
部分のみが前記対向面から突出する位置に前記出没付勢部材の付勢力により保持されるこ
とを特徴とする遊技機Ｃ１１。
【０３３９】
　遊技機Ｃ１１によれば、遊技機Ｃ１０の奏する効果に加え、外枠側係合部材の突出部材
は、先細形状に形成された突出先端部分のみが対向面から突出されるので、遊技機主部に
配設される主部側被軸支部材が外枠側係合部材の対向面上をスライド移動され、突出部材
に当接した際に、引っ掛かりを抑制して、突出部材を対向面下により確実に没入させるこ
とができる。
【０３４０】
　遊技機Ｃ１０又はＣ１１において、前記外枠側係合部材は、前記突出部材が前記主部側
被軸支部材の受入部に受け入れられた状態で、前記突出部材に当接してその突出部材の前
記対向面下への没入を規制する没入規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｃ１２。
【０３４１】
　遊技機Ｃ１２によれば、遊技機Ｃ１０又はＣ１１の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が対向面下へ没入することを没入規制部材により規制できるので、主部側被軸
支部材の受入部に外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた状態を維持して、外枠側係
合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されることを抑制できる。この場合、外枠側係
合部材の突出部材の突出先端部分のみが対向面から突出される場合には、突出部材が主部
側被軸支部材の受入部に受け入れられた後に、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の対向
面上でスライド移動させることで、突出部材を対向面下により没入させることができ、そ
の結果、外枠側係合部材と主部側被軸支部材との連結が解除されてしまうので、没入規制
部材により突出部材の没入を規制する本構造が特に有効となる。
【０３４２】
　遊技機Ｃ１２において、前記外枠側係合部材は、前記没入規制部材の移動を案内する案
内部材を備え、前記没入規制部材は、傾斜して形成される傾斜面を備えると共に、前記突
出部材は、前記没入規制部材の傾斜面が当接される被当接部を備え、前記没入規制部材が
前記案内部材に案内され、その傾斜面を前記突出部材の被当接部に当接させつつ、一方向
へ移動されると、前記突出部材が前記対向面上に押し上げられると共に、前記案内部材と
前記被当接面との間に没入規制部材が介在することで、前記突出部材の前記対向面下への
没入が規制されることを特徴とする遊技機Ｃ１３。
【０３４３】
　遊技機Ｃ１３によれば、遊技機Ｃ１２の奏する効果に加え、没入規制部材が突出部材の
被当接部に当接する傾斜面を備えるので、没入規制部材の一方向への移動により、突出部
材の対向面下への没入が規制され場合には、突出部材を対向面上に押し上げた状態とする
ことができる。これにより、主部側被軸支部材の受入部へ突出部材の突出先端をより深く
まで挿入して、その受け入れ量を確保することができる。その結果、主部側被軸支部材の
受入部と外枠側係合部材の突出部材との係合を強固として、外枠側係合部材と主部側被軸
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支部材との連結が解除されることを抑制できる。
【０３４４】
　また、このように、没入規制部材の傾斜面を利用して突出部材を対向面上へ押し上げる
構造とすることで、没入規制部材を案内部材の案内に沿って一方向へ移動させるのみで、
かかる没入規制部材を案内部材と突出部材との間に介在させることができる。よって、例
えば、没入規制部材を一方向へ移動させる動作と同時に突出部材を持ち上げておく動作を
別途行う必要がなく、その分、作業性の向上を図ることができる。
【０３４５】
　遊技機Ｃ１０から遊技機Ｃ１３において、前記外枠に配設される外枠側係合部材は、前
記平坦面から立設される立設壁と、その立設壁の立設先端から前記遊技機主部側へ向けて
前記平坦面と略平行に延設される延設壁とを備え、前記遊技機主部に配設される主部側被
軸支部材は、その受入部に前記外枠側係合部材の突出部材が受け入れられた場合に、前記
外枠側係合部材の平坦面および延設壁の対向面間に挟持される被挟持部を備えることを特
徴とする遊技機Ｃ１４。
【０３４６】
　遊技機Ｃ１４によれば、遊技機Ｃ１０からＣ１３の奏する効果に加え、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられると、外枠側係合部材の平坦面お
よび延設壁の対向面間に、主部側被軸支部材の被挟持部が挟持されるので、外枠側係合部
材に対して主部側被軸支部材が平坦面の面直方向（即ち、突出部材の出没方向）へ移動す
ることを規制することができる。これにより、外枠側係合部材と主部側軸支部材との間の
連結を確実として、外枠に対し、遊技機主部を、より強固に連結できる。
【０３４７】
　この場合、外枠側係合部材の延設壁は、立設壁の立設先端から遊技機主部側へ向けて延
設されるので、主部側被軸支部材を外枠側係合部材の平坦面に沿って移動させる動作のみ
で、主部側被軸支部材の被挟持部を外枠側係合部材の平坦面および延設壁との対向面間に
挟持させることができる。また、その主部側被軸支部材の移動は、外枠側係合部材の立設
壁によって規制する（位置決めする）ことができる。よって、遊技機主部を外枠に組み付
ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０３４８】
　遊技機Ｃ１０からＣ１４において、前記外枠に配設される外枠側連結部材と前記遊技機
主部に配設される主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、前記外枠側係合部材の突
出部材が前記主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、前記主部
側被軸支部材を載置可能な領域が前記外枠側係合部材の平坦面に形成されることを特徴と
する遊技機Ｃ１５。
【０３４９】
　遊技機Ｃ１５によれば、遊技機Ｃ１０からＣ１４の奏する効果に加え、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とが連結されておらず、かつ、外枠側係合部材
の突出部材が主部側被軸支部材の受入部に受け入れられていない状態において、主部側被
軸支部材を載置可能な領域が外枠側係合部材の平坦面に形成されるので、遊技機主部を外
枠に組み付ける際には、まず、遊技機主部の主部側被軸支部を、外枠側係合部材の平坦面
における上記領域に載置（仮置き）し、その後、主部側被軸支部を外枠側係合部材の平坦
面に沿って移動させることで、外枠側の外枠側連結部材に対する遊技機主部側の主部側連
結部材の連結と、外枠側係合部材の突出部材の主部側被軸支部材の受入部への受け入れと
をそれぞれ行うことができる。即ち、作業者は、上記連結および受け入れの作業を行う際
に、その作業を、遊技機主部の重量を支持しつつ行う必要がない。よって、外枠に対して
遊技機主部を組み付ける作業の作業性の向上を図ることができる。
【０３５０】
　遊技機Ｃ１からＣ１５において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技
機主部に配設される主部側連結部材の一方は、軸状の連結軸部を備え、前記外枠に配設さ
れる外枠側連結部材または前記遊技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、前記連
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結軸部を回動可能に軸支する軸支部と、その軸支部に連通し前記連結軸部を前記軸支部ま
で案内する案内溝部とを備えることを特徴とする遊技機Ｃ１６。
【０３５１】
　遊技機Ｃ１６によれば、遊技機Ｃ１からＣ１５の奏する効果に加え、連結軸部を回動可
能に軸支する軸支部には、連結軸部を案内する案内溝部が連通されているので、連結軸部
を案内溝部に沿って移動させることで、連結軸部を軸支部に軸支させ、外枠側の外枠側連
結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。よって、遊技機主部
を外枠に組み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０３５２】
　遊技機Ｃ１６において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の他方は、前記案内溝部へ出没可能に形成され前記案内溝部に
突出することで、前記軸支部に軸支された連結軸部が前記案内溝部を通過することを規制
する通過規制部材を備えることを特徴とする遊技機Ｃ１７。
【０３５３】
　遊技機Ｃ１７によれば、遊技機Ｃ１６の奏する効果に加え、外枠側の外枠側連結部材ま
たは遊技機主部側の主部側連結部材の他方は、案内溝部へ出没可能に形成される通過規制
部材を備え、その通過規制部材を案内溝部に突出させることで、軸支部に軸支された連結
軸部が案内溝部を通過することを規制することができる。即ち、連結軸部が軸支部から脱
落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結が解除される
ことを抑制することができる。
【０３５４】
　遊技機Ｃ１７において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
配設される主部側連結部材の一方は、前記外枠に対して前記遊技機主部が閉じられた状態
では、前記通過規制部材を被覆すると共に、前記外枠に対して前記遊技機主部が開放され
た状態では、前記通過規制部材を露出させる被覆部材を備えることを特徴とする遊技機Ｃ
１８。
【０３５５】
　遊技機Ｃ１８によれば、遊技機Ｃ１７の奏する効果に加え、外枠に対して遊技機主部が
閉じられた状態では、被覆部材により通過規制部材が被覆されるので、通過規制部材が操
作されることを困難とできる。よって、外枠側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側
連結部材との連結が不正に解除されることを抑制することができる。一方で、外枠に対し
て遊技機主部が開放された状態では、通過規制部材が露出されるので、通過規制部材を操
作可能とできる。よって、連結軸部が案内溝部を通過可能な状態として、外枠側の外枠側
連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を行うことができる。
【０３５６】
　遊技機Ｃ１７又はＣ１８において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊
技機主部に配設される主部側連結部材の他方は、少なくとも、前記連結軸部が前記案内溝
部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退された場合に、その通過規制部材を保持
する規制部材保持手段を備えることを特徴とする遊技機Ｃ１９。
【０３５７】
　遊技機Ｃ１９によれば、遊技機Ｃ１７又はＣ１８の奏する効果に加え、少なくとも、連
結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退された場合に、その通過規制
部材を保持する規制部材保持手段を備えるので、通過規制部材による規制を解除し、連結
軸部が案内溝部を通過可能（即ち、連結軸部を抜き取り可能）な状態を形成し且つその状
態を維持することができる。よって、作業者は、通過規制部材を後退した状態に保持しつ
つ、連結溝部を軸支部から抜き取るという煩雑な作業を行う必要がない。その結果、外枠
側の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材との連結の解除を容易とすることが
できる。
【０３５８】
　遊技機Ｃ１９において、前記外枠に配設される外枠側連結部材または前記遊技機主部に
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配設される主部側連結部材の他方は、前記通過規制部材を前記案内溝部に突出する方向へ
付勢する規制付勢部材を備え、前記通過規制部材は、前記案内溝部に突出する部分に傾斜
して形成される傾斜面を備え、前記連結軸部が前記傾斜面を押圧することで、前記連結軸
部が前記案内溝部を通過可能な位置まで前記通過規制部材が後退される一方、前記規制部
材保持手段により保持可能な位置には前記通過規制部材が達しないことを特徴とする遊技
機Ｃ２０。
【０３５９】
　遊技機Ｃ２０によれば、遊技機Ｃ１９の奏する効果に加え、連結軸部が傾斜面を押圧す
ることで、連結軸部が案内溝部を通過可能な位置まで通過規制部材が後退されるので、連
結軸部を案内溝部に沿って押し込むことで、かかる連結軸部を軸支部に到達させ、外枠側
の外枠側連結部材と遊技機主部側の主部側連結部材とを連結することができる。この場合
、通過規制部材は、規制部材保持手段により保持可能な位置には達しないので、規制付勢
部材の付勢力により、通過規制部材を案内溝部に突出する位置へ復帰（前進）させること
ができる。その結果、連結軸部が軸支部から脱落して、外枠側の外枠側連結部材と遊技機
主部側の主部側連結部材との連結が解除されることを抑制することができる。
【０３６０】
　遊技機Ａ１からＡ２０、Ｂ１からＢ２０又はＣ１からＣ２０のいずれかにおいて、前記
遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機Ｄ１。中でも、スロットマシンの
基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を
確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因し
て識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して
、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の
確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態
を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコ
イン、メダル等が代表例として挙げられる。
【０３６１】
　遊技機Ａ１からＡ２０、Ｂ１からＢ２０又はＣ１からＣ２０のいずれかにおいて、前記
遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Ｄ２。中でも、パチンコ遊技機の
基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技
領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通
過）することを必要条件として、表示装置において動的表示されている識別情報が所定時
間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内
の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入
賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込ま
れるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【０３６２】
　遊技機Ａ１からＡ２０、Ｂ１からＢ２０又はＣ１からＣ２０のいずれかにおいて、前記
遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊
技機Ｄ３。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識
別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手
段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（
例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別
情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要
条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、
遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の
球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されて
いる遊技機」となる。
　＜その他＞
　遊技機のホールへの設置は、ホールの島に設けられた木枠に、釘を用いて固定する方法
が一般的である。具体的には、例えば、遊技機を入れ替える場合、古い遊技機を木枠から
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取り外し、新しい遊技機を木枠の所定位置に配置し、傾斜角度を調整した後、その調整し
た傾斜角度を保持しつつ、遊技機の外枠の上板および下板を、木枠の上枠および下枠にそ
れぞれ釘で打ち付けて固定する（例えば、特許文献１：特開２００８－１２６００４号公
報）。
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、その入れ替えを行う際に、作業者による傾
斜角度の調整がその都度必要となり、また、傾斜角度の調整には熟練した技術が必要であ
るため、工数が嵩むという問題点があった。
　本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技機
の入れ替えを行う際に、その入れ替えに要する工数を低減することができる遊技機を提供
することを目的としている。
　＜手段＞
　この目的を達成するために技術的思想１の遊技機は、外枠と、その外枠に連結装置を介
して開閉可能に配設される遊技機主部と、を備えるものであり、前記連結装置は、前記外
枠に配設される外枠側連結部材と、その外枠側連結部材に着脱可能に連結されると共に連
結時には前記外枠側連結部材に対して相対回動可能に形成され前記遊技機主部に配設され
る主部側連結部材と、前記遊技機主部に配設される主部側軸部材と、その主部側軸部材を
介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材と、その主部側被軸
支部材に着脱可能に連結され前記外枠に配設される外枠側係合部材と、を備える。
　技術的思想２の遊技機は、技術的思想１記載の遊技機において、前記遊技機主部に配設
される主部側連結部材と前記外枠に配設される外枠側連結部材とが、直線方向への相対移
動により連結可能に形成されると共に、前記遊技機主部に配設される主部側被軸支部材と
前記外枠に配設される外枠側係合部材とが、直線方向への相対移動により連結可能に形成
され、それら両直線方向が平行とされる。
　技術的思想３の遊技機は、技術的思想２記載の遊技機において、前記直線方向は、前記
外枠の枠面に対して垂直な方向である。
　技術的思想４の遊技機は、技術的思想１から３のいずれかに記載の遊技機において、前
記主部側軸部材を介して前記遊技機主部に相対回動可能に軸支される主部側被軸支部材は
、前記主部側軸部材に一端側が軸支された長尺に形成されると共に前記遊技機主部の底面
に平行な平板形状に形成される。
　＜効果＞
　本技術的思想によれば、遊技機の入れ替えを行う際に、その入れ替えに要する工数を低
減することができる。
【符号の説明】
【０３６３】
１、　　　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
１０，４１０，５１０，６１０，７１０　　外枠
１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　外枠側連結部材
１５ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　延設板（被覆部材）
１５ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　連結軸部
１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　外枠側係合部材
２０，４２０，５２０　　　　　　　　　　遊技機主部
３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　主部側連結部材
３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　支持軸（主部側軸部材）
３５，２３５，３３５　　　　　　　　　　主部側被軸支部材
ＣＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねじりコイルばね（回動付勢部材）
３６ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　受入穴（受入部）
３３６ａ　　　　　　　　　　　　　　　　受入凹部（受入部）
３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　立設壁（折り返して形成された主部側被軸支
部材の一方の縁部）
５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　案内溝（案内溝部）
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６１ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　保持突起（規制部材保持手段の一部）
６２　　　　　　　　　　　　　　　　　　スライド片（通過規制部材）
６２ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　傾斜面
６３　　　　　　　　　　　　　　　　　　コイルばね（規制付勢部材）
７３ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　第１区画壁（案内部材）
７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　突出部材
７６ａ１　　　　　　　　　　　　　　　　先端部（突出部材の突出先端部分）
７６ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　張出部（被当接部）
７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　コイルばね（出没付勢部材）
７８　　　　　　　　　　　　　　　　　　規制板（没入規制部材）
７８ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　傾斜上面（傾斜面）
８１ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　折り返し片（立設壁および延設壁）
ＫＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　施錠装置
ＫＤｂ１　　　　　　　　　　　　　　　　第２係合爪（主部側保持部材）


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

